
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見【個人住民税】

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

● 1285 168 個人住民税 2.1 ①：要件追加 ①：新規意見
・徴収方法について事前に管理する徴収方法に課税資料の内容によらず計算できるようにす

る。またそれを行ったリストを作成できること。
⑥：住民サービス向上 徴収方法について特別な扱いが必要な住民がおり、それに応じた対応にできるようにするため。 ・希望する徴収方法で計算するため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 現行の要件のままとする。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1286 169 個人住民税 2.1 ①：要件追加 ①：新規意見
・税額計算の際に特別徴収義務者への通知の順番について指定した一定の順番で出力される

こと。
⑥：住民サービス向上

受給者番号順、給報の提出順など希望される順番があるので、それに沿った順番で通知できるように

するため。
・希望する順番で通知書が作成される。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件は必須機能でしょうか。

・税額計算の際に特別徴収義務者への通知の順番について指定した一定の順番で出力されること。

ー

必須でも良いと思われます。

しかし、「指定した一定の順番」は、詳細を読

まないと意味が分からないため、「受給者番

号順」、「給報の提出順」などを定義すべきと

考えられます。

必須機能。 是
特別徴収義務者からの希望や指定があるた

め必須機能である。
是 ー

必須機能としたい。現行システムでは、通知

書出力順を管理できる。初期値は給報の提

出順だが、受給者番号順として欲しいという

事業所からの要望がある。

項番2.1ではないと思われる。

是

「税額計算の際に特別徴収義務者への通知

の順番について、特別徴収者ごとの希望を登

録し、資料番号順もしくは受給者番号順に

対応できること」とした方がいい。一定のとする

とすべての事業者が同じになってしまいそう。教

職員などが、学校ごちに並べなおしたいとの申

し出はよくあるので必ず必要

是

本市現行システムのパッケージ標準で実装し

ている機能であり、特別徴収義務者からも通

知の順番について指定した一定の順番で出

力されることが求めれれていることから、必須の

機能であると考える。

納税義務者の多い事業所からの要望により

現在も対応しているため、必須の機能と考え

ます。

ー

「標準オプション機能」として、追加して良いと

考えます。

（基本方針0.8版及び横並び調整方針Bに

て、実装分類を「実装必須機能」「標準オプ

ション機能」「実装不可機能」に定義を見直し

ています。）

追加

以下の機能を実装すべき機能として追加します。

【4.1.21.】

特別徴収義務者ごとに特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）の出力順を以下の条

件から指定できること。

＜出力順＞

・給与支払報告書の個人明細の資料番号順

・受給者番号順

● 969 125 個人住民税 1.1.11 1 ①：要件追加 ①：新規意見

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額に係る還付額（特別徴収分）

・前年中の納付額に係る還付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

扶養重複のチェック結果は任意のタイミングで確認できること。

課税計算は扶養の重複がないものを対象に実施できること。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

⑦：業務効率化 介護保険や後期高齢と同様にしていただきたい。

申告を受ける際、還付がある場合は還付後納付額を取り

込んだ額にすることで、スピーディに申告業務が受付できま

す。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 変更なし 否 意見内容、意見の根拠、運用想定が整合していないため、対応不可と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3175 581 個人住民税 1.1.11. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

【機能要件1.1.11.枝番1】

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

【機能要件1.1.11.枝番2】

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額に係る還付額（特別徴収分）

・前年中の納付額に係る還付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

【機能要件1.1.11.枝番1】

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

なお、還付がある場合は還付後納付額を取り込むこと。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

【機能要件1.1.11.枝番2】

＜国民健康保険情報＞

・現在の加入有無

国民健康保険と介護保険、後期高齢者医療保険と要件に差が生じておりますが、国民健康保険の

み納付額と還付額を分けて取り扱う必要がある場合、理由をを備考欄へ記載をお願いします。

要件の差について理由がない場合、国民健康保険分の要件を介護保険（1.1.14.枝番1）や後期

高齢者医療保険（1.1.20.枝番1）と合わせて、「なお、還付がある場合は還付後納付額を取り込

むこと。」へ見直しをお願いします。

過去の検討会において、介護保険や後期高齢者医療保険は還付がある場合は還付後納付額を取

り込むことに要件が変更されておりました。国民健康保険は問題なしと扱われたことで要件に差が生じ

たと想定しています。

（過去の検討会）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000748371.pdf

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 要検討 要

APPLICご意見について、WTで確認します。

【質問】

国民健康保険のみ納付額と還付額を分けて取り扱う必要があるかをご回答ください。

また、納付額と還付額を分けて管理する必要がある場合はその理由（業務でどの様な要りようを想定しているか具体的な運用等）も併せてご回答ください。

なお、分けて取り扱う必要がない場合は、介護保険（1.1.14.枝番1）や後期高齢者医療保険（1.1.20.枝番1）と合わせて、「なお、還付がある場合は還

付後納付額を取り込むこと。」に表現を見直します。

ー

国保等の納付額は、申告受付時の参考情

報と認識しています。

そのため個人住民税として管理することには違

和感を感じました。

また、納付額は収納で一元管理されるように

なるため、各システムから取り込むという記述

が、実態に合っていないと思われます。

分けて取り扱う必要は無い。 ー
国民健康保険税のみを分けて取り扱う必要

はない。
非

国民健康保険のみ分けて取り扱う必要はな

い。

介護保険や後期高齢者医療と合わせて還付

後納付額のみで問題はない。

ー

国民健康保険のみ納付額と還付額を分けて

取り扱う必要はない。

介護、後期と表現を同じとして問題ない。

是
還付額込みの納付額での運用を行っている。

介護と後期と同じでよい。
是

本市では国民健康保険のみ納付額と還付

額を分けて取り扱う必要がないため、介護保

険（1.1.14.枝番1）や後期高齢者医療保

険（1.1.20.枝番1）と合わせて、「なお、還

付がある場合は還付後納付額を取り込むこ

と。」に表現を見直すことで問題ありません。

国民健康保険のみ納付額と還付額を分けて

取り扱う必要はありません。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、機能

の要否については回答を控えます。

もし「なお、還付がある場合は還付後納付額

を取り込むこと。」に見直すのであれば、

機能IDの付け方の観点から、項番を分けて

新しい機能要件としてください。

修正

以下のとおりに修正します。

【1.1.11.1】

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

なお、還付がある場合は還付後納付額を取り込むこと。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額（特別徴収分）

・前年中の納付額（普通徴収分）

【1.1.11.2】

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額に係る還付額（特別徴収分）

・前年中の納付額に係る還付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

● 1687 218 個人住民税 1.1.18. ⑥：表現の見直し ①：新規意見
生活保護情報の取り込みは下記に対応できること。

（実施頻度：随時　実施手法：手動）

生活保護情報の取り込みを任意の日付を指定して実施できること。

（実施頻度：随時　実施手法：手動）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

他の情報（国民健康保険・介護保険等）同様、「任意の日付を指定できる」機能が必要ではない

か。

「１／1現在」という指定ができる機能が必要と思われる。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 修正 否

他の類似要件と表現をあわせるため、要件の記載を修正します。

※任意の日付を指定できるため、随時での連携実施が可能な現行の記載と実質的な差異はないものと判断しています。

【修正案】

生活保護情報の取り込みを任意の日付を指定して実施できること。

是

任意の日付を指定（１／1現在）するという

のは、取り込む側ではなく、吐き出す側の機

能であると考えられます。

是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.1.18.】

生活保護情報の取り込みを任意の日付を指定して実施できること。

● 965 121 個人住民税 1.1.2. ①：要件追加 ①：新規意見

賦課期日現在の他業務情報（住民記録情報、住登外情報、国民健康保険情報、介護保

険情報、生活保護情報、後期高齢者医療情報及び障害者情報）及び前年度の課税情報か

ら、課税の根拠となる情報を抽出し、新年度の基本情報を一括で更新・管理（設定・保持・修

正）できること。

個別で更新・管理（設定・保持・修正）もできること。

国民健康保険情報として以下の情報を取り込みできること。

＜国民健康保険情報＞

・前年中の納付額に係る還付額（特別徴収分）

・前年中の納付額に係る還付額（普通徴収分）

・現在の加入有無

⑧：業務精度向上 ひとり親の情報も必要なため
②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 変更なし 否 意見内容、意見の根拠、運用想定が整合していないため、対応不可と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 970 126 個人住民税 1.1.23 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報

・障害者手帳の種類　　←取り消し線あり

・障害者手帳の等級　　←取り消し線あり

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

⑧：業務精度向上

誰がという情報のみに変更されるということでしょうか？

コピーしても見え消し線が消えてしまい入力できませんが、２．０版で消えています。普通障害か特別

障害かというのは必要となりますが、※の中に記載ある区分に含まれるのでしょうか？

現行システムには、現在特別障害か普通障害かの判定

結果はあるためなくなると不便。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2

970・1993・

596
修正 否

要件の記載を修正します。

なお、連携項目の詳細はデジタル庁にて規定される整理です。

【修正案】

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報（該当者及び控除の判定に必要な情報）

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

是 是 是 是 非

類似意見(連番)970・1993・596を集約し

て、

以下のとおり、修正案を提示します。

なお、「障害者控除認定書」の情報は不要と

考えます。

【修正案】

障害者情報（障害者に準ずるものとして市

町村長の認定を受けている者を含む）として

以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報＞

・該当者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・特別障害及び普通障害の区分

修正

以下のとおり修正します。

【1.1.23.】

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報（該当者及び控除の判定に必要な情報）

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

● 1993 333 個人住民税 1.1.23 ①：要件追加 ①：新規意見

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報＞

・障害者情報

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報＞

・障害者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

現状障がい者控除は障害者手帳の種類・等級により特別・普通障がい者控除に判断をおこなってお

り、両情報は必要不可欠であるため。

現状と変わりなく、障害者控除を判断するにおいて種類・

等級を用いる。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度1

970・1993・

596
修正 否

要件の記載を修正します。

なお、連携項目の詳細はデジタル庁にて規定される整理です。

【修正案】

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報（該当者及び控除の判定に必要な情報）

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

是 是 是 是 非

類似意見(連番)970・1993・596を集約し

て、

以下のとおり、修正案を提示します。

なお、「障害者控除認定書」の情報は不要と

考えます。

【修正案】

障害者情報（障害者に準ずるものとして市

町村長の認定を受けている者を含む）として

以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報＞

・該当者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・特別障害及び普通障害の区分

修正

以下のとおり修正します。

【1.1.23.】

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報（該当者及び控除の判定に必要な情報）

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

● 3267 596 個人住民税 1.1.23. 1 ②：要件変更 ②：前回記載意見

1.1.23.基本情報管理

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・特別障害及び普通障害の区分 ⑤：過剰な要件

個人住民税では、修正後の区分で事足りると考えており

障害者控除認定書の情報の管理は過剰機能ではないかと考えます。

【APPLIC取りまとめ】_1.0版への疑義事項及びその他意見_個人住民税_GitHUB_02.xlsx

Issue　No.75

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4

970・1993・

596
修正 否

要件の記載を修正します。

なお、連携項目の詳細はデジタル庁にて規定される整理です。

【修正案】

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報（該当者及び控除の判定に必要な情報）

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

是 是 是 是 非

類似意見(連番)970・1993・596を集約し

て、

以下のとおり、修正案を提示します。

なお、「障害者控除認定書」の情報は不要と

考えます。

【修正案】

障害者情報（障害者に準ずるものとして市

町村長の認定を受けている者を含む）として

以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報＞

・該当者情報

・障害者手帳の種類

・障害者手帳の等級

・特別障害及び普通障害の区分

修正

以下のとおり修正します。

【1.1.23.】

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報（該当者及び控除の判定に必要な情報）

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

● 2962 526 個人住民税 1.1.25 1 ①：要件追加 ②：前回記載意見
住登外者全てを引き継ぐか、前年課税のある対象者又は前年課税の被扶養実績がある者

（遠隔地被扶養者を含む）を引き継ぐかを選択できること。

住登外者全てを引き継ぐか、前年課税のある対象者又は前年課税の被扶養実績がある者

（遠隔地被扶養者を含む）を引き継ぐかを選択できること。また、課税権の有無の区別を登録

できること

⑧：業務精度向上 引き継いだすべての住登外情報が課税に結びつくわけではないため 基本簿に課税権の有無を登録

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度3 変更なし 否 「2.3. 住登外課税処理」にある通り、現行の要件で住登外課税通知の対象者の判定は可能となる理解です。

このため、個別の項目として課税権の有無の区分を持つ必要性は低いと判断しました。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2963 527 個人住民税 1.1.25 ①：要件追加 ①：新規意見 1も2も最後に付け加えてほしい 住登外課税をした番号と現個人番号がある場合、互いのコードを結びつけることができること ⑥：住民サービス向上 住登外コードと現個人コードが結びつけ、同人としてとらえることで他課へのスムーズな連携ができる

住登外コードと現個人コードが結びついていないとコンビニ

証明発行などで、他人としてとらえられたコード分は発行で

きない。また、収納に連携されたときも他人としてとらえられ

てしまうことに問題がある。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 住登外と住登者の紐づけは共通機能の宛名機能により実現する整理です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1872 317 個人住民税 1.1.31. ①：要件追加 ①：新規意見

社会保障・税番号制度対応を実施していること。

・個人番号（マイナンバー）の管理

・他団体等との所得情報の照会事務

・マイナンバー真正性確認事務　　　　など

社会保障・税番号制度対応を実施していること。

・個人番号（マイナンバー）の管理

・他団体等との所得情報の照会事務

・マイナンバー真正性確認事務

・個人番号未付番の住登外課税者を任意の条件で抽出し、住基CSへの一括照会データを出

力できること　　　　など

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

　住登外被扶養者に係る住基CS一括照会データ出力機能は項番5.1.5.に記載がありますが、住登

外課税者についての同機能について記載がなかったため、念のため追記しました。

　住登外課税者について294-3通知や情報連携用の副

本登録を行うため、住基CSによる個人番号一括取得を

行う想定です。

　また、取得した個人番号については、真正性確認後に

宛名情報へ一括登録する想定です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 修正 否

社会保障・税番号制度については、APPLICに必要機能及び記載粒度を確認しており、現行の要件にて実装に不足が出る等の問題はないものと理解していま

す。

ただし、ご指摘を踏まえ、要件範囲の誤認識の可能性を低減するため、以下のとおり修正します。

【修正案】

社会保障・税番号制度対応を実施していること。

・個人番号（マイナンバー）の管理

・他団体等との所得情報の照会事務

・マイナンバー真正性確認事務

・個人番号未付番の住登外課税者を任意の条件で抽出し、住基CSへの一括照会データを出力できること　　　　など

非
粒度が異なるため、別の項番を追加した方が

良いと思います。
是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.1.31.】

社会保障・税番号制度対応を実施していること。

・個人番号（マイナンバー）の管理

・他団体等との所得情報の照会事務

・マイナンバー真正性確認事務

・個人番号未付番の住登外課税者を任意の条件で抽出し、住基CSへの一括照会データを出力できるこ

と　　　　など

● 2261 400 個人住民税 1.1.34 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
配偶者、被扶養者及び専従者等の関連付けを行い、世帯の管理（設定・保持・修正）ができ

ること。

配偶者、被扶養者（所得金額調整控除の対象となる者で、他の納税者の扶養親族等とされ

ている「扶養控除」または「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、特別障害者また

は２３歳未満である者を含む）及び専従者等の関連付けを行い、世帯の管理（設定・保持・

修正）ができること。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

確定申告書の様式にも該当欄があり、所得金額調整控除の計算上必要なため。 優先度1 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

配偶者、被扶養者及び専従者等の関連付けを行い、世帯の管理（設定・保持・修正）ができること。

また、所得金額調整控除の対象となる者で、他の納税者の扶養親族等とされている、「扶養控除」または「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、

特別障害者または２３歳未満である者についても同様の関連付けによる管理（設定・保持・修正）ができること。

是 是 是 是 非

機能IDの付け方の観点から、

「配偶者、被扶養者及び専従者等の関連付

けを行い、世帯の管理（設定・保持・修

正）ができること。」の機能要件はそのまま残

しつつ、

新しい項番にて、

「所得金額調整控除の対象となる者で、他

の納税者の扶養親族等とされている、「扶養

控除」または「障害者控除」の対象とならない

扶養親族であって、特別障害者または２３

歳未満である者についても配偶者、被扶養

者及び専従者等と同様の関連付けによる管

理（設定・保持・修正）ができること。」

を機能要件として追加していただきたい。

修正

以下のとおり修正します。

【1.1.34.】

配偶者、被扶養者及び専従者等の関連付けを行い、世帯の管理（設定・保持・修正）ができること。

また、所得金額調整控除の対象となる者で、他の納税者の扶養親族等とされている、「扶養控除」または

「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、特別障害者または２３歳未満である者についても同

様の関連付けによる管理（設定・保持・修正）ができること。

● 1868 314 個人住民税 1.1.35

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見 ー 1/1離婚及び1/1再婚に関する管理項目

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

1/1離婚の場合、12月31日現況のため寡婦・ひとり親の適用ができないが、1/1現況により非課税の

適用ができる。

1/1再婚の場合、12月31日現況のため寡婦・ひとり親控除の適用ができるが、1/1現況により非課

税の適用ができない。

これらの課税計算を行う上での管理は必須機能としていただきたい。

申告相談の際の参考情報としてではなく、離別の場合、

扶養親族を有しないと寡婦控除の適用ができないためエ

ラーチェックにも利用されている。

寡婦理由の一部として、1/1離婚や1/1再婚を管理し、課

税計算に反映いただいている。寡婦理由については実装

しなくてもよい機能であっても、課税計算に反映できる入

力項目は必要。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 追加 否

「税額計算（税額決定）」にかかる機能として以下の要件を追加します。

【記載案】

○機能要件

1月1日再婚の場合は寡婦・ひとり親控除を適用し、1月1日離婚の場合は寡婦・ひとり親控除は適用せず、非課税を適用して税額計算ができること。

○実装類型

実装すべき

○要件の考え方・理由

1/1離婚の場合、12月31日現況のため寡婦・ひとり親の適用ができないが、1/1現況により非課税の適用ができる。

1/1再婚の場合、12月31日現況のため寡婦・ひとり親控除の適用ができるが、1/1現況により非課税の適用ができない。

課税計算にて上記の判定を正確に実施するための要件として、実装すべき機能としている。

是 是 是 是 是 修正

「税額計算（税額決定）」にかかる機能として以下の要件を追加します。

【2.1.61.】

○機能要件

1月1日再婚の場合は寡婦・ひとり親控除を適用し、1月1日離婚の場合は寡婦・ひとり親控除は適用せ

ず、非課税を適用して税額計算ができること。

○実装類型

実装すべき

○要件の考え方・理由

1/1離婚の場合、12月31日現況のため寡婦・ひとり親の適用ができないが、1/1現況により非課税の適用

ができる。

1/1再婚の場合、12月31日現況のため寡婦・ひとり親控除の適用ができるが、1/1現況により非課税の適

用ができない。

課税計算にて上記の判定を正確に実施するための要件として、実装すべき機能としている。

● 428 49 個人住民税 1.1.36 ②：要件変更 ①：新規意見

賦課決定前に限り被扶養者等の二重登録（被扶養者として登録済みの個人を別の課税対象

者の被扶養者として登録すること）ができること。

相互扶養の管理（設定・保持・修正）が賦課決定前に限りできること。

被扶養者と専従者の二重登録ができること

被扶養者等の二重登録（被扶養者として登録済みの個人を別の課税対象者の被扶養者とし

て登録すること）ができること。

相互扶養の管理（設定・保持・修正）ができること。

被扶養者と専従者の二重登録ができること

⑤：過剰な要件

【当市での現状の運用】

当初課税時期に二重登録された被扶養者の対象を7～8月ころに抽出、扶養の要件を確認(扶養

者への文書照会等)を行い、9月ころまでに是正を行う。(当市と同規模の自治体においては同様の状

況であると推察する)

「賦課決定前に限り」という文言のとおりに運用すると、上記のような通常期における扶養確認の事務

がとれないため、当初課税期中に類似の事務を執ることになる。

このことによって

①当初課税期における事務負担増大

②課税資料が確定しない時期には扶養関係の確認が困難

という問題が発生する。

地方税法施行令7の3の４②において、二重となった場合に優先すべき納税者の規定はあるものの、

実務上は納税者の実情に合わせるため確認を行う必要がある。

正確な課税のために常態的に二重扶養とすることは許容されるべきではないが、これを通常期の課税

台帳にて一切認めないことは運用上困難であるため、該当文言は削除すべきである。

当初課税期においては扶養の重複登録は許容することと

し、通常期において漏れなく扶養の是正を行えるようにす

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案（備考欄に記載）】

当初課税時期に、一時的に扶養重複となる状態を許容するが、扶養が重複したまま賦課決定することができない様制御するための機能としている。

是 是 非

意見の根拠として記載されている当初課税

時期に二重登録された被扶養者の対象を7

～8月ころに抽出、扶養の要件を確認(扶養

者への文書照会等)を行い、9月ころまでに是

正を行う運用を本市でも行っている。

当初課税時期での調査は運用的に不可能

なため、備考欄への記載も反対。当初課税

の後も新たな扶養重複は発生するし、項番

5.2.2.又は5.2.3.に記載されている扶養是

正情報等データには「二重扶養があった場

合」の扶養否認を抽出したいと考える。

要件から賦課決定前に限りという文言も削除

してほしい。

是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.1.36.（備考欄に記載）】

当初課税時期に、一時的に扶養重複となる状態を許容するが、扶養が重複したまま賦課決定することが

できない様制御するための機能としている。

● 2974 535 個人住民税 1.1.36 ②：要件変更 ①：新規意見

賦課決定前に限り被扶養者等の二重登録（被扶養者として登録済みの個人を別の課税対象

者の被扶養者として登録すること）ができること。

相互扶養の管理（設定・保持・修正）が賦課決定前に限りできること。

被扶養者と専従者の二重登録ができること

被扶養者等の二重登録（被扶養者として登録済みの個人を別の課税対象者の被扶養者とし

て登録すること）ができること。

相互扶養の管理（設定・保持・修正）ができること。

被扶養者と専従者の二重登録ができること

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

賦課決定をするタイミングが異なる場合（当初なら特徴と普徴は別の日に賦課決定している。また、

月例で新規に賦課決定する場合もある）ため、賦課決定前に限り二重登録できるとすると片方は賦

課決定されていて、もう片方は未決定という状況もあり得る。賦課決定前に限りという条件は外してほ

しい。

被扶養者等の二重登録の場合に扶養者に対し、どちらが

扶養するか調査を行っている。この調査は日程的に賦課

決定までに終了しない。また、二重登録が行えないと調査

の対象者の把握がシステム的にできなくなる。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度4 変更なし 否 1.1.36.にて扶養重複のまま税額計算されないよう制御し、対象者は1.1.41.の機能で抽出される想定です。 是 是 非

扶養重複のまま税額計算されないよう制御

することは、運用上問題が大きい。

扶養の重複と税額計算とは別のものとして整

理してほしい。本市では、税額計算は課税

資料に記載されている扶養人数等を元に計

算し、扶養の対象者への設定は税額計算後

に行っている。

非

賦課決定前に全件調査することは不可能で

あるため、賦課決定後においても二重登録を

可能として欲しいと考えます。

是 変更なし 現行要件のままとします。

● 429 50 個人住民税 1.1.41 ②：要件変更 ①：新規意見

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること

扶養重複のチェック結果は任意のタイミングで確認できること

課税計算は扶養の重複がないものを対象に実施できること

同一世帯以内や世帯相互間の重複を確認できること

扶養重複のチェック結果は任意のタイミングで確認できること
⑤：過剰な要件

上記意見と同様。扶養重複の対象者は課税計算ができない場合、1.1.36で述べた意見と同様に、

通常期に扶養の重複が許容されない場合、当初課税期中に二重扶養を確認する必要が発生す

る。また、不確実な課税となる可能性が高まる。

当初課税期においては扶養の重複登録は許容することと

し、通常期において漏れなく扶養の是正を行えるようにす

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 当初課税時期の重複については備考に記載の通り許容するものとしているため、対応不要の認識です。 是 是 非

当初課税時期の重複については備考に記載

の通り許容するとのことだが、課税計算は扶

養の重複がないものを対象に実施できるこ

と。と記載されている。連番429の意見は、当

初課税時期を超えて重複を管理したいという

ものではないのか？

本市としても扶養重複のまま税額計算されな

いよう制御することは、運用上問題が大きい。

非

賦課決定前に全件調査することは不可能で

あるため、賦課決定後においても二重登録を

可能として欲しいと考えます。

是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3 1 個人住民税 1.1.41. - ②：要件変更 ①：新規意見

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

扶養重複のチェック結果は任意のタイミングで確認できること。

課税計算は扶養の重複がないものを対象に実施できること。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

⑧：業務精度向上
今回の変更は、特定のシステムを意識した要件変更に思える為、あるべき機能要件として定義して頂

きたい。

扶養チェックは当初課税前に一括で行い、異動期にも随

時行う必要があると思われる。扶養重複は本人への確認

が必要な為、当初課税は申告通りに行い、異動期では

随時行う必要があると思われます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 3・576・1858 変更なし 否
本要件の修正は、APPLICご意見を踏まえて実施しており、特定の製品の仕様基づく記載ではないため、修正不要と判断します。

また、扶養チェック結果の確認は任意のタイミングで実施できること記載しており、異動期に随時実施する実装を妨げる要件にはなっていない整理です。
是 是 非

異動期に随時実施する実装を妨げる要件に

はなっていない整理とのことだが、扶養重複し

た場合に税額計算ができない仕様となってい

ると、当初及び随時の課税計算時に支障と

なる。

是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 576 77 個人住民税 1.1.41. - ②：要件変更 ①：新規意見

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

扶養重複のチェック結果は任意のタイミングで確認できること。

課税計算は扶養の重複がないものを対象に実施できること。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

⑧：業務精度向上
今回の変更は、特定のシステムを意識した要件変更に思える為、あるべき機能要件として定義して頂

きたい。

扶養チェックは当初課税前に一括で行い、異動期にも随

時行う必要があると思われる。扶養重複は本人への確認

が必要な為、当初課税は申告通りに行い、異動期では

随時行う必要があると思われます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 3・576・1858 変更なし 否
本要件の修正は、APPLICご意見を踏まえて実施しており、特定の製品の仕様基づく記載ではないため、修正不要と判断します。

また、扶養チェック結果の確認は任意のタイミングで実施できること記載しており、異動期に随時実施する実装を妨げる要件にはなっていない整理です。
是 是 非

異動期に随時実施する実装を妨げる要件に

はなっていない整理とのことだが、扶養重複し

た場合に税額計算ができない仕様となってい

ると、当初及び随時の課税計算時に支障と

なる。

是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1858 312 個人住民税 1.1.41. - ②：要件変更 ①：新規意見

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

同一世帯内や世帯相互間の扶養重複を確認できること（扶養チェックは任意のタイミングで実

施できること）。

扶養重複のチェック結果は任意のタイミングで確認できること。

課税計算は扶養の重複がないものを対象に実施できること。

＜想定する重複判定のタイミング＞

①扶養登録の際に既に被扶養者となっているかを判定（登録は可能）

②資料情報取り込み等の一括登録処理時判定

③登録済みの扶養情報をもとに判定

⑧：業務精度向上
今回の変更は、特定のシステムを意識した要件変更に思える為、あるべき機能要件として定義して頂

きたい。

扶養チェックは当初課税前に一括で行い、異動期にも随

時行う必要があると思われる。扶養重複は本人への確認

が必要な為、当初課税は申告通りに行い、異動期では

随時行う必要があると思われます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 3・576・1858 変更なし 否
本要件の修正は、APPLICご意見を踏まえて実施しており、特定の製品の仕様基づく記載ではないため、修正不要と判断します。

また、扶養チェック結果の確認は任意のタイミングで実施できること記載しており、異動期に随時実施する実装を妨げる要件にはなっていない整理です。
是 是 非

異動期に随時実施する実装を妨げる要件に

はなっていない整理とのことだが、扶養重複し

た場合に税額計算ができない仕様となってい

ると、当初及び随時の課税計算時に支障と

なる。

是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 268 32 個人住民税 1.1.45. -

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

本機能により、物件の存在確認のため所在地順等でのリストを作成（EUC出力を想定）し課

税資料や所在地の実地調査に利用できるよう情報を管理できること。

※本要件については、団体の人口規模や組織体制に応じて機能の実装状況にかなりの差異が

あること等を勘案し、当分の間、【実装してもしなくても良い】へと緩和して位置付ける。ただし、当

該取扱いは、あくまで標準準拠システムへの移行期における過渡的なものと整理しており、今

後、標準準拠システムの開発・導入状況や地方団体の意見等を踏まえながら、解消を図ってい

く予定である。

本機能により、物件の存在確認のため所在地順等でのリストを作成（EUC出力を想定）し課

税資料や所在地の実地調査に利用できるよう情報を管理できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

人口規模や組織体制を理由として、地方税法上の規定が実現されないことは標準化の意義に大きく

反するものである。

家屋敷課税・事務所事業所課税に必要な項目について

は、システムで当然に管理する。
④：スクラッチ開発で実装 担当課 優先度1 変更なし 否

本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2975 536 個人住民税 1.1.46

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

【実装してもしなくても良い】

事業所情報として、納入区分（特別徴収・普通徴収）を管理（設定・保持・修正）できるこ

と。

【実装すべき】

事業所情報として、納入区分（特別徴収・普通徴収）を管理（設定・保持・修正）できるこ

と。

④：現行事務処理・現行

機能の踏襲
【実装してもしなくても良い】から【実装すべき】機能としたい

納入区分が「普通徴収」の事業所に対して今後の特別徴

収実施を案内する文書を発送しているが、納入区分の管

理機能が実装されない場合、この業務が運用できなくな

る。

また、一定数存在する特別徴収を強く拒否する事業所

や、多くの自治体で認めている普通徴収理由に該当し特

別徴収を実施していない事業所が、給与支払報告書提

出時の不備により特別徴収となることがないよう管理する

ためにも徴収区分を利用している。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度4 変更なし 否
本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 477 55 個人住民税 1.1.47. ②：要件変更 ①：新規意見

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。

なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番のほかに、個別指定にも対応すること。

＜基本情報＞

・法人番号

・事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・ふりがな）

・連絡先

・所在地

・送付先

・メールアドレス

・個人事業主・法人の区分

・電子申告

・特別徴収義務者指定番号

・eLTAXの納税者ID

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。

なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番のほかに、個別指定にも対応すること。

＜基本情報＞

・法人番号（個人事業主の場合は個人番号）※宛名番号による紐づけでの管理も可。

・事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・ふりがな）

・連絡先

・所在地

・送付先

・メールアドレス

・個人事業主・法人の区分

・電子申告

・特別徴収義務者指定番号

・eLTAXの納税者ID

⑧：業務精度向上

個人事業主の場合の個人番号についての記載が漏れているため追記。

（実際には1.1.60.の個人事業主個人の基本情報管理による実装を想定していると思われるが、市

内に複数の事業所を有する場合の関連付け、家屋敷・事業所課税の対象者調査での利用や、

1.1.47.で個人事業主であるか否かの管理や法人番号の管理をおこなっていることとのバランスを考え

ると、1.1.47.で定義することが適切と考える。）

特別徴収義務者や事業所課税の納税義務者となる可

能性があり、また、市内に複数の事業所を有する場合もあ

り、賦課徴収に必要な情報として、個人事業主の場合は

個人番号を調査・格納できる項目を設定する必要があ

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。

なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番のほかに、個別指定にも対応すること。

＜基本情報＞

・法人番号（個人事業主の場合は個人番号）

・事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・ふりがな）

・連絡先

・所在地

・送付先

・メールアドレス

・個人事業主・法人の区分

・電子申告

・特別徴収義務者指定番号

・eLTAXの納税者ID

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.1.47.】

事業所情報には、基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。

なお、特別徴収義務者指定番号は、自動付番のほかに、個別指定にも対応すること。

＜基本情報＞

・法人番号（個人事業主の場合は個人番号）

・事業所名（漢字・カナ・アルファベット・数字・ふりがな）

・連絡先

・所在地

・送付先

・メールアドレス

・個人事業主・法人の区分

・電子申告

・特別徴収義務者指定番号

・eLTAXの納税者ID

● 1785 269 個人住民税 1.1.47. 1 ①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

税務システムの事業者情報と、法人基本３情報データ（事業所名＋住所＋法人番号　※国

税庁法人番号公表サイトよりダウンロードして入手）を突合し、以下の差異がある事業者を出力

（紙またはCSV）すること。

＜差異＞

・基本３情報と突合したが税務システムに法人番号登録なし

・基本３情報と突合したが税務システムの法人番号と差異あり

・基本３情報と突合した事業所が複数あり

・税務システムに法人番号が登録されているにもかかわらず、基本３情報と突合なし

⑧：業務精度向上

法人番号は職員が手入力しているため、入力ミスもあれば、個人の法人成りや、合併・解散等で既に

変わっている可能性もある。

そのため、事業所整合性チェックにより国税庁が法人番号提供サイトで公開している基本３情報（事

業所名＋住所＋法人番号）と比較し、税務システムに登録されている法人番号の整合性を確認

し、特徴賦課業務および特徴通知発送の精度を向上させる（誤課税防止、誤配送・郵戻の防

止）。

9月~10月頃（比較的業務が落ち着いている時期の作

業として）に、次年度の当初賦課に向けて事業者情報の

ずれを機械的に検知し、職員によって修正の要否の確認

および修正を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度3 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

国税庁法人番号公表サイトを利用した法人番号の整合性確認の機能の要否をご回答ください。

また、必要とする場合、以下の機能で過不足がないか、過不足がある場合は修正案を併せてご回答ください。

【機能案】

税務システムの事業者情報と、法人基本３情報データ（事業所名＋住所＋法人番号　※国税庁法人番号公表サイトよりダウンロードして入手）を突合し、

以下の差異がある事業者を出力（紙またはCSV）すること。

＜差異＞

・基本３情報と突合したが税務システムに法人番号登録なし

・基本３情報と突合したが税務システムの法人番号と差異あり

・基本３情報と突合した事業所が複数あり

・税務システムに法人番号が登録されているにもかかわらず、基本３情報と突合なし

ー
都度確認を行うので、機能案は過剰な機能

と考えられます。
必須ではありません。 是

現在使用していない機能なのでどちらでも良

い
是 過不足なし ー

機能は要としたい。

記載の機能案で問題ない。
非

通知書発送時にすでに新しい情報になってい

るようにするため、提出直後に変更を把握

し、修正している

是

国税庁法人番号公表サイトを利用した法人

番号の整合性確認の機能は必要であり、左

記の機能で過不足はないと考える。

国税庁法人番号公表サイトを利用した法人

番号の整合性確認の機能については必要と

考えます。

なお、差異の条件として以下の内容の追加を

お願いします。

・基本３情報と突合し同一法人番号である

が、事業所名または住所（肩書き・ビル名等

有無）が異なるもの

ー

市区町村の実務に関する事項のため、機能

の要否については回答を控えます。

もしご提示の機能案で追加するなら、「標準

オプション機能」として規定するものだと考えま

す。

（基本方針0.8版及び横並び調整方針Bに

て、実装分類を「実装必須機能」「標準オプ

ション機能」「実装不可機能」に定義を見直し

ています。）

追加

以下の機能を追加します。

【1.1.82.】

税務システムの事業者情報と、法人基本３情報データ（事業所名＋住所＋法人番号　※国税庁法人

番号公表サイトよりダウンロードして入手）を突合し、以下の差異がある事業者を出力（紙またはCSV）

すること。

＜差異＞

・基本３情報と突合したが税務システムに法人番号登録なし

・基本３情報と突合したが税務システムの法人番号と差異あり

・基本３情報と突合した事業所が複数あり

・基本３情報と突合し同一法人番号であるが、事業所名または住所（肩書き・ビル名等有無）が異なる

もの

・税務システムに法人番号が登録されているにもかかわらず、基本３情報と突合なし

● 2262 401 個人住民税 1.1.48 ⑥：表現の見直し 電子媒体での受取希望（eLTAX以外） 電子媒体での受取希望（光ディスク等提出分：令和６年度課税分以後は本項目削除）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

「eLTAX以外」→「光ディスク等提出分」：対象を具体的にするための表現の見直し。

「令和６年度課税分以後は本項目削除」：法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件と

なるため。

優先度1 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2130 363 個人住民税 1.1.5.

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

個人ごとに、優先課税資料情報(確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・

普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書など)を管理（設定・保持・修正）できる

こと。

実装すべきに変更

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

①申告義務が免除される者の把握（地方税法第317条の２）

確定申告をした者や、年末調整を実施した者は申告した者とみなすため、住民税申告の義務が免除

されることが規定されています。

また、「実装すべき」とされている「1.3.1.」の抽出条件に「優先資料」が使用されています。

②租税債権と私債権との優劣を決める基準（地方税法第14条の9）

「その納付又は納入の告知書を発した日（申告により税額が確定されたものについては、その申告が

あつた日）」とあるので、申告によるものか確認する必要があります。

①前年度に確定申告している者や年末調整済み給報

（特別徴収対象の給与支払報告書）が提出されている

者は住民税申告書の作成対象から除外します。

（1.3.1.）

②法定納期限等の判定に活用。

住民税申告、確定申告による者の場合、その申告日を

参照します。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 変更なし 否
本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是

優先課税資料情報は、2.1.7.を想定してい

ましたが、要件が異なるのでしょうか？
是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3373 610 個人住民税 1.1.5.

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

②：前回記載意見

指定都市要件：1.1.5.特別徴収義務者情報管理

特別徴収義務者単位での調定情報（月割額及び特別徴収総額（年額））を特別徴収義

務者の所在区別に容易に確認できること。

特別徴収義務者単位での調定情報（退職分離課税分の調定額）を特別徴収義務者の所

在区別に容易に確認できること。

本要件は実装してもしなくても良いい機能として扱う。 ⑤：過剰な要件
指定都市においても、特別徴収義務者を所在区別に管理している例は少数であるため、

「実装してもしなくても良い機能」として位置付けることが適切であると考えるため。

特別徴収義務者については、全市での管理とする。

※事業所の移転時など、所在区による管理が逆に特別

徴収義務者の負担になることも考えられ、団体内の事務

も全市で一括管理するほうが効率的であると考えられる。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 全体方針として、指定都市要件は実装してもしなくても良い機能の区分を設ける想定がないため。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 108 16 個人住民税 1.1.54 - ②：要件変更 ①：新規意見 -
1.1.54では実装してもしなくても良い機能に含まれているが、1.1.63では実装機能に含まれて

いる。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

優先度1 変更なし 否 意見内容、意見の根拠、運用想定が不明なため、対応不可と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2932 504 個人住民税 1.1.54 1 ①：要件追加 ①：新規意見
「実装すべき」基本情報として、納特事業所、・納付書送付要否・税額通知（特別徴収義務

者用）の送付形態（紙/電子）を追加。
⑧：業務精度向上 現在、電話対応や窓口対応でよく確認されるところなので、基本情報に載せたいため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否
本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 756 95 個人住民税 1.1.54. 2 ②：要件変更 ①：新規意見

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設定・保持・修正）できること。

＜基本情報＞

・電話番号(会社経理担当、税理士・会計士及び給与事務委託先)

・内線番号

・担当係

・会計事務所情報(名称及び電話番号)

・給与受領関係(受領年月日、提出市区町村数、受給者総人数及び報告書人員)

・特別徴収の指定・不指定

・給与支払報告書形態区分(紙・電子媒体・eLTAX)

・市区町村内外区分

・支払者区分(法人、白色個人、青色個人、年金支払者及び退職所得)

・各種サイン(私製納入書、総括表、催告状、税額決定書及び新年度削除)

・他年度台帳の有無

・給与支払報告書番号

・納付書送付要否

・税額通知(特別徴収義務者用)の送付形態(紙/電子)

・収納情報

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設定・保持・修正）できること。

＜基本情報＞

・電話番号(会社経理担当、税理士・会計士及び給与事務委託先)

・内線番号

・担当係

・会計事務所情報(名称及び電話番号)

・給与受領関係(受領年月日、提出市区町村数、受給者総人数及び報告書人員)

・特別徴収の指定・不指定

・給与支払報告書形態区分(紙・電子媒体・eLTAX)

・市区町村内外区分

・支払者区分(法人、白色個人、青色個人、年金支払者及び退職所得)

・各種サイン(私製納入書、総括表、催告状、税額決定書及び新年度削除)

・他年度台帳の有無

・給与支払報告書番号

・納付書送付要否

・税額通知(特別徴収義務者用)の送付形態(紙/電子)

・収納情報

⑧：業務精度向上

1.1.47.事業所情報管理と1.1.54.特別徴収義務者情報管理について

事業所情報管理と特別徴収義務者情報管理の関係性が把握できない機能要件上明確化しておく

必要がある。

・事業所情報のキーは法人宛名番号であり記載がない。また、この基本情報に複数の特別徴収義務

者情報がぶら下がるはず。１事業所に複数の特徴義務者が管理できないと、複数の特徴義務者へ

の送付先が指定できない。特別徴収義務者情報のキーは特徴義務者番号（指定番号）となるは

ず。1.1.47.事業所情報管理と1.1.54.特別徴収義務者情報管理が１対１の関係だと同一の事業

者でも複数の事業者情報を作成しなけらばならず適正な管理ができない。

・事業所情報管理と特別徴収義務者情報管理の関係性が明確化されないなかで、1.1.54.2で提

示する各項目は実装してもしなくても良いとなっており再吟味すべきである。

・特別徴収義務者情報管理については課税年度での管理ができないと、同一特徴義務者であっても

eLTAXの納税者IDの他、年度ごとに変更される項目がある。更にこの機能要件には特別徴収課税

台帳情報の記載がない。特別徴収義務者情報管理と特別徴収課税台帳情報は１対１で紐づけさ

れ年度単位の管理が必須である。

・明確化した記載がないと標準化として意味がないのではないか。

同左
②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 変更なし 否 修正前後の記載に差異がなく、意見の根拠とも整合しておらず、対応不可と判断しました。

なお、主キーとなるデータ項目等の詳細については、デジタル庁で検討中のデータ要件にて定義される整理です。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 823 100 個人住民税 1.1.54. 2

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設定・保持・修正）できること。

＜基本情報＞

・電話番号(会社経理担当、税理士・会計士及び給与事務委託先)

・内線番号

・担当係

・会計事務所情報(名称及び電話番号)

・給与受領関係(受領年月日、提出市区町村数、受給者総人数及び報告書人員)

・特別徴収の指定・不指定

・給与支払報告書形態区分(紙・電子媒体・eLTAX)

・市区町村内外区分

・支払者区分(法人、白色個人、青色個人、年金支払者及び退職所得)

・各種サイン(私製納入書、総括表、催告状、税額決定書及び新年度削除)

・他年度台帳の有無

・給与支払報告書番号

・納付書送付要否

・税額通知(特別徴収義務者用)の送付形態(紙/電子)

・収納情報

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設定・保持・修正）できること。

＜基本情報＞

・電話番号(会社経理担当、税理士・会計士及び給与事務委託先)

・内線番号

・担当係

・会計事務所情報(名称及び電話番号)

・給与受領関係(受領年月日、提出市区町村数、受給者総人数及び報告書人員)

・特別徴収の指定・不指定

・給与支払報告書形態区分(紙・電子媒体・eLTAX)

・市区町村内外区分

・支払者区分(法人、白色個人、青色個人、年金支払者及び退職所得)

・各種サイン(私製納入書、総括表、催告状、税額決定書及び新年度削除)

・他年度台帳の有無

・給与支払報告書番号

・納付書送付要否

・税額通知(特別徴収義務者用)の送付形態(紙/電子)

・収納情報

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

当該特別徴収義務者が給与支払報告書の提出及び特別徴収税額通知の受取にeLTAXを利用

しているかどうかを確認するために必要な機能であるため。

問い合わせ等の際に税務システムで詳細を確認するために

必要な機能であり、eLTAXを利用しているかどうかで対応

が異なるため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 変更なし 否 本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁K市I市H市A市 J市F市E市D市C市B市



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁K市I市H市A市 J市F市E市D市C市B市

● 3274 603 個人住民税 1.1.54. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

1.1.54.特別徴収義務者情報管理

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設定・保持・修正）できること。

　＜基本情報＞

　・給与支払報告書の個人明細件数（課税資料から把握した情報の参照のみ、申告情報に

誤りがある場合は資料情報を修正）

　・メモ（事業所情報との共通とすることも可）

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

基本情報の「給与支払報告書の個人明細件数（課税資料から把握した情報の参照のみ、申告情

報に誤りがある場合は資料情報を修正）」は総括表で件数確認できる場合は条件を満たしていると

いう判断でよろしいでしょうか。

"給与支払報告書の個人明細件数"とは総括表のことなのか、実際に届いた個人明細件数を指して

いるのか明記をお願いします。

また、管理する項目としても前年のものなのか、本年のものなのか、ご提示をお願いします。

用途として、本年届いている個人別明細表の件数と総括表の件数を比較するためなのか、前年届い

た件数と本年届いた件数の比較確認のためなのか把握できるようにしていただければと思います。

用途によっては管理するべき項目が変わりますので、表現の見直しを求めます。

また、「課税資料から把握した情報の参照のみ、申告情報に誤りがある場合は資料情報を修正」とも

ありますが、課税資料と申告情報が何を指しているのか明記いただけないでしょうか。

なお、総括表の修正をしたいとの認識でよろしかったでしょうか。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度1 保留 保留

ご意見を踏まえ、APPLICに以下を確認します。

【APPLICへの確認事項】

本要件は、「給与支払報告書の個人明細件数を修正できるのは、おかしいのではないでしょうか？」とのAPPLICご意見を基に修正しております。

本要件としては、本年（当該課税年度）の特別徴収事業者が提出すべき個人明細件数の把握を目的としています。

提出された総括表に記載の件数と、個人明細件数の実態が異なる場合は、特別徴収義務者への確認等を実施し、正しい件数を管理することを実現するため

に適切な記載案があればご教示ください。

ー

「提出された総括表に記載の件数と、個人明

細件数の実態が異なる場合は、特別徴収

義務者への確認等を実施」するためであれ

ば、総括表に記載の件数を管理し、確認等

を行う処理の時点で給報の件数をカウントす

れば良いと思われます。

また、現在、総括表については1.4.23.で実

装してもしなくても良いとされている。

是 ー
現在使用していない機能なのでどちらでも良

い
ー 是 是 修正

APPLIC回答を踏まえ以下のとおり修正します。

【1.1.54.1】

特別徴収義務者情報の基本情報として次の項目を管理（設定・保持・修正）できること。

＜基本情報＞

・事業所から提出された総括表の個人明細件数（実際に提出された個人明細件数と差異が認められる

場合には、総括表の個人明細件数を訂正可能とすること。）

・メモ（事業所情報との共通とすることも可）

● 3275 604 個人住民税 1.1.59. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

1.1.59.特別徴収義務者情報管理

個人別明細なしの給与支払報告書について、受付の有無を管理（設定・保持・修正）できる

こと。

④：現行事務処理・現行

機能の踏襲

個人別明細なしの給与支払報告書は総括表との認識で良いでしょうか。

他の項目にて給与支払報告書（総括表）の表記となっていたため、

対象を確認させていただきたいです。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度4 変更なし 否 【回答のみ】

APPLICご認識の通りです。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2263 402 個人住民税 1.1.63 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ②eLTAX税額通知の正本・副本送付を管理 ②eLTAX税額通知の（令和５年度内に発出する通知分までは正本・副本）送付を管理

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 優先度1 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2264 403 個人住民税 1.1.64 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 eLTAX税額通知の正本・副本送付の設定 eLTAX税額通知の（令和５年度内に発出する通知分までは正本・副本）送付の設定

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 優先度1 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2964 528 個人住民税 1.1.70 ー ⑥：表現の見直し 「実装すべき」なのに要件の考え方・理由が「実装してもしなくても良い」となっている 担当課 要確認 修正 否
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案（要件の考え方・理由）】

特別徴収義務者や納税義務者からの問い合わせに柔軟に対応することを目的として、基本的な抽出条件となる項目を実装すべき機能としている。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.1.70.（要件の考え方・理由）】

特別徴収義務者や納税義務者からの問い合わせに柔軟に対応することを目的として、基本的な抽出条件

となる項目を実装すべき機能としている。

● 968 124 個人住民税 1.1.8 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

住民記録情報として以下の情報を取り込みできること。

＜住民記録情報＞

・筆頭者

・戸籍の修正履歴

・氏名の履歴

・ふりがな

・在留資格

・在留期間

・優先氏名

・当該者の当該年度の区分(住登者・転出確定・住民登録外）

・世帯番号

・郵便番号

・本籍地

・国籍

・死亡年月日

寡婦対象者情報として離別・死別を管理（設定・保持・修正）できること。実装してもしなくて

も良い

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

この欄は、本籍地等の戸籍情報ではないですか？

実装してもしなくても良いとありますが、戸籍情報について

不達の関係、相続人の特定、国籍や在留資格について

は、租税条約の関係で必要です。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度1 変更なし 否 寡婦対象者情報として離別・死別を管理する要件は、1.1.35.の機能として記載しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2961 525 個人住民税 1.1.8 ー ①：要件追加 ①：新規意見 ・市内転居履歴 ⑦：業務効率化
意見としてはだいぶ前に申し上げていたが、住所異動の確認のため他市とのやり取り用に転入転出履

歴も必要だが、自らの団体用に市内の転出転居履歴も必要となる。

課税資料が必ずしも最新住所を表記しているとは限らず、

課税資料の本人特定のため、また、納税通知書送付先

を探す作業のため必要となってくる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 運用想定から必要な機能詳細（課税資料の本人特定、納税通知書送付先を探す作業の条件等）が不明なため、対応不可と判断しました。

なお、転居前の住所は履歴として確認ができるため、転居の区分等を管理する必要性は低い認識です。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 966 122 個人住民税 1.1.8. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

住民記録情報として以下の情報を取り込みできること。

＜住民記録情報＞

・住所

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、併記名）

・性別

・生年月日

・続柄

・転入出履歴（どこから転入し、どこへ転出したのか）

・住民番号

・支援措置対象者

・転出予定日

・転出異動日

・転出確定日

・転入元住所

・転入先住所

・消除届出日

・消除異動日

・消除事由

・異動事由

・異動年月日

・通称

・個人番号

障害者情報として以下の情報を取り込みできること。

＜障害者情報情報＞

・障害者情報

・障害者手帳の種類　　←取り消し線あり

・障害者手帳の等級　　←取り消し線あり

※障害者情報には以下の２点も含む。

・障害者控除認定書の情報及び障害者控除認定書の区分

・障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者

⑦：業務効率化 住民番号とは、税務関係で使用している整理番号のことですか？
②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 変更なし 否 意見内容、意見の根拠、運用想定が整合していないため、対応不可と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3086 563 個人住民税 1.2.1 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

以下から任意の条件を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・過去に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

以下から任意の条件を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件（例）＞

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・過去に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

ー 任意の条件であるため、例とした方がよい ー ー 担当課 要確認 変更なし 否 本要件は抽出条件として記載した条件から任意の条件を指定するものであるため、例の記載は不要と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 757 96 個人住民税 1.2.1 1 ①：要件追加 ①：新規意見

以下から任意の条件一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告書（総括表）

発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・年度途中で異動届の提出などがあり特別徴収対象者がいる、前年度の１月から５月までは

特別徴収＝給与あり

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・過去に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

以下から任意の条件一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告書（総括表）

発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・年度途中で異動届の提出などがあり特別徴収対象者がいる、前年度の１月から５月までは

特別徴収＝給与あり

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・過去に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

・前年の申告区分　eLTAX等での申告・紙の申告

⑦：業務効率化 事業者に対して適切な提出勧奨を行うため。

給与支払報告書（総括表）発送対象者について、紙で

の提出時に総括表を使用することが想定されるため、電子

申告（eLTAX等）の事業所を発送対象から除外できる

ような仕組みが必要と考える。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します（3180と合わせて対応）。

【修正案】

以下から任意の条件を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・総括表発送対象年度の前年に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

・前年の申告が電子申告（eLTAX等）または紙の申告

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.2.1.】

以下から任意の条件を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・総括表発送対象年度の前年に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

・前年の申告が電子申告（eLTAX等）または紙の申告

● 3180 582 個人住民税 1.2.1. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
1.2.1.給与支払報告書（総括表）発送対象抽出

・過去に特別徴収対象者がいた事業者
・（総括表発送対象年度の前年）に特別徴収対象者がいた事業者 ⑧：業務精度向上

「過去」という曖昧表現は避けた方がいいと考えます。もともと年度ではなく年を考慮されていた記載

だった箇所の変更だと思いますが

「過去」と記載されると幅が広くなりすぎると思いますので現実的な表現をお願いいたします。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します（757と合わせて対応）。

【修正案】

以下から任意の条件を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・総括表発送対象年度の前年に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

・前年の申告が電子申告（eLTAX等）または紙の申告

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.2.1.】

以下から任意の条件を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・総括表発送対象の抽出時点で特別徴収対象者あり

・総括表発送対象年度の前年に特別徴収対象者がいた事業者

・総括表の送付の要・不要

・前年の申告が電子申告（eLTAX等）または紙の申告

● 1697 228 個人住民税 1.2.2. ⑥：表現の見直し ①：新規意見 システム外の一覧を取り込むことで、発送・発送停止情報を一括で登録・変更できること ⑧：業務精度向上 左記の要件の記載が漏れているのか、「実装しない機能」として削除されたのか不明。 担当課 優先度2 1697・2965 追加 否
ご指摘を踏まえ、以下のとおり実装してもしなくても良い機能を追加します。

【修正案】

システム外の一覧を取り込むことで、発送・発送停止情報を一括で登録・変更できること

是 是 是 是 是 追加

以下のとおり実装してもしなくても良い機能を追加します。

【1.2.6.】

システム外の一覧を取り込むことで、発送・発送停止情報を一括で登録・変更できること

● 2965 529 個人住民税 1.2.2. ー ⑥：表現の見直し 「実装すべき」なのに要件の考え方・理由が「実装してもしなくても良い」となっている 担当課 要確認 1697・2965 修正 否 1697で追加する要件の「要件の考え方・理由」として記載します。 是 是 是 是 是 削除

1697で追加した機能の「要件の考え方・理由」に以下を記載し、1.2.2.の「要件の考え方・理由」を削除

します。

【記載内容】

特別徴収義務者の個別の発送希望に基づいた設定を原則とするが、一定の条件により一括で発送停止

を入力する運用も想定され、この運用に対応するための機能を実装してもしなくても良い機能としている。

● 2265 404 個人住民税 1.3.1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者 ・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者（令和５年度まで） 法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 要確認 2265・2321 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2321 426 個人住民税 1.3.1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告

書であること」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告

書であること」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

令和３年度税制改正大綱により、異なる課税方式の選択は令和６年度から廃止となるため。 ―
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 2265・2321 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2322 427 個人住民税 1.3.1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

「実装類型」において「実装すべき」との記載があるが、「要件の考え方・理由」では「抽出日時点

の個人住民税申告書発送対象者（送付設定の抜け漏れ）を確認するために必要であり、

チェック作業の効率化のために必要性は高いが、EUC等の汎用抽出機能による運用も可能と考

えられるため、実装してもしなくても良い機能としている。」と記載がされており、実装すべきか実装

してもしなくても良いかが不明である。

― ― ― 担当課 要確認 2322・2966 修正 否
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案（要件の考え方・理由）】

ー

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.3.1.（要件の考え方・理由）】

ー

● 2966 530 個人住民税 1.3.1 ー ⑥：表現の見直し 「実装すべき」なのに要件の考え方・理由が「実装してもしなくても良い」となっている 担当課 要確認 2322・2966 修正 否
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案（要件の考え方・理由）】

ー

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.3.1.（要件の考え方・理由）】

ー

● 90 11 個人住民税 1.3.1. ①：要件追加 ①：新規意見

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告

書であること」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告

書であること」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

・前年度被扶養者

⑦：業務効率化
前年度被扶養者である対象者が、本年も被扶養者である場合は多く、就職等した場合は、給与支

払報告書が提出されるため、個人住民税申告書の作成対象から除外したい。

個人住民税申告書の提出が必要と思われる対象者に

絞って送付し、送付件数の削減と問い合わせ件数の削

減。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 変更なし 否 APPLICに対し、実装可能な条件を確認の上修正したものであるため、実現性の観点から条件の追加はしないものと判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3174 580 個人住民税 1.3.1. ②：要件変更 ①：新規意見

1.3.1.申告書発送対象抽出

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

　・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

　・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告

書であること」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

　・支援措置対象の設定有無

　・年齢

　・未申告者

　・発送希望者

　・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

　・前年度、確定申告提出者

　・事業所課税対象者

　・住登外課税者

　・異動届より転勤・一括処理対象者

　・死亡者

　・現年課税取消分

　・他団体課税者

1.3.1.申告書発送対象抽出

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

　・年齢

　・未申告者

　・発送希望者

　・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

　・前年度、確定申告提出者

　・事業所課税対象者

　・住登外課税者

　・死亡者

以下の要件は別途枝番を設けて、実装してもしなくても良い機能として定義

＜抽出条件＞

　・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

　・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告

書であること」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

　・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

　・異動届より転勤・一括処理対象者

　・現年課税取消分

　・他団体課税者

⑧：業務精度向上

機能要件1.3.7.の枝番１、２において申告書作成の抽出条件と除外条件が見直しとなっております

が、当要件における条件の見直しが行われておりません。

機能要件1.3.7.の枝番１、２の記載に合わせていただくようにお願いします。

要件の考え方・理由には「実装してもしなくても良い機能としている。」との記載があるにもかかわらず、

実装類型は「実装すべき」になっています。

※右記の現行システム区分は、条件により③：現行シス

テムでは使用していない機能でもある

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 修正 否 1．3.7．の機能の構成に合わせて修正します。 是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.3.1.1（実装すべき）】

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

　・年齢

　・未申告者

　・発送希望者

　・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

　・前年度、確定申告提出者

　・事業所課税対象者

　・住登外課税者

　・死亡者

【1.3.1.2（実装してもしなくても良い）】

以下の条件の要否を指定し、個人住民税申告書の発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

　・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

　・前年度情報([前年個人住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書である

こと」「所得種類」「更正事由」「転入・出時期」）

　・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

　・異動届より転勤・一括処理対象者

　・現年課税取消分

　・他団体課税者

● 2326 431 個人住民税 1.3.11 ③：要件削除 ①：新規意見

異なる課税方式に係る申告書の発送希望（発送及び停止希望）は、通常の申告書の発送

希望（発送及び停止希望）と分けて管理（設定・保持・修正）し、発送希望（発送及び停

止希望）に応じて異なる課税方式に係る申告書を作成できること。

―

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

令和３年度税制改正大綱により、異なる課税方式の選択は令和６年度から廃止となるため。 ―
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2266 405 個人住民税 1.3.7 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者 ・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者（令和5年度以前分まで） 法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 要確認
2266・2267・

2324・2325
変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2267 406 個人住民税 1.3.7 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者 ・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者（令和5年度以前分まで） 法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 要確認
2266・2267・

2324・2325
変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2324 429 個人住民税 1.3.7 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

個人住民税申告書を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・現年課税取消分

・他団体課税者

個人住民税申告書を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・現年課税取消分

・他団体課税者

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

令和３年度税制改正大綱により、異なる課税方式の選択は令和６年度から廃止となるため。 ―
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1

2266・2267・

2324・2325
変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2325 430 個人住民税 1.3.7 3 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

個人住民税申告書（簡易申告書）を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出

力もできること。

直接的に以下の条件での出力が出来ない場合は、類似の条件で対象者を抽出した後に個別

での追加・削除が可能なこと。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所・家屋敷課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

個人住民税申告書（簡易申告書）を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出

力もできること。

直接的に以下の条件での出力が出来ない場合は、類似の条件で対象者を抽出した後に個別

での追加・削除が可能なこと。

＜抽出条件＞

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所・家屋敷課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

令和３年度税制改正大綱により、異なる課税方式の選択は令和６年度から廃止となるため。 ―
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1

2266・2267・

2324・2325
変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2976 537 個人住民税 1.3.7 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

個人住民税申告書を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・現年課税取消分

・他団体課税者

個人住民税申告書を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・営業所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・現年課税取消分

・他団体課税者

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

抽出条件に「所得種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」とあるが、一般所得は営業

所得のことか？

個人住民税申告書を送付する際、営業・農業・不動産

所得がある場合に収支内訳書を同封している。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度4 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

個人住民税申告書を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得種類（農業所得・営業所得・不動産所得の区分）」「更正事

由」「転入・出時期（年月日での期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・現年課税取消分

・他団体課税者

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.3.7.2】

個人住民税申告書を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得種類（農

業所得・営業所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日での期間指定）」の指

定

・支援措置対象の設定有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・現年課税取消分

・他団体課税者

● 2977 538 個人住民税 1.3.7 3 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

個人住民税申告書（簡易申告書）を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出

力もできること。

直接的に以下の条件での出力が出来ない場合は、類似の条件で対象者を抽出した後に個別

での追加・削除が可能なこと。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所・家屋敷課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

個人住民税申告書（簡易申告書）を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出

力もできること。

直接的に以下の条件での出力が出来ない場合は、類似の条件で対象者を抽出した後に個別

での追加・削除が可能なこと。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得

種類（農業所得・営業所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日で

の期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所・家屋敷課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

抽出条件に「所得種類（農業所得・一般所得・不動産所得の区分）」とあるが、一般所得は営業

所得のことか？

個人住民税申告書を送付する際、営業・農業・不動産

所得がある場合に収支内訳書を同封している。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度4 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

個人住民税申告書（簡易申告書）を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできること。

直接的に以下の条件での出力が出来ない場合は、類似の条件で対象者を抽出した後に個別での追加・削除が可能なこと。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得種類（農業所得・営業所得・不動産所得の区分）」「更正事

由」「転入・出時期（年月日での期間指定）」の指定

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所・家屋敷課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.3.7.3】

個人住民税申告書（簡易申告書）を以下の条件を指定し、作成できること。データで一括出力もできる

こと。

直接的に以下の条件での出力が出来ない場合は、類似の条件で対象者を抽出した後に個別での追加・

削除が可能なこと。

＜抽出条件＞

・上場株式等に係る所得の異なる課税方式に関連する対象者

・「前年住民税申告書提出有無」「前年度の優先資料が個人住民税申告書であること」「所得種類（農

業所得・営業所得・不動産所得の区分）」「更正事由」「転入・出時期（年月日での期間指定）」の指

定

・支援措置対象の設定有無

・年齢

・未申告者

・発送希望者

・生活保護の有無

＜申告書発送者からの除外条件＞

・前年度、確定申告提出者

・事業所・家屋敷課税対象者

・住登外課税者

・異動届より転勤・一括処理対象者（現年度課税の転勤や一括徴収の対象者を除外する）

・死亡者

・現年課税取消分

・他団体課税者

● 911 119 個人住民税 1.4.1 ②：要件変更 ①：新規意見

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(カナ氏名＋生年月日＞個人番号の優先順位で特定)及び事業者の基本情報と

紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(カナ氏名＋生年月日＞個人番号＋カナ氏名の優先順位で特定)及び事業者の基

本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

⑧：業務精度向上
個人の特定を個人番号のみで紐づけてしまうと、事業所の個人番号の入力誤りにより別人を特定しま

う可能性があるため、個人番号に加えてカナ氏名も個人特定の条件に追加したい。

個人の特定を第二段階に分けて行うこととし、第一段階は

カナ氏名＋生年月日で行い、紐づかなかった個人に対して

は第二段階として個人番号＋カナ氏名で個人の特定を

行う。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。

● 1522 192 個人住民税 1.4.1 ②：要件変更 ①：新規意見 課税資料の個人特定の際の優先順位　個人番号<カナ氏名+生年月日 課税資料の個人特定の際の優先順位　個人番号>カナ氏名+生年月日 ⑧：業務精度向上

課税資料の個人特定を行う場合、唯一無二のものである個人番号を優先し、個人番号の記載がな

かった場合や個人番号では対象者が見つからなかった場合にカナ氏名+生年月日とすべきと思います

が、それができない自治体があるとのことですので、個人特定の際の「個人番号」と「カナ氏名+生年月

日」の優先順位は各自治体で任意で選択できるようにして欲しいです。

個人番号とカナ氏名+生年月日を任意で選択

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。

● 1497 189 個人住民税 1.4.1. ②：要件変更 ①：新規意見
課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(カナ氏名＋生年月日＞個人番号の優先順位で特定)及び事業者の基本情報と

紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(個人番号＞カナ氏名＋生年月日の優先順位で特定)及び事業者の基本情報と

紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

⑧：業務精度向上
大規模自治体においては、カナ氏名＋生年月日を優先した場合、誤突合の可能性が多分に生ず

る。マイナンバー制度の趣旨に照らして考えても、個人番号を優先して突合すべきと考える。

個人番号を優先とすることで、カナ氏名＋生年月日優先

よりも高い精度で課税資料を紐づけすることが可能とな

る。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁K市I市H市A市 J市F市E市D市C市B市

● 1564 207 個人住民税 1.4.1. ①：要件追加 ①：新規意見

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(カナ氏名＋生年月日＞個人番号個人番号、カナ氏名＋生年月日の優先順位で

特定)及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができ

ること。

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(個人番号+生年月日>カナ氏名＋生年月日＞個人番号カナ氏名＋生年月日＞

個人番号個人番号、カナ氏名＋生年月日の優先順位で特定)及び事業者の基本情報と紐付

けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

⑦：業務効率化
「同一カナ氏名かつ同一生年月日」の事例について個人特定処理後の確認作業が発生するため。

また、自治体の規模によっては個人番号を使用した個人特定が効率的と考えられるため。
担当課 優先度2

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。

● 2131 364 個人住民税 1.4.1. ②：要件変更 ①：新規意見

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(カナ氏名＋生年月日＞個人番号個人番号の優先順位で特定)及び事業者の基

本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(個人番号、カナ氏名＋生年月日の優先順位で特定)及び事業者の基本情報と紐

付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

マイナンバー制度について、次のような説明をされています。

「マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政

機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民

の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができま

す。」（デジタル庁HP抜粋）

また、外国籍の方の場合、カナ氏名生年月日では個人特定することが難しく、個人特定にはマイナン

バーの活用が必須です。

カナ氏名生年月日を優先にされると、マイナンバーが正しくても個人未特定と判定されてしまい、業務

効率化につながりません。

個人特定の処理フローとして、まずは個人番号で特定を

行います。

個人番号で個人特定できなければ個人番号をなかったこ

とにして、カナ氏名生年月日で個人特定を行います。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。

● 2327 432 個人住民税 1.4.1. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

課税資料について、（中略）該当する個人（カナ氏名+生年月日＞個人番号の優先順位で

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括または個別に管理（設定・保持・修正）でき

ること。

課税資料について、（中略）該当する個人（カナ氏名+生年月日で特定）及び事業者の基

本情報と紐付けて、一括または個別に管理（設定・保持・修正）できること。また、個人で紐

付けできない場合、カナ氏名や生年月日の1字違い、又は個人番号により候補者を出力できる

こと。

⑧：業務精度向上
「カナ氏名+生年月日＞個人番号の優先順位で特定」とあるが、個人番号は記載誤り等により別人

とマッチングしたり、該当者を非該当とする恐れがあるため、候補者抽出の条件とする。

カナ氏名+生年月日が一致する者については、システムに

てマッチングし、それ以外の者は候補者の出力を行うことで

効率的に該当者のマッチングができるようになる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。

● 3273 602 個人住民税 1.4.1. ②：要件変更 ①：新規意見

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）

を取り込み、該当する個人(個人番号、カナ氏名＋生年月日の優先順位で特定)

及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

課税資料について、電子データ（パンチデータ及び申告支援システムデータ等）を取り込み、該

当する個人(カナ氏名＋生年月日＞個人番号の優先順位で特定)及び事業者の基本情報と

紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

電子データ（確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払

報告書・公的年金等支払報告書など）を取り込み、該当する個人（カナ氏名や生年月日、個

人番号の情報を元に特定）及び事業所の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設

定・保持・修正）ができること。

④：現行事務処理・現行

機能の踏襲

①住民税申告書のパンチデータは宛名番号を使用することが多いですが、

宛名番号を利用して特定することを否定する要件ではない認識で良いでしょうか。

課税資料の基本範囲をご提示いただきたい。

　(確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年

金等支払報告書など)

②法定調書の支払調書なども含まれるのかご教示ください。

住民税申告（及び給与支払報告書）のパンチデータは、特定した個人の宛名番号を含めて作成す

ることが多いですが、本要件はこのような運用を否定する内容にも読み取れます。

また、"申告支援システムデータ等"とありますが、課税資料の基本範囲をご提示いただきたいです。

(確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金

等支払報告書)

法定調書の支払調書データも含まれていれば明記をお願いします。

申告支援システムを利用しない自治体もありますので、表現の見直しをするべきかと存じます。

また、個人番号での紐付けの際にも個人番号のみで特定するのではなく、住基宛名番号一致確認や

カナ氏名、生年月日での組合わせ確認を実施しており、全くの別人には紐づきません。

個人番号が最優先で問題ない認識です。

個人番号の利用普及のためにも個人番号、カナ氏名＋生年月日の優先順位で特定、または設定と

して個人番号を使用しない特定を選択できるようにするのが良いと考えておりますので、課税資料の範

囲を明示いただき記載内容を見直していただければと存じます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度4

911・1522・

1497・1564・

2131・2327・

3273

修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は

個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であ

ること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.1.】

○機能要件

以下の課税資料の電子データを取り込み、該当する個人（以下の紐づけに使用する項目を組み合せて

特定）及び事業者の基本情報と紐付けて、一括又は個別に管理（設定・保持・修正）ができること。

＜課税資料＞

・確定申告書・住民税申告書・特別徴収給与支払報告書・普通徴収給与支払報告書・公的年金等支

払報告書・法定調書

＜電子データ＞

・パンチデータ・申告支援システムデータ・eLTAX・媒体（光ディスク・磁気ディスク）

＜資料と個人の紐づけに使用する項目＞

・個人番号・生年月日・カナ氏名

○備考

課税資料と個人の紐づけは、申告の際の「個人番号の登録誤り」や「同一カナ氏名かつ同一生年月日」を

考慮した設定（項目の組み合わせや優先順位）であること。

● 1565 208 個人住民税 1.4.16. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

電子データ給与支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報（摘要欄を

含む）を取り込み、一括更新、管理（設定・保持・修正）できること。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

電子データ給与支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報（摘要欄を

含む）を取り込み、一括更新、管理（設定・保持・修正）できること。

ただし、摘要欄については一括での修正は実装してもしなくても良い機能とする。

⑦：業務効率化

摘要欄に基づいた一括の修正は対象外とされているが、普通徴収希望等が記載されている現状を加

味し、一括修正機能自体は業務効率化のため必要である。対象外という記載から、実装すべきでな

い機能の意味合いとも読み取れるため、実装してもしなくても良い機能と文言を置換した。

1.4.27についても類似案件である。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 変更なし 否 実現性評価での実装状況（回答のあった全ての製品で修正の実現性が低い）を踏まえた判断であるため、変更なしとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2014 334 個人住民税 1.4.16. 1 ①：要件追加 ①：新規意見

電子データ給与支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報 （摘要欄を

含む）を取り込み、一括更新、管理（設定・保持・修正）できること。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

電子データ給与支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報 （摘要欄を

含む）を取り込み、一括更新、管理（設定・保持・修正）できること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、摘要欄については一括での修正は対象外とする。
⑧：業務精度向上 1.4.27.1の電子データ年報登録と同様とする。

摘要欄には前職分給与支払額等、データから漏れている

内容の記載があり、疑似イメージ表示で確認する場合があ

るから。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

（1.4.26.）

取り込んだ電子データ給与支払報告書（総括表・個人別明細書）の疑似イメージ（摘要欄を含む）を生成し、参照及び削除ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.26.】

取り込んだ電子データ給与支払報告書（総括表・個人別明細書）の疑似イメージ（摘要欄を含む）を

生成し、参照及び削除ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

● 2015 335 個人住民税 1.4.16. 2 ①：要件追加 ①：新規意見

電子データ給与支払報告書（OCR・パンチ・申告支援システムデータ）による申告情報（摘

要欄を含む）を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）できること。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

電子データ給与支払報告書（OCR・パンチ・申告支援システムデータ）による申告情報（摘

要欄を含む）を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）できること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

⑧：業務精度向上 1.4.27.2の電子データ年報登録と同様とする。

摘要欄には前職分給与支払額等、データから漏れている

内容の記載があり、疑似イメージ表示で確認する場合があ

るから。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

（1.4.26.）

取り込んだ電子データ給与支払報告書（総括表・個人別明細書）の疑似イメージ（摘要欄を含む）を生成し、参照及び削除ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.26.】

取り込んだ電子データ給与支払報告書（総括表・個人別明細書）の疑似イメージ（摘要欄を含む）を

生成し、参照及び削除ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

● 1788 272 個人住民税 1.4.27. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報を取

り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、一括での修正は対象外とする。

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX（90通知を含む））

による申告情報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、一括での修正は対象外とする。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

年金支払報告書の取込について「eLTAX」と記載があるが、90通知を含んでいるのか、含んでいない

のかについてが明確ではない。（書いていないとうことで90通知の取込は実装しない機能とも読める）

そのため、90通知の取込について明確となるように追記をしてほしい。

eLTAXの年金支払報告書と、90通知として受領する公

的年金支払報告書データは別々に取込処理を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX（90通知を含む））による申告情報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・

修正）ができること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただし、一括での修正は対象外とする。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.27.1.】

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX（90通知を含む））による申告

情報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

● 3271 600 個人住民税 1.4.27. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

1.4.27.電子データ年報登録

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による

申告情報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、一括での修正は対象外とする。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、一括での修正は対象外とする。

を別項目として”実装しなくても良い”にする

要件を以下２つに分割していただきたいと考えております。

①電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報を

取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

　　　　　　…現状通り「実装すべき」

②取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）の擬似

イメージを生成できること。また、摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・

保持・修正）出来ること。

　　　　　　…実装類型を「実装してもしなくても良い」に変更。

⑤：過剰な要件

「摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）

出来ること。」とありますが、疑似イメージ生成を動的に実施すると受け取れる

内容となっているため、”実装すべき”ではなく1.4.26のように項目を分けて

”実装しなくても良い”に含まれるのが良いのではないでしょうか。

また、原票記載を優先すべきではないでしょうか。

疑似イメージはデータ取込み時に生成されるシステムもあります。

2.0版（案）で新たに追加された「摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理

（設定・保持・修正）出来ること。」について、"修正"が含まれていることから、疑似イメージ生成を動

的に実施すると受け取れる内容となっています。

しかし、擬似イメージ生成を動的に実施することによる運用上の効果が読み取れません。

データ取込時に擬似イメージを生成するシステムもあります。

動的生成を行わないメリットしては、届いた時点での課税情報をイメージ上で保持し、加除修正は

データにのみ行う、といったことが可能です。

以上のことから、要件を分割して、後半部分の②に関しては実装類型を”実装すべき”ではなく

”実装しなくても良い”に変更するべきかと存じます。

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気

ディスク・eLTAX）データ取込時に、擬似イメージを生成

し、紙のスキャンイメージと同様にイメージ管理が可能になり

ます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

（1.4.27.1）

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができるこ

と。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

（1.4.27.2）

電子データ公的年金等支払報告書（OCR・パンチ・申告支援システムデータ）による申告情報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）できる

こと。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

（1.4.30.）

取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書の疑似イメージ（摘要欄を含む）を生成し、管理（設定・保持・修正）ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

是 是 非

連番1788での修正を優先してほしい。

（1.4.27.1）

電子データ公的年金等支払報告書（光ディ

スク・磁気ディスク・eLTAX（90通知を含

む））による申告情報を取り込み、一括更

新及び管理（設定・保持・修正）ができるこ

と。

ただし、摘要欄については一括での修正は対

象外とする。

是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.27.1】

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気ディスク・eLTAX）による申告情報を取り込み、

一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

【1.4.27.2】

電子データ公的年金等支払報告書（OCR・パンチ・申告支援システムデータ）による申告情報を取り込

み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）できること。

ただし、摘要欄については一括での修正は対象外とする。

【1.4.30.】

取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書の疑似イメージ（摘要欄を含む）を生成し、管理（設

定・保持・修正）ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

● 3272 601 個人住民税 1.4.27. 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

1.4.27.電子データ年報登録

電子データ公的年金等支払報告書（OCR・パンチ・申告支援システムデータ）による申告情

報を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）できること。

摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）出来ること。ただ

し、一括での修正は対象外とする。

「実装しなくても良い」要件であり、認識が誤っておりましたので、取り下げます。 ⑤：過剰な要件

「摘要欄については、疑似イメージに表示されるよう管理（設定・保持・修正）

出来ること。」とありますが、疑似イメージ生成を動的に実施すると受け取れる

内容となっているため、”実装すべき”ではなく1.4.26のように項目を分けて

”実装しなくても良い”に含まれるのが良いのではないでしょうか。

また、原票記載を優先すべきではないでしょうか。

疑似イメージはデータ取込み時に生成されるシステムもあります。

電子データ公的年金等支払報告書（光ディスク・磁気

ディスク・eLTAX）データ取込時に、擬似イメージを生成

し、紙のスキャンイメージと同様にイメージ管理が可能になり

ます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 ー ー ー ー ー ー ー ー

● 1870 316 個人住民税 1.4.30. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書の疑似イメージを生成し、管理（設定・保持・修

正）ができること。

作成した疑似イメージは出力ができること。

取り込んだ電子データ公的年金等支払報告書の管理（設定・保持・修正）ができること。

疑似イメージを生成し、出力できること。
⑧：業務精度向上

　修正前の記載は、備考欄「イメージデータの管理（画像データの保持、修正等）は本機能の範囲

外とします。」と矛盾しているように見受けられますので、疑似イメージの管理ができない仕様なのであれ

ば、文言を修正すべきかと思います。

【他の該当項番】

1.4.26.　／　1.4.31.　／　1.4.43.　／　1.4.45.　／　2.3.10.

　備考欄のとおり、疑似イメージの管理はできなくなるものと

想定しています。
担当課 優先度2 変更なし 否 備考欄ではイメージデータの管理は対象外である旨を補足しており、イメージ管理を不可とする内容ではないため、また、それぞれの要件で必要な機能の範囲に

ついては同じく備考欄で補足しており、修正は不要と判断します。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2944 516 個人住民税 1.4.35 ー ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑦：業務効率化
項番1.4.7と機能要件内容が類似していると思われるが、実装類型が異なっているため、要件内容に

差があるならば、差がわかるような表現に見直してもらいたい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

○実装類型

実装すべき※

○備考

※本要件については、団体の人口規模や組織体制に応じて機能の実装状況にかなりの差異があること等を勘案し、当分の間、【実装してもしなくても良い】へと

緩和して位置付ける。ただし、当該取扱いは、あくまで標準準拠システムへの移行期における過渡的なものと整理しており、今後、標準準拠システムの開発・導

入状況や地方団体の意見等を踏まえながら、解消を図っていく予定である。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.35.】

○実装類型

実装すべき※

○備考

※本要件については、団体の人口規模や組織体制に応じて機能の実装状況にかなりの差異があること等

を勘案し、当分の間、【実装してもしなくても良い】へと緩和して位置付ける。ただし、当該取扱いは、あくま

で標準準拠システムへの移行期における過渡的なものと整理しており、今後、標準準拠システムの開発・

導入状況や地方団体の意見等を踏まえながら、解消を図っていく予定である。

● 1789 273 個人住民税 1.4.40. ー ①：要件追加 ①：新規意見

eLTAXと連携して特別徴収対象者情報(00通知)を取り込み、一括管理（設定・保持・修

正）できること。

また、年金特別徴収賦課決定処理時に、仮徴収期間中に年金特別徴収中止者となった者に

ついても、新年度の年金特別徴収対象者とできること。

eLTAXと連携して特別徴収対象者情報(00通知)を取り込み、一括管理（設定・保持・修

正）できること。

特別徴収対象者情報(00通知)の取り込みで個人特定（紐づけ）ができなかったものは、個人

特定する手段を別途実装すること。

また、年金特別徴収賦課決定処理時に、仮徴収期間中に年金特別徴収中止者となった者に

ついても、新年度の年金特別徴収対象者とできること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

00通知の取込では、数件（年によっては0件の場合もあり。00通知のマイナンバーの記載不備などが

要因）ではあるが、課税基台に登録されている納税義務者との個人特定がうまくできないケースがあ

る。現行システムでは紐づけがうまくできなかった場合を想定して、別途個人特定するための画面（機

能）を実装している。

年金特徴は地方税法で定められたものであり、データのわずかな差異で年金特徴を行わないというのは

法律の取決めに反するため、機能として実装を明記してほしい。

00通知の取込で個人特定に失敗した場合、該当者を調

査する。課税権なし（転出者等）や非課税者等であれ

ば問題ないが、本来年金特徴にすべき人であれば、税務

システムの画面上から個別に00通知との紐づけ操作を行

い、夜間ジョブにより年金特徴者としての取込（期割額の

作成等）を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 変更なし 否 特別徴収対象者情報(00通知)の取り込みで個人特定（紐づけ）ができなかったものについては、1.4.52.の機能で対応する想定です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1703 234 個人住民税 1.4.46. ③：要件削除 ①：新規意見 他団体からの申告特例通知（eLTAXデータ）を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・

修正）ができること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

1.4.44.と内容が重複している。別の要件として定義すると、課税資料としての回送を許容しているよう

にも読める。

寄附金受領団体として他団体からの通知を受け付けるが、申告特例通知は課税資料として回送で

きない資料であるため。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 削除 否 ご指摘の通り、1.4.44.と重複した要件であるため削除とします。 是 是 是 是 是 削除 要件を削除します。

● 1873 318 個人住民税 1.4.5. ②：要件変更 ①：新規意見 課税対象者ごとに登録済みの資料を確認できること。
課税対象者ごとに登録済みの課税資料を確認できること。

また、個別に課税資料の追加・修正・削除が行えること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

　仕様書上、電子データの取り込みによる課税資料登録については記載がありますが、画面上での個

別入力については記載が見つからなかったため、念のため追記しました。

　件数の少ない紙の年金支払報告書やふるさと納税申告

特例通知書、パンチ入力委託業務締切以降に到着した

給報等については、個別入力を行うことを想定していま

す。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

課税対象者ごとに登録済みの課税資料を確認できること。

また、個別に課税資料の追加・修正・削除が行えること。

是 是 是 是 非

機能IDの付け方の観点から、

項番を分けて、

「課税対象者ごとに登録済みの課税資料を

確認できること。」

と

「個別に課税資料の追加・修正・削除が行え

ること。」

を機能要件としてしていただきたい。

修正

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【1.4.5.】

課税対象者ごとに登録済みの課税資料を確認できること。

また、個別に課税資料の追加・修正・削除が行えること。

● 198 28 個人住民税 1.4.51. ①：要件追加 ②：前回記載意見

税務署調査が必要な対象を抽出し、調査対象者、税務署調査内容の確認が可能なリスト

（帳票）の出力ができること。調査完了や調査中フラグを実装し、調査状況の管理やリストへの

出力制限を可能にすること。

税務署調査が必要な対象を抽出（所得税の重加算税決定通知書の調査対象を含む）し、

調査対象者、税務署調査内容の確認が可能なリスト（帳票）の出力ができること。調査完了

や調査中フラグを実装し、調査状況の管理やリストへの出力制限を可能にすること。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

法321条の2

不足税額に係る延滞金の控除期間有無を確認する必要がある。

所得税の重加算税決定通知書を調査、入手し、賦課額

の変更又は決定に係る延滞金の控除期間有無を確認す

る。

④：スクラッチ開発で実装 担当課 優先度1 変更なし 否 1.4.50.にて。税務署調査の要否を設定することができるため追記は不要と判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1704 235 個人住民税 1.4.56.

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見 新年度の受給者番号を個別に修正できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

「令和３年度税制改正の大綱」より、令和６年度から特別徴収の納税義務者用通知が電子化され

る。個人が電子的通知を開封するキーとして受給者番号が想定されており、転勤転職等で受給者番

号が変更になる場合への対応が必要になるため、必須機能と考える。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2234 378 個人住民税 1.4.7 1 ②：要件変更 ①：新規意見
確定申告書第一表、二表、三表の申告情報について、電子データ（OCRデータ等）を取り込

み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

確定申告書第一表、二表、三表及び四表の申告情報について、電子データ（パンチデータ、申

告支援システムデータ及びOCRデータ等）を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修

正）ができること。

⑦：業務効率化
確定申告書であれば表の別、データ形式によらず同様の処理をできるようにすることで業務効率化に

なるため。

表の別、データ形式によらず、機能により確定申告情報を

取り込む。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 実現性評価での実装状況（回答のあった全ての製品で修正の実現性が低い）を踏まえた判断であるため、変更なしとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2138 371 個人住民税 1.4.7. 1 ②：要件変更 ①：新規意見
確定申告書第一表、二表、三表の申告情報について、電子データ（OCRデータ等）を取り込

み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

確定申告書第一表、二表、三表の申告情報について、電子データ（OCRデータ等）を取り込

み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

当初及び例月（異動）のタイミングで実施出来、一括及び個別の更新に対応できること

⑦：業務効率化

確定申告は当初以外の時期でも行われ、特に還付申告、更正決議については過年度に遡って申告

されます。

確定申告書データは国税連携システムによりデータで連携されることから、データで取り込む機能が必

要です。

例月においても過年度含め、国税連携システムから受信

した確定申告書データを取り込みます。登録された資料を

参照し、オンラインで賦課更正を実施します。

なお、例月についてはイメージ管理システムとの対応付けが

できれば十分で、データの内容を登録できる必要はありま

せん。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

確定申告書第一表、二表、三表の申告情報について、電子データ（OCRデータ等）を取り込み、一括更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

当初及び例月（異動）のタイミングで実施出来、一括及び個別の更新に対応できること

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【1.4.7.】

確定申告書第一表、二表、三表の申告情報について、電子データ（OCRデータ等）を取り込み、一括

更新及び管理（設定・保持・修正）ができること。

当初及び例月（異動）のタイミングで実施出来、一括及び個別の更新に対応できること

● 1790 274 個人住民税 2.1. ①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし 均等割軽減の更正が一括／個別で行えること
②：条例への対応・独自

施策の実現

均等割額の軽減措置について、機能実装の可否について記載がない。（地方税法 第311条）現

在軽減措置を適用している自治体の住民負担低減策の撤廃とならないよう、機能要件への追加検

討をお願いいたします。

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。

当初賦課課税時に対象者の一括判定処理、税額計算

処理の実現。

オンライン更正処理時に対象者の自動判定処理、手動

適用処理の実現。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度1 追加 要

ご意見を踏まえ、以下の機能を追加します。

【修正案】

均等割（市区町村税）の免除額を個別・一括で設定できること。

＜実装すべき機能＞

【確認】

均等割の軽減について、修正案の機能の他に要件化すべき事項があれば、要件案及び当該要件が必要な理由（具体的な想定運用等）をご回答ください。

非

個別は実装すべき機能、一括は実装しても

しなくていよい機能にした方が良いと思いま

す。

団体毎の条例のため適用する条件に差異が

ある場合、一括で設定することは難しいので

はないでしょうか。

帳票要件等において、均等割額の表示につ

いて軽減前か後かの記載が必要であると考え

られます。

是 なし。 ー 均等割軽減を行っていないため回答不可。 是 是 特になし

均等割の軽減に金額のパターンを指定してそ

れを示すフラグによって金額の計算が出来るこ

と　例えば1号該当者＝1と入力　1300円

軽減　　2号該当者＝2　と入力し、350円

×1号該当者　と自動で計算する

是
修正案の機能の他に要件化すべき事項は特

に無いと考える。
是

修正案の機能の他に要件化すべき事項はあ

りません。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
追加

以下の機能を追加します。

【2.1.62.】

均等割（市区町村税）の免除額を個別・一括で設定できること。

＜実装すべき機能＞

● 1876 321 個人住民税 2.1.14 ②：要件変更 ①：新規意見

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。また、前職給与額・社会保険料額の２項

目が一致する場合に収入額を無効（非合算）とすることもできること。

⑤：過剰な要件 　源泉徴収税額の一致を要件とする必要がないため
　源泉徴収税額の一致を要件とするかどうかを選択できる

運用としたい

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 1876・2978 修正 否

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択

（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【2.1.14.】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額

の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与

支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

● 2978 539 個人住民税 2.1.14 ②：要件変更 ①：新規意見
主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額の2項

目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の

収入額を無効（非合算）とすること。

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

給与額と社会保険料控除が一致していれば、たとえ源泉徴収額が異なっていても非合算する結果は

変わらないと想定されるため、源泉徴収額は考慮しなくてよいと考える。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度4 1876・2978 修正 要

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択

（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

是 是 是 是 是 是 　 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【2.1.14.】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額

の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与

支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

● 1184 160 個人住民税 2.1.14. ②：要件変更 ①：新規意見

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額と同額の給与支払報告

書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。
⑤：過剰な要件

一致する条件を3項目とすることで非合算にならないケースが増加することが考えられる。

また、当市のパンチデータの仕様は、前職分は前職分給与収入のみを項目としているため、この機能

要件になることで全て無効にすることができなくなると想定する。

前職給与額のみが一致しているものを無効として合算処

理を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 要

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択

（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

是 是 是 是 是 是
給与支払額だけでは同額はよくあるので、同

一としてしまうのは危険
是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【2.1.14.】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額

の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与

支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

● 1561 205 個人住民税 2.1.14. ー ⑥：表現の見直し ①：新規意見

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

⑦：業務効率化

非合算の判断をする条件は、前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目全てが一致す

るケースなのか、いずれかが一致する場合なのか仕様に齟齬が生じないよう明確に記載すべきと考え

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 要

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択

（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

是 是 是 是 是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【2.1.14.】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額

の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与

支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

● 3277 605 個人住民税 2.1.14. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

2.1.14.合算処理

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、

社会保険料額、源泉徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出され

ている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

⑤：過剰な要件

本要件は、給報のフォーマットの前職記載分該当項目が現在の摘要欄から分離する見込みがあって

の要件でしょうか。

現時点の給報で本要件を実現するとなると、OCRを使用している自治体はOCR処理が実施できなく

なり、パンチする場合でも人が区別しなければいけなくなってしまうため、分離されたフォーマットが用意さ

れないと実現は難しいと考えます。

現在の紙の給与支払報告書で実現するとなると人による確認が必要になってしまいます。

OCR読み取りを実施しても、摘要欄には前職分がまとめて記載されてくるため、正しく読み取ることは

難しいです。

以上のことから、該当項目を分離した給与支払報告書のフォーマットが用意されなければ実現は難し

いと考えます。

電子給報に限った要件に変更していただくか、要件の削除をお願いします。

紙提出分の給与支払報告書では摘要欄に前職分がまと

めて記載されているため、その内容をパンチ業者・職員など

が判断して把握できる分を前職分項目欄に会社名、金

額を入力するケースが多いです。

電子提出の場合は摘要欄以外に前職分記載欄が設けら

れています。

紙提出の場合はパンチ時に入力してもらう想定のため、そ

の値から合算時に自動的に無効処理を行います。

なお、紙提出分の給与支払報告書では摘要欄に前職分

がまとめて記載されているため、その内容をパンチ業者・職

員などが判断して把握できる分を前職分項目欄に会社

名、金額を入力するケースが多いです。

事業者 優先度2 修正 要

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択

（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

是 是 是 是 是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【2.1.14.】

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額

の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択（単一または複数）し、選択した項目と同額の給与

支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与支払報告書の収入額を無効（非合算）

とすること。

● 3258 589 個人住民税 2.1.17. ②：要件変更 ①：新規意見

2.1.17.合算アラートチェック

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額と同額の給与支払報告

書が同一事業所から出ている対象者を抽出できること

2.1.14.合算処理

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

⑦：業務効率化

「2.1.14.」の機能要件で合算時の無効要件が「前職給与額、社会保険料額、源泉徴収税額」の

３項目に見直しされていますが、当要件では「前職給与額と同額」と記載されておりますので、見直し

が必要と考えます。

もし、「2.1.17.」と「2.1.14.」が異なる判定となる場合、備考欄へ要件が異なる旨を記載いただきた

いです。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 2.1.14.の記載を修正します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3259 590 個人住民税 2.1.18. ②：要件変更 ①：新規意見

2.1.18.合算アラートチェック

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額と、別の複数事業所から

提出されている給与支払報告書の給与の合計額が同額の場合（前職が複数である場合を想

定）、複数事業所の収入額を無効（非合算）とすること

2.1.14.合算処理

主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、社会保険料額、源泉

徴収税額の3項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額給与

支払報告書の収入額を無効（非合算）とすること。

意見の根拠詳細：「2.1.14.」の機能要件で合算時の無効要件が「前職給与額、社会保険料額、

源泉徴収税額」の３項目に見直しされていますが、当要件では「前職給与額と同額」と記載されてお

りますので、見直しが必要と考えます。

もし、「2.1.18.」と「2.1.14.」が異なる判定となる場合、備考欄へ要件が異なる旨を記載いただきた

いです。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 2.1.14.の記載を修正します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 758 97 個人住民税 2.1.2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

2.1.2一括及び個別にかかわらず複数回の合算処理をできること。

2.1.3個別資料のエラーチェック処理後のみを対象に再合算処理ができること。また、エラーチェッ

ク中の個別資料を抽出できること。

合算処理において2.1.2、2.1.3において個別合算が実装されていると伺えるが、チェック時は、

課税対象者情報や、徴収区分、年税額、機割税額を始め各課税根拠資料の使用有無や各

収入額、所得額、所得控除、税額控除の内訳が一見して横並びに目視され、合算状況が管

理（設定・保持・修正）できることとを明確化して表現する必要がある。

⑦：業務効率化

基本情報管理や世帯管理、物件情報管理、事業者情報管理、各資料、税額計算結果（課税台

帳）他と同様に明確にすべき。また、チェック時に利用することから誤りを補正判断できる機能性が必

要であることを明記することが重要。

当初課税時期の特に合算実施期間は短く効率的に実施

すべきであり、帳票出力や別途EUC検索で対応、実装し

てもしなくても良いとの見解では、DX推進の前提での標準

化においてはあり得ないと認識する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 資料単票でのチェックは、資料取り込みに合わせての実施も想定しており、資料合算までに修正対応ができていない状況となるかは、団体の体制や業務スケ

ジュールにより異なるため実装してもしなくても良い機能としている。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1109 152 個人住民税 2.1.2.1 ①：要件追加 ①：新規意見 ⑧：業務精度向上

抽出条件に

・新規登録事業所分

・普通徴収対象者しかいない事業所分

を追加してください。

総括表を送付したい事業所から漏れるため。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件は必須機能でしょうか。

・新規登録事業所分

・普通徴収対象者しかいない事業所分

ー
総括表要否の区分で抽出できるため、必須

にする必要はないと思います。
是 必須 ー

現在使用していない機能なのでどちらでも良

い
是 ー

項番2.1.2.1ではないと思われる。

総括表の送付対象の条件としては追加した

い。

是 必須と思われる　ちなみに1.2.1 是
1.2.2.2によりカバーできるものと考えますので

必須ではありません。
ー

意見者もカスタマイズで対応している実装であ

るため、「標準オプション機能」として規定して

良いと考えます。

（基本方針0.8版及び横並び調整方針Bに

て、実装分類を「実装必須機能」「標準オプ

ション機能」「実装不可機能」に定義を見直し

ています。）

修正

以下のとおり修正します。

【1.2.1.2】

一定の条件（前年度情報等）を指定し、給与支払報告書（総括表）発送対象者を抽出できること。

＜抽出条件＞

・前々年退職者のみの事業所、廃業・休業中の事業所及び電子媒体での提出事業所以外の前年度給

与支払報告書提出事業所

・給与支払報告書（個人別明細書）の出力希望

・送付が必要のない対象事業所を任意で指定できる。

・給与支払報告書（総括表）の発送希望

・新規登録事業所

・普通徴収対象者しかいない事業所

● 1572 210 個人住民税 2.1.23 1 ①：要件追加 ①：新規意見

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る

所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の

対象となる所得割額を除く）。

税額計算の全体を網羅した一定の記載の追加が必要

（損益通算、繰越控除、課税標準、税額控除などの計算仕様の記載が不足している）

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

地方税法に準拠した税額計算を行うためには、計算の全体を網羅した一定の記載が必要と考えるた

め。

※提示項番は１例になりますが、2.1.23～2.1.43の税額計算（税額決定）全体に対する意見と

なります。

地方税法に準拠した税額計算を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

優先度1 1855 修正 否

要件を以下のように修正します。

【修正案】

地方税法に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る所得割額の計算（退職所得と勤続年数か

ら算定）を含む）等ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額を除く）。

是

「退職所得に係る所得割額の計算（退職

所得と勤続年数から算定）」の表現につい

て、

退職金と勤続年数から退職所得を求める

（退職所得申告書に記載する内容）ため、

住民税ではその退職所得から所得割額を計

算するので勤続年数は使用していないと思わ

れます。

是 是 是 非

必要となるデータ項目を判別できないため、

「等」とするのではなく、損益通算、繰越控

除、課税標準、税額控除などの計算仕様も

すべて機能要件に明記していただきたい。

また、機能IDの付け方の観点から、計算機

能と管理機能とで分けて、それぞれ別の機能

要件としてください。

【修正案】

機能要件１

・地方税法に準拠した税額計算（期割計

算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税

額計算及び退職所得に係る所得割額の計

算（退職所得と勤続年数から算定）、損益

通算、繰越控除計算、課税標準計算、税

額控除計算を含む）ができること。

機能要件２

・計算結果を管理（設定・保持・修正）で

きること（ただし、退職所得に係る分離課税

の対象となる所得割額を除く）。

修正

以下のように修正します。

【2.1.23.】

地方税法に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所

得に係る所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）等ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる

所得割額を除く）。

● 1855 311 個人住民税 2.1.23 1 ①：要件追加 ①：新規意見

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る

所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の

対象となる所得割額を除く）。

税額計算の全体を網羅した一定の記載の追加が必要

（損益通算、繰越控除、課税標準、税額控除などの計算仕様の記載が不足している）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

地方税法に準拠した税額計算を行うためには、計算の全体を網羅した一定の記載が必要と考えるた

め。

※提示項番は１例になりますが、2.1.23～2.1.43の税額計算（税額決定）全体に対する意見と

なります。

地方税法に準拠した税額計算を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度1 1572 修正 否

要件を以下のように修正します。

【修正案】

地方税法に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る所得割額の計算（退職所得と勤続年数か

ら算定）を含む）等ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額を除く）。

是 是 是 是 非

必要となるデータ項目を判別できないため、

「等」とするのではなく、損益通算、繰越控

除、課税標準、税額控除などの計算仕様も

すべて機能要件に明記していただきたい。

また、機能IDの付け方の観点から、計算機

能と管理機能とで分けて、それぞれ別の機能

要件としてください。

【修正案】

機能要件１

・地方税法に準拠した税額計算（期割計

算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税

額計算及び退職所得に係る所得割額の計

算（退職所得と勤続年数から算定）、損益

通算、繰越控除計算、課税標準計算、税

額控除計算を含む）ができること。

機能要件２

・計算結果を管理（設定・保持・修正）で

きること（ただし、退職所得に係る分離課税

の対象となる所得割額を除く）。

修正

以下のように修正します。

【2.1.23.】

地方税法に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所

得に係る所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）等ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる

所得割額を除く）。

● 2242 386 個人住民税 2.1.23 1 ②：要件変更 ①：新規意見

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る

所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の

対象となる所得割額を除く）。

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る

所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）ができること。

計算結果を管理（設定・保持・修正）できること。
⑧：業務精度向上

正確な税額計算のためには、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額の管理も必要である

ため。
機能により税額計算をし、その計算結果を管理する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 要検討 否 本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是 是 ー

対応方針が要検討となっているが修正ではな

いのか？ 是 是 修正

以下のように修正します。

【2.1.23.】

地方税法に準拠した税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所

得に係る所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）等ができること。

また、計算結果を管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる

所得割額を除く）。

● 3371 609 個人住民税 2.1.23. 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

2.1.23. 税額計算（税額決定）

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る

所得割額の計算（退職所得と勤続年数から算定）を含む）ができること。また、計算結果を

管理（設定・保持・修正）できること（ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割

額を除く）。

税額計算（期割計算、併用徴収差額計算、年金特別徴収税額計算ができること。また、計

算結果を管理（設定・保持・修正）できること
⑧：業務精度向上

退職所得については対象外となっています。現状の「（ただし、退職所得に係る分離課税の対象とな

る所得割額を除く）」の記載では2行目の計算結果の管理にしかかからないように読み取れてしまうの

で見直しが必要と考えます。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 本ご意見は実装してもしなくても良い機能とすることにより、全ての製品で実装されないことを懸念されたものとして回答します。

実現性評価にて、対応可能な製品があることは確認済であり、全ての製品で実装されない状況は発生しないものと判断しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 974 130 個人住民税 2.1.26. ①：要件追加 ①：新規意見

（削除）分離課税の対象となる所得を有する者に係る所得控除の適用順序について、納税

者が所得税の確定申告等において適用した順序で住民税の計算ができること。

所得控除の適用順序について、地方税法の規定による順序で住民税の計算ができること。

（所得控除の順序は、雑損控除を優先するとともに、総所得金額から控除し、控除不足額が

あるときはその不足額を順次、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、上場株配当、一般

株譲渡所得、上場株譲渡所得、先物取引雑所得、山林所得又は退職所得から控除す

る。）

また、繰越控除の順序についても同様とする。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

所得控除の順序は法令に規定があるにもかかわらず、機能要件に記載がなく、仕様においてはこれを

明確にしておくことが必要であると考える。

また、繰越控除の順序についても同様である。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 変更なし 否 2.1.23の内容を修正する方針とするため、本機能の修正はしない。 是

法令に書かれていることをそのまま標準仕様

書に記載する必要はないと思うが、法令の解

釈に迷いが生じることについては、認識を統一

するための見解を記載していただきたいと思い

ます。

是 是 是 ー

連番1572及び1855で提示した2.1.23の修

正案のとおり、

明記されるのであれば、本機能の修正は必

要ないと考えます。

変更なし 現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁K市I市H市A市 J市F市E市D市C市B市

● 867 108 個人住民税 2.1.27. ー

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見 期割計算の期数は、４期より多い期数も設定が可能なこと。 期割計算の期数は、４期と異なる期数も設定が可能なこと。
②：条例への対応・独自

施策の実現

当市では、個人住民税及び固定資産税の期割を１０期と定めており、固定資産税は機能要件

上、期割を１０期にすることが可能であるが、一方で、個人住民税は、１０期の期割に対応できる

ベンダーが無かった場合に、期割１０期の対応が不可能という事態にならないか懸念されるため

税務システム標準仕様書【第2.0版】（案）_変更概要

等資料の15ページに記載のある「【実装すべき機能】として

整理した機能のうち、一部の機能については当分の間、

【実装してもしなくても良い機能】へと緩和して位置付け。

ただし、当該取扱いは、あくまで標準準拠システムへの移

行期における過渡的なものと整理し、今後、同システムの

開発・導入状況や地方団体の意見等を踏まえながら、解

消を図る予定。」とは、１０期の期割に対応できるベン

ダーが無いという事態にならないよう、国がベンダーに対して

対応を促すということでしょうか？

個人住民税の期割１０期に対応できるベンダーが無かっ

た場合、個人住民税の期割の見直しが必要となり、住民

への周知期間が十分確保できるか懸念されます。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度1 変更なし 否 実装可能な事業者でご対応いただく想定です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2139 372 個人住民税 2.1.27.

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

期割計算の期数は、４期と異なる期数も設定が可能なこと。

実装すべきに変更

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

新規に年金特徴を開始する場合、第１期、第２期は普通徴収、それ以降は１０月から年金特徴

にすることとなっています。

その場合、４期と異なる期数となりますので、実装すべき機能にする必要があります。

また、第４期法定納期限以降に新たな賦課決定を行った場合、その期割は各自治体が定めるもの

となります。

年金特徴開始者　第１期、第２期、１０月、１２月、

２月

第４期以降の賦課決定　〇月随時

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 変更なし 否 実装可能な事業者でご対応いただく想定です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 976 132 個人住民税 2.1.39. ②：要件変更 ①：新規意見

併用徴収の場合、以下の計算方法で、税額を算出できること。

＜徴収方法に普通徴収が含まれる場合（普通徴収及び給与特別徴収の併用徴収、普通徴

収及び年金特別徴収の併用徴収並びに普通徴収、給与特別徴収及び年金特別徴収の併用

徴収（三併徴）のいずれかの場合）＞

以下の順で税額を計算する。

　①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施（全体分税額）

　②給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）で税額計算を実施（給与

特別徴収分税額）

　③年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）で税額計算を実施（年金特別徴

収分税額）

　④全体分税額から「給与特別徴収分税額」、「年金特別徴収分税額」を順に差し引き、残

額を「普通徴収分税額」とする。

＜徴収方法が給与特別徴収及び年金特別徴収の併用徴収の場合＞

　①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施する。（全体分税額）

　②給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）で税額計算を実施する。

（給与特別徴収分税額）

　③全体分税額から「給与特別徴収分税額」を差し引き、残額を「年金特別徴収分税額」とす

る。

併用徴収の場合、以下の計算方法で、税額を算出できること。

＜徴収方法に普通徴収が含まれる場合（普通徴収及び給与特別徴収の併用徴収、普通徴

収及び年金特別徴収の併用徴収並びに普通徴収、給与特別徴収及び年金特別徴収の併用

徴収（三併徴）のいずれかの場合）＞

以下の順で税額を計算する。

　①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施（全体分税額）

　②給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）で税額計算を実施（給与

特別徴収分税額）

　③年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）で税額計算を実施（年金特別徴

収分税額）

　④全体分税額から「給与特別徴収分税額」、「年金特別徴収分税額」を順に差し引き、残

額を「普通徴収分税額」とする。

＜徴収方法が給与特別徴収及び年金特別徴収の併用徴収の場合＞

　①全体分（全資料合算内容）で税額計算を実施する。（全体分税額）

　②給与特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容以外の全資料合算内容）で税額計

算を実施する。（給与特別徴収分税額）

　③全体分税額から「給与特別徴収分税額」を差し引き、残額を「年金特別徴収分税額」とす

る。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

地方税法において、「給与所得以外の所得がある場合においては、…条例の定めるところによって、…

特別徴収の方法によって徴収することができる。」と規定し、条例においては申告書に普通徴収希望

の旨の記載や特別な事情が無い限り、給与所得以外の所得は特別徴収することとなっている（条例

とは言っても準則の記述であるため、ほぼ全国の自治体が対象となる。）。

この機能要件では、給与所得、年金所得及びその他の所得があった場合で、申告書に普通徴収希

望の記載が無ければ、給与特徴と年金特徴の併用徴収となるが、その他の所得に係る税額は年金

特徴の対象となっており、給与特徴の対象とならない。

なお、2.1.40.以降で所得控除の説明があるにもかかわらず、「特別徴収分の給与支払報告書の内

容」「公的年金等支払報告書の内容」が各報告書の所得のみを指すのか、所得控除も含めたその資

料に記載されている所得及び所得控除の双方を指すのか用語の定義が不明確である。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 977 修正 否

各地方団体の裁量による対応を可とすべきとのご意見を考慮し、以下の要件を追加したうえで、関連する要件（2.1.39.、2.1.40.、2.1.41.）を削除します。

【修正案】

（機能要件）

併用徴収の場合の全体分及び各徴収方法の税額計算順や各控除（所得控除、税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）の計算方法

（全体分及び各徴収区分のうち控除する対象の選択）は、パラメータにより任意に設定できること。

（要件の考え方・理由）

標準仕様書本編第3章3-1（1）に記載した方針に則した仕様とすることが明示的なるように記載している。

なお、該当の記載は以下のとおり。

「地方税においては、税率や減免、納期など、各地方団体の判断に委ねられている事項も多く存在する。これらについては、パラメータ処理により対応することを

基本としている」

是 是 是 是 是 削除

各地方団体の裁量による対応を可とすべきとのご意見を考慮する場合の税務共通の記載方針と合わせ、

以下の要件を追加したうえで、関連する要件（2.1.39.、2.1.40.、2.1.41.）を削除します。

【2.1.63.】

（機能要件）

併用徴収の場合の全体分及び各徴収方法の税額計算順や各控除（所得控除、税額控除、配当割額

又は株式等譲渡所得割額の控除）の計算方法（全体分及び各徴収区分のうち控除する対象の選

択）は、パラメータにより任意に設定できること。

（要件の考え方・理由）

標準仕様書本編第3章3-1（1）に記載した方針に則した仕様とすることが明示的なるように記載してい

る。

なお、該当の記載は以下のとおり。

「地方税においては、税率や減免、納期など、各地方団体の判断に委ねられている事項も多く存在する。

これらについては、パラメータ処理により対応することを基本としている」

● 1283 166 個人住民税 2.1.40 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

＜税額控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての税額控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内

容で算出した調整控除及び給与特別徴収分の給与支払報告書に記載のある住宅借入金等

特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除しない。）

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、年金特別徴収分の内容で算

出した調整控除分を控除（他の税額控除分は控除しない。）

＜税額控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての税額控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内

容で算出した調整控除及び住宅借入金等特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除し

ない。）給与特別徴収と、年金特別徴収分の2種類の併用徴収の場合はワンストップ分も税

額控除の対象とすること。

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、年金特別徴収分の内容で算

出した調整控除分を控除（他の税額控除分は控除しない。）

⑦：業務効率化

給与特別徴収分の給与支払報告書に記載のある住宅借入金等特別税額控除とあると、給与支払

報告書によって計算される住宅借入金等特別控除と確定申告で計算される住宅借入金等特別控

除の税額控除額が異なり、2つの数字を管理する必要がある。また、特別徴収分と全体分の控除金

額が異なり、住民の理解も難しくなる。

また、通常の普通徴収分の無い場合の併用徴収の場合はワンストップ分の扱いの規定が必要にな

る。

特別徴収分の計算で使用する住宅借入金等特別控除

の金額は全体分の同一の計算とする。ワンストップ分は給

与特別徴収分から控除する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 削除 否

連番976の通り、要件削除とします。

【確認】

以下の要件へ修正を検討していますが、修正の必要性の有無を確認させてください。

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内容で算出した調整控除及び給与特別徴収分の給与支払報告

書に記載のある住宅借入金等特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除しない。）

・給与特別徴収と、年金特別徴収分の2種類の併用徴収の場合はワンストップ分も税額控除の対象とすること。

是 要件削除であれば、不要だと思います。 是 提案のとおりで良い。 是

連番976でパラメーターにより設定できることで

連番1283は削除されるのでは？

削除しないとした場合は、修正が必要だと考

える。

是 是

・「給与特別徴収分（特別徴収分の給与支

払報告書の内容）に対し、給与特別徴収

分の内容で算出した調整控除及び住宅借

入金等特別税額控除を控除（他の税額控

除分は控除しない。）」については修正の必

要があると考えます。

・「給与特別徴収と、年金特別徴収分の2種

類の併用徴収の場合はワンストップ分も税額

控除の対象とすること。」については、修正の

理由を明確にしていただきたいと考えます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
削除 要件を削除します。

● 469 51 個人住民税 2.1.40 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

併用徴収の税額を算出する際に、控除については以下の取り扱いとすること。

＜所得控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当

がある全ての所得控除分を控除

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当がある

全ての所得控除分を控除

＜税額控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての税額控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内

容で算出した調整控除及び給与特別徴収分の給与支払報告書に記載のある住宅借入金等

特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除しない。）

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、年金特別徴収分の内容で算

出した調整控除分を控除（他の税額控除分は控除しない。）

＜配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について＞

・全体分（全資料合算内容）からのみ控除

併用徴収の税額を算出する際に、控除については以下の取り扱いとすること。

＜所得控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当

がある全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当がある

全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

＜税額控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての税額控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内

容で算出した調整控除及び給与特別徴収分の給与支払報告書に記載のある住宅借入金等

特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除しない。）

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、年金特別徴収分の内容で算

出した調整控除分を控除（他の税額控除分は控除しない。）

＜配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について＞

・全体分（全資料合算内容）からのみ控除

⑥：住民サービス向上

併用徴収者の税額の算出に対して所得控除を全体分で併用徴収分も算出するのは事業所側に知

られたくない控除(例えば本人障害者控除)について知らせてしまう可能性があるため所得控除は併用

別で分けて所得控除は入力できるべきである。

徴収方法別に所得控除を設定する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 削除 否

連番976の通り、要件削除とします。

【確認】

事業所側に知られたくない控除(例えば本人障害者控除)について知らせてしまう可能性を考慮し、要件を以下のとおり修正すべきかを確認します。

また、以下の修正以外の代替案（その他意見の追加修正による対応や運用回避策）等があればご提示ください。

【修正案】

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

・所得控除額は併用別で分けて入力できること。

是 要件削除であれば、不要だと思います。 是 提案のとおりで良い。 是

連番976でパラメーターにより設定できることで

連番469は削除されるのでは？

削除しないとした場合は、修正案の内容だと

記載内容に矛盾があるように感じる。

【修正案】

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱い

で計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算

処理の結果該当がある全ての所得控除分を

控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支

払報告書の内容）に対し、合算処理の結果

該当がある全ての所得控除分（全体分と同

一）を控除

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告

書の内容）に対し、合算処理の結果該当が

ある全ての所得控除分から給与特徴で使用

した所得控除からの差分を控除

ただし、必要がある場合は、給与特別徴収

分の控除額を給与支払報告書の内容等に

変更できること。

是 非

例えば給与特別徴収のみの場合、事業所に

は障害者であることを届けずに給与支払報告

書上は本人障害者控除が記載されていない

場合に、本人が確定申告で本人障害者控

除をとっていると事業所には本人障害者控除

をとった内容で税額通知を送付することとな

る。したがって、併用制で所得控除額を分け

て入力できたとしても、このようなケースを防ぐ

ことが出来ないため、常に全ての所得控除分

を控除すべきと考えます。

なお、事業所側に知られてしまう件について

は、給与所得に係る特別徴収税額通知

（納税義務者用）の電子化及び書面通知

の場合は所得控除額記載欄の秘匿化により

対応できるものと考えています。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
削除 要件を削除します。

● 3262 591 個人住民税 2.1.40. ②：要件変更 ①：新規意見 2.1.40.税額計算（税額決定）
（備考欄）全体分と給与特別徴収分で合計所得金額が異なる場合の所得控除の低減につ

いては考慮不要である。

所得控除の取り扱いについては、「（全体分と同一）」と追記いただいたことで、全体分と給与特別徴

収分の控除額については同額を取り扱うことと承知しました。

配偶者控除や配偶者特別控除、基礎控除等は納税義務者の合計所得金額をもとに所得控除額

が低減しますが、全体分と給与特別徴収分で合計所得金額が異なる場合でも、所得控除の低減に

ついては考慮不要と取り扱って支障がないでしょうか。

上記の問題がない場合、備考欄へ所得控除の低減については考慮不要に関する旨の記載をお願い

できないでしょうか。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 3262・1557 削除 否 連番976の通り、要件削除とします。 是 是 是 是 是 削除 要件を削除します。

● 977 133 個人住民税 2.1.40. ②：要件変更 ①：新規意見

併用徴収の税額を算出する際に、控除については以下の取り扱いとすること。

＜所得控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当

がある全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当がある

全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

＜税額控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての税額控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内

容で算出した調整控除及び給与特別徴収分の給与支払報告書に記載のある住宅借入金等

特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除しない。）

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、年金特別徴収分の内容で算

出した調整控除分を控除（他の税額控除分は控除しない。）

＜配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について＞

・全体分（全資料合算内容）からのみ控除

併用徴収の税額を算出する際に、控除については以下の取り扱いとすること。

＜所得控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての所得控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、合算処理の結果該当

がある全ての所得控除分（全体分と同一）を控除

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、所得控除は全くないものとす

る。

＜税額控除について＞

各税額分に対して、それぞれ以下の取り扱いで計算する。

・全体分（全資料合算内容）に対し、合算処理の結果該当がある全ての税額控除分を控除

・給与特別徴収分（特別徴収分の給与支払報告書の内容）に対し、給与特別徴収分の内

容で算出した調整控除及び給与特別徴収分の給与支払報告書に記載のある住宅借入金等

特別税額控除を控除（他の税額控除分は控除しない。）

・年金特別徴収分（公的年金等支払報告書の内容）に対し、税額控除分の適用はしな

い。）

＜配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について＞

・全体分（全資料合算内容）からのみ控除

⑧：業務精度向上

同じ所得・所得控除内容にもかかわらず、併用徴収の区分により所得割が大幅に変更されることは、

納税者に対して説明ができず、理解も得られないので、どの併用徴収であっても、所得割の額に端数

相違が生じない計算が行われる仕様とするべきである。

問題となるのは年金特徴の税額となるため、年金特徴については、所得控除等を全く適用しない仕

様とし、いずれの併用徴収となっても、年金所得の10％相当分の所得割で計算されるべきである。な

お、件数が多い場合に職員の事務負担が大幅に増大し、処理漏れのリスクもあるため、個別に徴収

区分ごとの税額を変更できるとする機能要件で対応することは容認できず、そもそも併用徴収のあり方

によって大幅に異なる特別徴収税額が計算されることを標準仕様とするべきではないと考える。

特に退職等により発生する「給与特別徴収及び年金特別徴収の併用徴収」と「普通徴収及び年金

特別徴収の併用徴収」の相互間での徴収方法の変更があった場合、このままの機能要件では年金

特徴の税額が大幅に激変することとなる（年金特徴税額≒年金所得の10％相当分　⇒　年金特

徴税額＝0＆普通徴収への全額切替など）。

（例）給与所得100万円　年金所得43万円　所得控除43万円　⇒　全体税額　約10万円　で

特徴通知送達後、5月中に退職の異動届が提出された場合

　　　給与特別徴収及び年金特別徴収の併用徴収　給与特徴　約5.7万円　年金特徴　約4.3万

円

　　　⇒普通徴収及び年金特別徴収の併用徴収　給与特徴　0円　年金特徴　0円（非課税）

普通徴収　約10万円

　　※基本的に退職しただけであるにもかかわらず、給与特徴以外に年金特徴分のほとんどが普通徴

収に切り替わってしまい、

　　　納税者の本人納付による負担が大きくなってしまう。

　　　年金特徴の計算に所得控除を入れる影響は年金特徴が中止になる場合も多く、年金保険者

への通知のタイムラグがあるため、

　　　年金保険者からの振込通知との金額相違の発生や年金特徴の中止が間に合わず、一時的に

二重納付となってしまうことも懸念される。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 976 削除 否 連番976の通り、要件削除とします。 是 是 是 是 是 削除 要件を削除します。

● 1557 201 個人住民税 2.1.40. ー ⑥：表現の見直し ⑧：業務精度向上

所得控除の取り扱いについては、「（全体分と同一）」と追記いただいたことで、全体分と給与特別徴

収分の控除額については同額を取り扱うことと承知しました。

配偶者控除や配偶者特別控除、基礎控除等は納税義務者の合計所得金額をもとに所得控除額

が低減しますが、全体分と給与特別徴収分で合計所得金額が異なる場合でも、所得控除の低減に

ついては考慮不要と取り扱って支障がないでしょうか。

上記の問題がない場合、備考欄へ所得控除の提言等は考慮不要と記載をお願いできないでしょう

か。

事業者 要確認 3262・1557 削除 否 連番976の通り、要件削除とします。 是 是 是 是 是 削除 要件を削除します。

● 3278 606 個人住民税 2.1.42. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

2.1.42.税額計算（税額決定）

複数事業者から給与支払いを受けている納税義務者について、

以下の条件から、有効とする条件及び優先順位を指定し、給与特別徴収義務者を自動で設

定できること。

優先順位は、複数事業者からの給与支払報告書の提出を把握した時点（資料取り込み又は

給与支払報告書分の資料合算時を想定）で設定できること。

＜条件＞

　①前年度実績

　②年末調整済

　③給与支払額の多寡

複数事業者から給与支払いを受けている納税義務者について、

以下の条件から、有効とする条件及び優先順位を指定し、給与特別徴収義務者を自動で設

定できること。

優先順位は、複数事業者からの給与支払報告書の提出を把握した時点（資料取り込み又は

給与支払報告書分の資料合算時を想定）で設定できること。

＜条件＞

　①前年度実績

　③給与支払額の多寡

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

条件に「②年末調整済」が要件にありますが、給報で年末調整の有無について確認できるようになると

いうことでしょうか。

現在の給与支払報告書記載内容からのみでは年調済・未済の判断ができない場合があります。

＜条件＞に②年末調整済がありますが、現在の給与支払報告書には年調済・未済の記載はありま

せん。

また、記載内容からのみでは判断できない場合があります。

そのため、＜条件＞から削除をお願いします。

または、今後給与支払報告書の項目に年末調整の有無について確認できるような項目が追加され

るということであれば明記をお願いします。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

要件を以下のとおり修正しますが、問題ないでしょうか。

・2.1.42.税額計算（税額決定）

複数事業者から給与支払いを受けている納税義務者について、

以下の条件から、有効とする条件及び優先順位を指定し、給与特別徴収義務者を自動で設定できること。

優先順位は、複数事業者からの給与支払報告書の提出を把握した時点（資料取り込み又は給与支払報告書分の資料合算時を想定）で設定できること。

＜条件＞

　①前年度実績

　②年末調整済

　②③給与支払額の多寡

ー 問題ありません。 是 問題なし。 是 修正案のとおりで問題なし 是 ー

優先順位を下記の条件として欲しい

＜条件＞

　①前年度実績

　②控除計の多寡

　③給与支払額の多寡

非

元の記述でよいかと考える。年調済み給報は

控除系が記入あり、所得税の清算がされてい

る給報のことという理解でよい

是 左記の要件で問題無いと考える。

年末調整済の要件は必要と考えます。

現在の給与支払報告書には年末調整済・

未済の記載はありませんが、本市においては、

直接記載がなくても、別途記載されている項

目について、以下の要件のいずれかを満たす

場合は年末調整済と判断しています。

・生命保険料控除額または地震保険料控

除額または住宅借入金等特別控除額に記

載がある。

・前職分の給与支払金額の記載がある。

・源泉徴収税額＞０円でシステム上の計算

値と一致する。

また、NO1528においても、給与支払報告

書について年末調整済か否かの判断をしてい

ます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

下のとおり修正します。

【2.1.42.】

複数事業者から給与支払いを受けている納税義務者について、以下の条件から、有効とする条件及び優

先順位を指定し、給与特別徴収義務者を自動で設定できること。

優先順位は、複数事業者からの給与支払報告書の提出を把握した時点（資料取り込み又は給与支払

報告書分の資料合算時を想定）で設定できること。

＜条件＞

　①前年度実績

　②年末調整済（控除額の記載が有るもの）

　③給与支払額の多寡

　④控除額の計の多寡

● 2968 532 個人住民税 2.1.50 ー ⑥：表現の見直し
なお、戻入は、一度還付した金額が、更正等により充当してもなお控除すべき額が減少する場

合を想定している。

なお、戻入は、一度還付した「更正等により充当してもなお控除すべき額」が、更正等により減

少したり、なくなってしまう場合を想定している。
より分かりやすくした 担当課 要確認 変更なし 否

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

なお、戻入は、一度還付した金額が、更正等により充当してもなお控除すべき額が減少する場合（控除すべき額がなくなる場合を含む）を想定している。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【2.1.50.】

なお、戻入は、一度還付した金額が、更正等により充当してもなお控除すべき額が減少する場合（控除

すべき額がなくなる場合を含む）を想定している。

● 3257 588 個人住民税 2.1.6. ②：要件変更 ①：新規意見

2.1.6.合算処理

専従者給与、申告特例制度、配当割額及び株式等譲渡所得割額における控除額等について

も自動合算処理ができること。

⑦：業務効率化

配当割額及び株式等譲渡所得割額については、確定申告・住民税申告において申告される金額で

すが、当該機能要件では、自動合算処理で優先される確定申告・住民税申告で申告された金額が

反映されれば要件を満たすと解釈してよいのか。

機能要件の記載では、優先扱いとならなかった資料から自動合算処理で反映する要件を求められて

いる場合に読み取れなかったため、備考等に要件の詳細を追記いただきたい。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下についてご回答下さい。

１．配当割額及び株式等譲渡所得割額（確定申告・住民税申告において申告される金額）について、自動合算処理で優先される確定申告・住民税申告

で申告された金額が反映されるのみでよいか

２．優先扱いとならなかった資料から自動合算処理で反映する必要があるか

ー

１．申告不要制度を適用することにより配

当割額や株式等譲渡所得割額金額も変わ

ると思われるため、問題ないと思います。

２．確定申告、住民税申告については無い

と思います。

是
１　良い

２　必要なし
ー

１．よい

２．必要ない
是 ー

１：自動合算処理で優先される確定申告・

住民税申告で申告された金額が反映される

でよい。

２：優先扱いとならなかった資料からの自動

合算は必要ないが、記載がある場合は、ア

ラートなどを出力してほしい。

1.そのとおり

2.申告特例通知は有線にはなりえないので、

優先ではなくても合算が必要

是

自動合算処理で優先される確定申告・住民

税申告で申告された金額が反映されるのみ

でよい。優先扱いとならなかった資料から自動

合算処理で反映する必要は無いと考える。

自動合算処理で優先される確定申告・住民

税申告で申告された金額が反映されればよ

く、優先扱いとならなかった資料から自動合算

処理で反映する必要はないと考えます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

以下のとおり修正します。

【2.1.6.（備考）】

配当割額及び株式等譲渡所得割額については、自動合算処理で優先される確定申告・住民税申告で

申告された金額が反映されればよい。

● 1528 193 個人住民税 2.1.7 ①：要件追加 ①：新規意見

合算処理時に、原則として以下の順により、処理ができること。

なお、①と②の優先順については、導入時に選択できること。

＜優先順位＞

①個人住民税申告

②確定申告

③年末調整済給与支払報告

④年末調整未済給与支払報告書及び公的年金等支払報告書

合算処理時に、原則として以下の順により、処理ができること。

なお、①と②の優先順については、導入時に選択できること。

＜優先順位＞

①個人住民税申告

②確定申告

③年末調整済給与支払報告

④年末調整未済給与支払報告書及び公的年金等支払報告書

ただし、確定申告に給与収入または年金収入の申告がなく、給与支払報告書及び年金報告

書の登録がある場合、該当資料の給与または年金収入及び社会保険料を自動で加算する。

⑦：業務効率化
確定申告において未申告の給報及び年金報がある場合、大半が加算処理を行うため現パッケージ通

り自動で加算してほしい。その方が合算処理が効率的に行えると思われる。

確定申告に給与収入または年金収入の申告がなく、給

与支払報告書及び年金報告書の登録がある場合、該当

資料の給与または年金収入及び社会保険料を自動で加

算する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否

以下のとおり要件を修正します。

【修正案】

合算処理時に、原則として以下の順により、処理ができること。

なお、①と②の優先順については、導入時に選択できること。

＜優先順位＞

①個人住民税申告

②確定申告

③年末調整済給与支払報告

④年末調整未済給与支払報告書及び公的年金等支払報告書

ただし、確定申告に給与収入または年金収入の申告がなく、給与支払報告書及び年金報告書の登録がある場合、該当資料の給与または年金収入及び社

会保険料を自動で加算する。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり要件を修正します。

【2.1.7.】

合算処理時に、原則として以下の順により、処理ができること。

なお、①と②の優先順については、導入時に選択できること。

＜優先順位＞

①個人住民税申告

②確定申告

③年末調整済給与支払報告

④年末調整未済給与支払報告書及び公的年金等支払報告書

ただし、確定申告に給与収入または年金収入の申告がなく、給与支払報告書及び年金報告書の登録が

ある場合、該当資料の給与または年金収入及び社会保険料を自動で加算する。

● 3286 607 個人住民税 2.1.8.

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

②：前回記載意見

2.1.8. 合算処理

任意の課税対象者を指定して、個別に課税資料の優先順位を設定して合算処理を実施でき

ること。

任意の課税対象者を指定して、個別に課税資料の優先順位を設定して合算処理を実施でき

ること。

（要件の変更なし。実装類型を「実装してもしなくても良い」にする。）

⑤：過剰な要件

合算の優先資料を指定するケースは極めて稀なケースと考えられる。現在未実装のベンダにとっては、

修正による費用対効果が極めて小さいと考える。

また合算後資料を修正する機能で代替可能である。
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疑義事項及びその他意見シートNo.9

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 合算処理前に優先資料が判明している場合は事前に設定できる方が効率的であり、ご意見として頂戴している業務要求でも必要性が確認できているため、現

行の記載のままとします。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2336 441 個人住民税 2.1.9 ③：要件削除 ①：新規意見
所得税と異なる課税方式の選択した住民税申告書について、配当所得及び株式等譲渡所得

の課税方式に関する判定が行えること。その場合住民税の翌年度繰越損失を保持できること。
―

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

令和３年度税制改正大綱により、異なる課税方式の選択は令和６年度から廃止となるため。 ―
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 要検討 否 ー ー ー 要件修正方針が要検討となっているが？ ー 要検討 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。

● 975 131 個人住民税 2.1.9. ②：要件変更 ①：新規意見
所得税と異なる課税方式の選択した住民税申告書について、配当所得及び株式等譲渡所得

の課税方式に関する判定が行えること。その場合住民税の翌年度繰越損失を保持できること。

所得税と異なる内容の住民税申告書について、雑損控除の控除不足額及び繰戻還付による

翌年度繰越損失を計算し、住民税の翌年度繰越損失の情報として保持できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

修正前の記載は株関係の所得と損失を対象としているものと思われるが、法改正により特定配当等

については所得税と課税方式が一致することとなるため、所得税と異なる課税方式を選択する場合の

記述は削除でよい。

しかし、大規模災害の翌年の申告で、所得税で災害減免を適用し、住民税で雑損控除を申告した

場合等で、雑損控除の控除不足額が発生すると翌年度以降の繰越控除の適用のために住民税独

自の管理が必要となるため、機能要件として、所得税と異なる申告があった場合の対応としては必要

であると考える（2.1.32.及び2.1.33.を補完するもの）。

また、所得税では繰戻還付は認められているが、住民税では繰戻還付は認められておらず繰越損失

で対応することが地方税法で規定されているため、ここで管理が必要となる翌年度繰越損失に対応で

きなければ、地方税法に準拠できていない仕様ということになる。

なお、システムとしては、住民税用の翌年度繰越損失とい

うコード管理ができれば、翌年度以降の課税でエラー表示

（適用対象なのに適用が無い又は繰越額を超えて適用

されている等）をすることが可能になり、適正な金額で適

用ができるようになるものと思われる。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 要検討 否 ー

特定配当等以外でも所得税と住民税の繰

越控除に差が出ることは考えられるため、６

年度以降も残していいと思います。

ー ー 要件修正方針が要検討となっているが？ ー 要検討 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。

● 3094 571 個人住民税 2.2.9 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
実装すべき

（※）
実装すべき

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

扶養区分の変更や老人配偶者控除への自動判断と同様であり、この項目だけ「実装すべき（＊）」

とする理由はないと思われる。地方税に基づき適正な課税を行うために必須の条件であると考える。
税額計算上に配偶者控除を適正に適用するため ④：スクラッチ開発で実装 担当課 優先度1 変更なし 否

現行の要件のままとする。

※改訂理由

実現性評価の結果、一定数の製品で一部項目の対応度が低いことが判明したため。

また、当該機能を必要としていない団体もあり、全団体向けに実装を必須とすることは過剰な要求と判断し、必要性毎に要件を分離した。

是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2268 407 個人住民税 2.3.8 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 住登外課税先団体コード 住登外課税先市区町村コード ⑦：業務効率化

副本登録の際に必要なため。

団体コードだと政令市区コードも含まれる可能性があるが、副本登録上認識されないため政令市区

コードを除外したい。

優先度2 要検討 要 №1714、1791と合わせて構成員に確認する。 ー 是 ー 是 ー 是 是 ー 修正

以下のとおり修正します。

【2.3.8.】

他団体課税対象者の住登外課税先市区町村コードを管理（設定・保持・修正）できること。

＜実装すべき＞

● 1714 245 個人住民税 2.3.8. 2

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見 他団体課税対象者の住登外課税先団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

中間サーバーに連携する必須項目 ④：スクラッチ開発で実装 担当課 優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件は実装必須機能でしょうか。

機能要件2.3.8.2

・他団体課税対象者の住登外課税先団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。

また、表現を修正する必要があるでしょうか。

・他団体課税対象者の住登外課税先市区町村コード団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。

ー

・必須が良いと思います。

・変更の必要はないと思います。

　　294条第３項通知のとおり管理し、副本

登録は市のコードに置き換えて登録すればい

いのではないかと思われます。

是
・必須

・必要なし
是

必須機能。

副本登録の項目名は「住民登録外課税者

の課税地市町村コード」となっているため、「市

町村コード」がよいと考える。

是 ー

必須機能としたい。

副本の仕様が市区町村コードのため、修正が

必要。

是

後日バッチ処理にて番号連携で所得の照会

に行くことが考えられるのでその際必要な市区

町村コードの登録が必要と思われる。

是
実装必須機能で、表現を修正する必要があ

ると考えます。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、実装

必須機能か否かの回答は控えます。

修正の必要性については、ご提示のとおり表

現を修正すべきと考えます。

修正

以下のとおり修正します。

【2.3.8.】

他団体課税対象者の住登外課税先市区町村コードを管理（設定・保持・修正）できること。

＜実装すべき＞

● 1791 275 個人住民税 2.3.8. 2 ⑤：実装類型変更（実装してもしなくても良い/実装しない→実装すべき）①：新規意見 他団体課税対象者の住登外課税先団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。 他団体課税対象者の住登外課税先団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

他団体課税対象者の住登外課税先団体コードは、情報連携のデータ標準レイアウトに登録するもの

である。税務システムとして、他団体課税対象者の登録はできるが住登外課税先団体コードを機能と

して持たないというのはシステムの機能としては非効率的であり、万が一そういったシステムの導入が決

定した場合は運用上大きな支障が生じる。

実装すべき機能に変更していただきたい。

他団体からの住登外課税通知（eLTAXデータ）の登録

時にあわせて住登外課税先団体コードを登録する。

別途、紙で送付された住登外課税通知書についても、画

面から個別に登録する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件は実装必須機能でしょうか。

機能要件2.3.8.2

・他団体課税対象者の住登外課税先団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。

また、表現を修正する必要があるでしょうか。

・他団体課税対象者の住登外課税先市区町村コード団体コードを管理（設定・保持・修正）できること。

ー 同上 是
・必須

・必要なし
是

必須機能。

副本登録の項目名は「住民登録外課税者

の課税地市町村コード」となっているため、「市

町村コード」がよいと考える。

是 ー

必須機能としたい。

副本の仕様が市区町村コードのため、修正が

必要。

是

後日バッチ処理にて番号連携で所得の照会

に行くことが考えられるのでその際必要な市区

町村コードの登録が必要と思われる。

是
実装必須機能で、表現を修正する必要があ

ると考えます。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、実装

必須機能か否かの回答は控えます。

修正の必要性については、ご提示のとおり表

現を修正すべきと考えます。

修正

以下のとおり修正します。

【2.3.8.】

他団体課税対象者の住登外課税先市区町村コードを管理（設定・保持・修正）できること。

＜実装すべき＞

● 3264 593 個人住民税 2.4.14. ②：要件変更 ②：前回記載意見
2.4.14.両年度異動処理

現年度と新年度で取扱いが異なる異動届の場合の対処ができること。

「現年度と新年度で取扱いが異なる異動届の場合の対処ができること。」の点について、どのようなケー

スを想定されているかご記載ください。

実現性評価の疑義事項においても同様の要件が起票されておりましたが反映さえておりません。
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Issue　No.176

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の機能が必要となるケースについてご回答ください。

※想定するケースの詳細を確認し、要件中の”対処”の内容を具体化できればと考えています。

・現年度と新年度で取扱いが異なる異動届の場合の対処ができること。

ー 事例が有りません。 是 なし。 是

異動区分（現年度一括徴収、新年度普通

徴収など）や徴収済月が異動届の内容によ

り取扱いが異なる場合がある

是
現年度は一括徴収処理をし、新年度は普

通徴収に切替る場合
ー

現年分は退職などで特落ちとなるが、同事業

所に再就職等で新年度分は特別徴収とした

いケースがある。

現行は両年度処理で新年度も普通徴収と

なるが、オンラインで対象者を特徴に設定する

ことで運用回避している。

運用回避でも問題ない。

一時的に休職をしていた場合などが想定され

る
是

現年度の異動届は退職となったが、新年度

は再雇用のため同一事業者のもとで特別徴

収となるケースが多くあります。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

以下のとおり修正します。

【2.4.14.】

現年度と新年度で取扱いが異なる異動届の場合に現年度は特別徴収の一括徴収とし新年度は普通徴

収に切り替える処理や新年度を再度特別徴収に切り替える処理ができること。

＜備考＞

以下のようなケースを想定している。

・退職により現年度は特別徴収の一括徴収処理とし、新年度は普通徴収に切替える

・退職により現年度特別徴収の一括徴収処理をし、新年度は普通徴収に切替えとしたが、新年度は再

雇用のため同一事業者のもとで特別徴収とする

● 3374 611 個人住民税 3.2.1.

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

②：前回記載意見

指定都市要件：3.2.1. 特別徴収異動情報管理

特別徴収義務者から送付されてくる各種申請情報（異動届出書、特別徴収切替申請、所在

地変更申請等）に基づき、所在区の変更ができること。

本要件は実装してもしなくても良い機能として扱う。 ⑤：過剰な要件
指定都市においても、特別徴収義務者を所在区別に管理している例は少数であるため、

「実装してもしなくても良い機能」として位置付けることが適切であると考えるため。

特別徴収義務者については、全市での管理とする。

※事業所の移転時など、所在区による管理が逆に特別

徴収義務者の負担になることも考えられ、団体内の事務

も全市で一括管理するほうが効率的であると考えられる。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 全体方針として、指定都市要件は実装してもしなくても良い機能の区分を設ける想定がないため。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2248 392 個人住民税 3.3.9 1 ②：要件変更 ①：新規意見 減免額を手入力し、手入力した値で減免処理ができること。
減免額を手入力し、手入力した値で減免処理ができること

また、減免額の手入力は、徴収区分及び期別ごとに個別入力できること。
⑧：業務精度向上

正確な減免額管理のためには、徴収区分及び期別ごとの管理も必要であるが、実装してもしなくても

良いとすることでどのベンダも当該機能を実装しない可能性が懸念されるため、実施すべきものとして

3.3.9-2を統合した。

減免額を手入力する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否

現行の要件のままとする。

※改訂理由

実現性評価の結果、多数の製品で一部項目の対応度が低いことが判明したため。

また、当該機能を必要としていない団体もあり、全団体向けに実装を必須とすることは過剰な要求と判断した。

是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2967 531 個人住民税 3.4.11 ー ①：要件追加 ②：前回記載意見 納期特例を適用又は解除した特別徴収義務者の税額について、調定情報に反映できること。
納期特例を適用又は解除した特別徴収義務者の税額について、調定情報に反映できること。

また、納税義務者本人の徴収簿にも反映できること。
⑥：住民サービス向上 特例の申請をしている事業所に在籍しているの個人が納税証明を取得した際にに未納とならないこと 事業所の登録数による

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとする。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3263 592 個人住民税 3.4.9. ③：要件削除 ①：新規意見

3.4.9.納期特例情報管理

納期特例承認通知書(決定内容の記載あり)を出力できること。

1.1.67.特別徴収義務者情報管理

納期特例を承認した事業者に対して、納期特例承認通知書を出力できること。

1.1.67.と納期特例承認通知書を出力する要件と重複しているため、機能要件を統一できるのでは

ないでしょうか。

なお、1.1.67.と3.4.9.に求められる要件が異なる場合、備考欄に1.1.67.と異なる内容を明記いた

だきたい。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、1.1.67.を以下の取り修正し、要件を統合します（3.4.9.を削除）。

【修正案】

納期特例を承認した事業者に対して、納期特例承認通知書（決定内容の記載あり）を出力できること。	

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正し、要件を統合します（3.4.9.を削除）。

【1.1.67.】

納期特例を承認した事業者に対して、納期特例承認通知書（決定内容の記載あり）を出力できるこ

と。	

● 2032 338 個人住民税 3.5.9. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、

特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、

住民税額が所得税・介護保険料及び国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を控除した

後の年金支払額を超える場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

年金特徴の事務処理要領及びQA集（第３版　７－２）のとおり
年金特徴の事務処理要領及びQA集（第３版　７－

２）のとおり

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件を修正する必要があるでしょうか。

・01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、住民税額が所得税・介護保険料及び国民健康保険料・後

期高齢者医療保険料を控除した後の年金支払額を超える場合特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

ー

問題ありません。

より正確に記載するなら「年金特別徴収を停

止し」ではなく「年金特別徴収を非対象として

通知し」ではないかと思われます。

是 必要あり。 是 提示された要件のとおりで問題なし 是 ー 修正する必要あり 非

当市では介護保険の年特を行っているか否

かだけで年特対象として、年金保険者に送

り、引ききれなければその連絡を待って普徴に

落としているのでこの機能は不必要

是

01通知処理において、本市においても同様

の処理を行っており、左記のように要件を修

正する必要があると考える。

要件の趣旨は変わりませんが、分かり易く表

現するという意味では修正すべきと考えます。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

以下のとおり修正します。

【3.5.9.】

01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、住民税

額が所得税・介護保険料及び国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を控除した後の年金支払額を

超える場合特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

● 3364 608 個人住民税 3.5.9. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

3.5.9.国民健康保険、後期高齢情報に基づく年金特別徴収対象者更新処理

01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、

特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、

住民税額が所得税・介護保険料及び国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を控除した

後の年金支払額を超える場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

年金特徴の事務処理要領及びQA集（第３版　７－２）のとおり
年金特徴の事務処理要領及びQA集（第３版　７－

２）のとおり

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件を修正する必要があるでしょうか。

・01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、住民税額が所得税・介護保険料及び国民健康保険料・後

期高齢者医療保険料を控除した後の年金支払額を超える場合特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

ー 同上 是 必要あり。 是 提示された要件のとおりで問題なし 是 ー 修正する必要あり 非

当市では介護保険の年特を行っているか否

かだけで年特対象として、年金保険者に送

り、引ききれなければその連絡を待って普徴に

落としているのでこの機能は不必要

是

01通知処理において、本市においても同様

の処理を行っており、左記のように要件を修

正する必要があると考える。

要件の趣旨は変わりませんが、分かり易く表

現するという意味では修正すべきと考えます。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

以下のとおり修正します。

【3.5.9.】

01通知処理において、国民健康保険、後期高齢者医療の特別徴収対象者情報を取り込み、住民税

額が所得税・介護保険料及び国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を控除した後の年金支払額を

超える場合特別徴収対象者でない場合には年金特別徴収を停止し、その理由を管理（設定・保持・修

正）できること。

● 1723 254 個人住民税 3.6.10

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

承継人が複数設定され、代表者の届け出がない場合は、税額を按分した承継人宛の通知書

を作成できること。

また、按分した税額については収滞納業務への受け渡しも可能なこと。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

多数の製品で対応度が低いことから実装してもしなくても良い機能とされているが、一方で法定通りの

事務処理を行うためには税額の按分を行う必要がある。ベンダの対応度が低いことをもって実装しても

しなくても良い機能とすることは、国として法定されている事務処理を行わないことを許容することとはな

らないか。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 1723・2271 変更なし 否 標準仕様書では、代表者を指定する運用を想定しています。

本機能が必要な場合は、実装すべき要件とせずとも、実装されている製品を導入することで業務での対応が可能となるものと認識しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2271 410 個人住民税 3.6.10

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

「承継人が複数設定され、代表者の届け出がない場合は、税額を按分した承継人宛の通知書を作

成」することが規定されているにも関わらず、システム上対応してくれていないからやむなく代表者を届け

出るよう相続人に依頼しているところである。

法令に適合した運用ができるよう「実装すべき」としていただきたい。

優先度1 1723・2271 変更なし 否 標準仕様書では、代表者を指定する運用を想定しています。

本機能が必要な場合は、実装すべき要件とせずとも、実装されている製品を導入することで業務での対応が可能となるものと認識しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 507 64 個人住民税 3.6.15 ②：要件変更 ①：新規意見 異動事由、異動日、更正日、確定申告日及び通知事由を・・・

「納税通知書送付日」を追加する。

修正後：異動事由、異動日、更正日、確定申告日、通知事由及び納税通知書送付日

を・・・

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

課税計算に際し「納税通知書送達日」までにしか適用できない控除等（例：青色申告特別控除な

ど）が存在する。「納税通知書送達日」は推定されるものであるため管理することは難しいが、その代

替として「納税通知書送付日」を管理することで、上記の控除の適用可否を内部エラーにて判定でき

るようにすべきと考える。

納税通知書の帳票出力時に「納税通知書送付日」を登

録・管理できるようにする。（任意または自動で登録を想

定）

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度1 修正 否

以下のとおり修正します。

【修正案】

異動事由、異動日、更正日、確定申告日及び、通知事由及び納税通知書送付日を管理（設定・保持・修正）できること。

・異動事由：異動登録が必要となった事由

・異動日：異動登録を実施した日付

・更正日：異動登録の情報に基づき、更正処理を実施した日付

・確定申告日：確定申告書の提出がされた日

・通知事由：通知書に印字する通知事由

・納税通知書発送日：納税通知書を発送した日

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【3.6.15.】

異動事由、異動日、更正日、確定申告日及び、通知事由及び納税通知書送付日を管理（設定・保

持・修正）できること。

・異動事由：異動登録が必要となった事由

・異動日：異動登録を実施した日付

・更正日：異動登録の情報に基づき、更正処理を実施した日付

・確定申告日：確定申告書の提出がされた日

・通知事由：通知書に印字する通知事由

・納税通知書発送日：納税通知書を発送した日

● 3268 597 個人住民税 3.6.3. 1

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

①：新規意見

3.6.3.更正処理

「e-Taxの添付資料データ」が実装すべき

1.4.33.国税連携（eLTAX連携）の枝番2「要件の考え方・理由」

e-Taxの添付資料データについては、団体の規模により要否が異なるものであるため、実装して

もしなくても良い機能としている。

「e-Taxの添付資料データ」が実装してもしなくても良い ⑧：業務精度向上
機能要件1.4.33.国税連携（eLTAX連携）の枝番2にあるとおり、「e-Taxの添付資料データ」は

実装してもしなくても良いが妥当であるため、機能要件1.4.33.にあわせて修正をお願いいたします。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、3.6.3.を以下のとおり修正します。

【修正案】

3.6.3.1

"eLTAXと連携して国税連携データ（e-Tax、KSKの第一～四表） を取り込み、取り込んだ資料を基に更正処理が行えること。"

実装すべき

3.6.3.2

"eLTAXと連携して国税連携データ（e-Taxの添付資料データ）を取り込み、取り込んだ資料を基に更正処理が行えること。"

実装してもしなくても良い

3.6.3.3

"eLTAXと連携して国税連携データ（全帳票要閲覧データ）を取り込み、取り込んだ資料を基に更正処理が行えること。"

実装してもしなくても良い

是 是 是 是 是 修正

3.6.3.を以下のとおり修正します。

【修正案】

3.6.3.1

"eLTAXと連携して国税連携データ（e-Tax、KSKの第一～四表） を取り込み、取り込んだ資料を基に

更正処理が行えること。"

実装すべき

3.6.3.2

"eLTAXと連携して国税連携データ（e-Taxの添付資料データ）を取り込み、取り込んだ資料を基に更

正処理が行えること。"

実装してもしなくても良い

3.6.3.3

"eLTAXと連携して国税連携データ（全帳票要閲覧データ）を取り込み、取り込んだ資料を基に更正処

理が行えること。"

実装してもしなくても良い

● 2272 411 個人住民税 3.6.30 ③：要件削除 ①：新規意見

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

法令上認められていないので要件から削除する。

これまで税通での秘匿処理という概念がなかったため副業実施者への配慮により各団体の判断で実

施していことと思われるが、法令上認められていない処理を標準仕様書に記載してしまうと

要件として残すのであれば、法令の改正が必要と考える。

優先度1 変更なし 否 現行要件のままで、個人情報保護法令の趣旨に適合しているため、問題ないものと考えています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3235 583 個人住民税 3.6.40. ②：要件変更 ②：前回記載意見
3.6.40.更正（例月）

4.2.2.普通徴収納税通知書等発行

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

「相続人代表者指定通知」について、個人住民税のみ必要な機能ではありません。

以前、実現性評価における回答で「共通的な帳票として、統合を検討します。」と記載がありました

が、今回の標準仕様書2.0版では変更がありませんでしたので再度確認させていただきます。

09-1_【APPLIC取りまとめ】_1.0版への疑義事項及びその他意見_個人住民税（送付用）.xlsx
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③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度1 変更なし 否 【回答のみ】

検討の結果、税目個別ので整理とすることとしております。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3265 594 個人住民税 3.6.43. ②：要件変更 ①：新規意見

3.6.43.更正時の参考データ照会

同年度内で通知済みの異動情報について、全ての項目の全課税履歴（最新情報までの経

緯）を確認できること。

同年度内で通知済みの異動情報について、更正時の情報として管理（設定・保持・修正）す

る全ての項目の全課税履歴（最新情報までの経緯）を確認できること。
機能要件3.6.41の見直しと同じ観点で変更が必要な要件と考えております。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

同年度内で通知済みの異動情報について、更正時の情報として管理（設定・保持・修正）する全ての項目の全課税履歴（最新情報までの経緯）を確認で

きること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【3.6.43.】

同年度内で通知済みの異動情報について、更正時の情報として管理（設定・保持・修正）する全ての項

目の全課税履歴（最新情報までの経緯）を確認できること。

● 3266 595 個人住民税 3.6.44. ②：要件変更 ①：新規意見
3.6.44.更正時の参考データ照会

全ての項目について選択年度以前過去７年度との比較ができること。

更正時の情報として管理（設定・保持・修正）する全ての項目について選択年度以前過去７

年度との比較ができること。
機能要件3.6.41の見直しと同じ観点で変更が必要な要件と考えております。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

更正時の情報として管理（設定・保持・修正）する全ての項目について選択年度以前過去７年度との比較ができること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【3.6.44.】

更正時の情報として管理（設定・保持・修正）する全ての項目について選択年度以前過去７年度との

比較ができること。

● 1150 159 個人住民税 3.6.51 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
実現性評価にて、租税免除の非課税扱いについての疑義があったため、減免として扱うことを明

確にするために表現の見直しを行った。

実現性評価にて、租税免除の非課税扱いについての疑義があったため、課税免除として扱うこと

を明確にするために表現の見直しを行った。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

租税条約による課税免除は減免ではなく、課税免除のため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 修正 否 第2.0版への改訂理由を以下のとおり修正します。

実現性評価にて、租税免除の非課税扱いについての疑義があったため、課税免除減免として扱うことを明確にするために表現の見直しを行った。
是 是 是 是 是 修正

第2.0版への改訂理由を以下のとおり修正します。

実現性評価にて、租税免除の非課税扱いについての疑義があったため、課税免除減免として扱うことを明

確にするために表現の見直しを行った。

● 2033 339 個人住民税 3.6.9. 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

変更がない情報を含め、以下の更正前後の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜更正前後の情報＞

・更正日

・更正理由

変更がない情報を含め、以下の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜確認が必要な情報＞

・更正日

・更正理由

⑧：業務精度向上 枝番1と同様の表現にすることが漏れていると思います

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 修正 否

要件を以下のとおり修正する。

変更がない情報を含め、以下の更正前後の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜確認が必要な情報＞

＜更正前後の情報＞

　・更正日

　・更正理由

非 本文の「更正前後の」が残ったまま 是 是 非

「変更がない情報を含め、以下の情報を確

認可能な様式で出力できること。」への変更

をお願いします。

是 修正

要件を以下のとおり修正する。

変更がない情報を含め、以下の更正前後の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜確認が必要な情報＞

＜更正前後の情報＞

　・更正日

　・更正理由



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁K市I市H市A市 J市F市E市D市C市B市

● 3172 578 個人住民税 3.6.9. 2 ②：要件変更 ①：新規意見

変更がない情報を含め、以下の更正前後の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜更正前後の情報＞

　・更正日

　・更正理由

変更がない情報を含め、以下の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜確認が必要な情報＞

　・更正日

　・更正理由

⑧：業務精度向上
「更正前後の情報」とありますが、記載感を項番3.6.9枝番1の修正後と合わせて記載内容を見直す

べきではないでしょうか。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 修正 否

要件を以下のとおり修正する。

変更がない情報を含め、以下の更正前後の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜確認が必要な情報＞

＜更正前後の情報＞

　・更正日

　・更正理由

非 同上 是 是 非

「変更がない情報を含め、以下の情報を確

認可能な様式で出力できること。」への変更

をお願いします。

是 修正

要件を以下のとおり修正します。

【3.6.9.2】

変更がない情報を含め、以下の更正前後の情報を確認可能な様式で出力できること。

＜確認が必要な情報＞

＜更正前後の情報＞

　・更正日

　・更正理由

● 508 65 個人住民税 3.7.1 ②：要件変更 ①：新規意見 但し、3年超の増更正や5年超の減更正については、チェックできること。

「但し・・・チェックできること。」

の後ろに「更に、申告特例控除（ワンストップ特例）の不適用者は5年超の更正について、

チェックできること。」を追加する。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

地方税法附則第7条の２第6項の読み替え規定による増更正の年限について、通常の3年超の増

更正と混在しないように対応する必要があるもののため。

ワンストップ特例控除の否認を行う際に、内部エラーを表

示できるようにする。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度1 変更なし 否 現行要件のままで、個人情報保護法令の趣旨に適合しているため、問題ないものと考えています。 非

意見のとおり修正した方が良いと思います。

個人情報保護法令？
是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3238 584 個人住民税 4.1.1. 2 ②：要件変更 ①：新規意見

4.1.1.特別徴収税額決定・変更通知書発行

当初処理、更正処理の結果に基づいた、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務

者・納税義務者用）（当初・更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。

データで一括出力も可能なこと。通知書の発送者一覧が出力できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務

者・納税義務者用）（当初・更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。

データで一括出力も可能なこと。通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること

⑦：業務効率化

項番4.1.1枝番1と項番4.1.1枝番2の違いは、帳票出力かデータ出力の違いです。

要件の違いとしては出力結果が異なるだけで、出力仕様としては両要件ともにそろえておく必要がある

と考えるため「なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。」の記載が

必要ではないでしょうか。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

当初処理、更正処理の結果に基づいた、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者・納税義務者用）（当初・更正分）を通知日を指定して一

括及び個別で発行できること。データで一括出力も可能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【4.1.1.2.】

当初処理、更正処理の結果に基づいた、特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者・納税義

務者用）（当初・更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。データで一括出力も可

能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

● 2273 412 個人住民税 4.1.19 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
光ディスク等の磁気媒体による給与支払報告書の提出があった事業者に対して、磁気媒体用

の特別徴収税額通知電子データを一括又は個別に作成できること。

光ディスク等の磁気媒体による給与支払報告書の提出があった事業者に対して、磁気媒体用

の特別徴収税額通知電子データを一括又は個別に作成できること。（令和５年度通知分ま

で）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

令和６年度以降の参考データの通知は不要なため。 優先度1 修正 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是
要件修正方針は修正ではなく変更なしで

は？
是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2969 533 個人住民税 4.1.19. ー ①：要件追加 ①：新規意見

光ディスク等の磁気媒体による給与支払報告書の提出があった事業者に対して、磁気媒体用

の特別徴収税額通知電子データを一括又は個別に作成できること。

光ディスク等の磁気媒体による給与支払報告書の提出があった事業者に対して、磁気媒体用

の特別徴収税額通知電子データを一括又は個別に作成できること。事業所の申し出により任

意のタイミングで作成できること ⑥：住民サービス向上 当初の申し出が誤っていたとの事業所からの問いにこたえるため
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度4 変更なし 否 個別作成の機能にて対応可能となる想定のため、変更不要と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2274 413 個人住民税 4.1.20 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 電子データ(正本・副本)が一括又は個別に作成できること。
電子データ(令和５年度内に発出する通知分までは正本・副本)が一括又は個別に作成できる

こと。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 優先度1 修正 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是
他の要件と併せるなら要件修正方針は修正

ではなく変更なしでは？
是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2970 534 個人住民税 4.1.20. ー ①：要件追加 ①：新規意見

eLTAX連携用の特別徴収税額通知・変更通知電子データ(正本・副本)が一括又は個別に作

成できること。

eLTAX連携用の特別徴収税額通知・変更通知電子データ(正本・副本)が一括又は個別に作

成できること。事業所の申し出により任意のタイミングで作成できること。 ⑥：住民サービス向上 当初の申し出が誤っていたとの事業所からの問いにこたえるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 個別の機能で対応可能と判断し、変更なしとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 760 99 個人住民税 4.1.4 ②：要件変更 ①：新規意見

事業所ごとの税額、期割月割額及び徴収区分の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（特別徴収義務者用）は一括発行の対象外となること。

ただし、転勤による変更又は新規非課税事業所には特別徴収通知を発行する。

事業所ごとの税額、期割月割額及び徴収区分の変更がない更正処理による特別徴収税額決

定通知書（特別徴収義務者用）は一括発行の対象外となること。

ただし、転勤による変更又は新規非課税事業所又は扶養人数の変更については特別徴収通

知を発行する。

⑥：住民サービス向上
税額決定通知書が所得証明書に代わる行政サービスを受けるにあたっての添付資料となることがあ

り、扶養人数が必要なことがあるため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件を修正する必要があるでしょうか。

・事業所ごとの税額、期割月割額及び徴収区分の変更がない更正処理による特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用）は一括発行の対象外とな

ること。

ただし、転勤による変更又は新規非課税事業所又は扶養人数の変更についてはには特別徴収通知を発行する。

ー

給与所得等に係る特別徴収税額の決定・

変更通知書（特別徴収義務者用）様式

第3号には

扶養人数を記載する欄がありません。変更す

る必要は無いと考えられます。

是 必要あり。 是 提示された要件のとおりで問題なし 是 ー

税額に変更がない更正処理は発行しないと

している条件で、扶養人数の変更（年少扶

養などの人数の変更を想定）のみ発行とする

のは、別の税額を変更しない条件との整合性

がとれない。追加する必要はないと考える。

非

年少扶養人数変更で通知書を作成する必

要性が感じられない。

年少などを追加して税額変更がないのに通

知書が出てしまうことの方が混乱となりそう。

是
左記の要件のように修正することは問題無い

と考えます

控除対象扶養親族の人数が変更された場

合は税額に変更が生じると思われますので、

税額に変更が生じない控除対象外扶養親

族（16歳未満の扶養親族）の人数の変更

とすべきと考えます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
追加

以下の要件を実装してもしなくても良い要件として追加します。

【4.1.4.2.】

事業所ごとの税額、期割月割額及び徴収区分の変更がない更正処理による特別徴収税額決定通知書

（特別徴収義務者用）は一括発行の対象外となること。

ただし、扶養人数の変更については特別徴収通知を発行する。

● 3239 585 個人住民税 4.1.9. 2 ②：要件変更 ①：新規意見

4.1.9.特別徴収納入書発行

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納入書（データ）を一括又は個別に発

行できること。

また、例月処理により、新たに特別徴収義務が発生した事業所を対象として、納入書を一括発

行する場合、税額が発生した月分以降を自動で判定して発行すること。

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納入書（データ）を一括又は個別に発

行できること。

また、例月処理により、新たに特別徴収義務が発生した事業所を対象として、納入書を一括発

行する場合、税額が発生した月分以降を自動で判定して発行すること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

⑦：業務効率化

項番4.1.9枝番1と項番4.1.9枝番2の違いは、帳票出力かデータ出力の違いです。

要件の違いとしては出力結果が異なるだけで、出力仕様としては両要件ともにそろえておく必要がある

と考えるため「なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。」の記載が

必要ではないでしょうか。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納入書（データ）を一括又は個別に発行できること。

また、例月処理により、新たに特別徴収義務が発生した事業所を対象として、納入書を一括発行する場合、税額が発生した月分以降を自動で判定して発行

すること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【4.1.9.2.】

任意で事業所を指定し、総務省指定様式の特別徴収納入書（データ）を一括又は個別に発行できる

こと。

また、例月処理により、新たに特別徴収義務が発生した事業所を対象として、納入書を一括発行する場

合、税額が発生した月分以降を自動で判定して発行すること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

● 125 19 個人住民税 4.2. ①：要件追加 ②：前回記載意見

以下の項目を指定して、通知書の山分けができること。

・課税年度

・徴収方法

・郵便番号

・納付書の枚数

・本人死亡

・配当割等にかかる控除不足額有無

⑦：業務効率化
納税通知書封入封緘委託のため、左記山分けは必須である。

山分けできないと、納税通知書封入封緘委託は不可能となる、もしくは膨大な委託料が発生する。

左記項目を複数種類設定できるソート設定により、納税

通知書を出力し、封入封緘業務受託者に引き渡す。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度3 変更なし 否 全体方針として、山分けの記載は詳細化しない（標準化対象外）方針としています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 107 15 個人住民税 4.2.14 - ②：要件変更 ①：新規意見 - 締切日＝指定納期限という認識で良いか？

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

優先度1 変更なし 否 ご認識の通りですが、当該記載は削除する予定です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2819 489 個人住民税 4.2.5 ー ①：要件追加 ①：新規意見

普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分と、個別発行分を除いて発行でき

（現年度及び過年度分）、個別発行分はその事由を一括及び個別で任意に設定できること。

個別対応分を分けて発行できること（現年度及び過年度分）。

また個別対応の事由を一括及び個別で任意に設定できること。

普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分と、個別発行分を除いて発行でき

（現年度及び過年度分）、個別発行分はその事由を一括及び個別で任意に設定できること。

均等割額以下のみの税額で第１期納付書だけ発行されるものは、全期分の納付書は出力し

ないようにすること。

⑥：住民サービス向上
第１期分と全期分の納付書が同封された場合、納税義務者が誤ってどちらの納付書も使用して納

付する可能性があるため。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 変更なし 否 納付書の発行については、機能管理_収納管理の機能要件6.1.1.1にて、「選択した期別、全納、一部納付の納付書が出力できること。」と要件化されている

ため、現行の要件のままとします。
非

意見のとおり修正した方が良いと思います。

現在、1期のみの場合は全期分を出力してい

ません。

是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3173 579 個人住民税 4.2.5. ②：要件変更 ①：新規意見
普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分と、個別発行分を除いて発行でき

（現年度及び過年度分）、個別発行分はその事由を一括及び個別で任意に設定できること。

普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分から個別発行分を除いて発行で

き（現年度及び過年度分）、個別発行分はその事由を一括及び個別で任意に設定できるこ

と。

⑧：業務精度向上

要件の考え方・理由に「一定の条件により、一括送付の対象から除外したいとの要望について対応す

る機能」と記載がありますが、機能要件が「通知書の発行は一括送付分と、個別発行分を除いて発

行でき」と記載されています。

要件の考え方・理由の記載内容から判断すると、機能要件は「一括送付分から個別発行分を除いて

発行でき」といった記載になるのではないでしょうか。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 修正 否
要件を以下のとおり修正する。

・普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分からと、個別発行分を除いて発行でき（現年度及び過年度分）、個別発行分はその事由を一

括及び個別で任意に設定できること。

是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【4.2.5.】

普通徴収納税（決定・変更）通知書の発行は一括送付分からと、個別発行分を除いて発行でき（現

年度及び過年度分）、個別発行分はその事由を一括及び個別で任意に設定できること。

● 1520 190 個人住民税 4.2.9 ①：要件追加 ①：新規意見 変更になっておりませんが、記載いたします。

生命保険料控除に関して、控除額と支払金額が合わないケース（支払金額の記載がない場合

も含む）が頻発しているので現行システムでは所得税の生命保険料控除から支払額をシステム

で算定し、その支払額から住民税の生命保険料控除を作成している。支払金額が合わない場

合に職員が手計算していたのでは処理が間に合わなくなるため、システムに導入して欲しい。

⑦：業務効率化
手計算すると１件当たり５分から１０分掛かるものが、作成されたものの確認であれば１分程度に

減らせる。

バッチ処理、オンライン入力のいずれの場合もエラーチェック

に際に生命保険料控除額と支払金額が合わない場合は

支払金額を控除額に合うように作成し、その支払金額から

住民税生命保険料控除を導き出す。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
担当課 優先度2 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【確認】

以下と同様の状況があるか、またご意見にあるような機能をシステム導入する必要があるかご教示ください。

＜考慮すべきか確認したい状況＞

生命保険料控除に関して、控除額と支払金額が合わないケース（支払金額の記載がない場合も含む）が頻発しているので現行システムでは所得税の生命保

険料控除から支払額をシステムで算定し、その支払額から住民税の生命保険料控除を作成している。

＜追加すべきかを確認したい機能＞

所得税の生命保険料控除から支払額をシステムで算定し、その支払額から住民税の生命保険料控除を作成し、税額計算に反映できること

ー

生命保険料支払額の種類が増えたことにより

計算するのは困難であると認識している。

標準仕様として、具体的な計算方法を示さ

ないとベンダー間で異なる計算結果となる恐

れがあると思われます。

是 考慮して追加すべき。 非

本市の場合、該当者は職員が手計算し手

入力している。

本機能が必要な自治体のみ実装すればよい

と考える。

本市の場合、該当者は職員が手計算し手

入力している。

本機能が必要な自治体のみ実装すればよい

と考える。

是

当市では、基本的には税務署等に支払額を

確認しているが、自動算定による課税で問題

ないのであれば導入をお願いしたい。

ー 修正したい。 是

当市では

金額が問題なければその値を採用。

1円から3円くらいの誤差ならば切り上げによる

差なので、控除額の修正

支払い内訳が不明、または3円を超えての差

の場合は、住民税で有利になるよう生保支

払額を生成　と運用をしている

あった方がよい機能かとおもう。

非

所得税の生命保険料控除から支払額をシス

テムで算定し、その支払額から住民税の生命

保険料控除を作成しているとあるが、所得税

の生命保険料控除と支払額とどちらを生かす

べきかはケースバイケースであり、一義的・機

械的に算出できる性質のものではない。本市

では確認のため税務署調査も行っている。但

し、税務署調査結果が出るまでの間、一時

的に、所得税の生命保険料控除から支払額

を手動で算定し、仮置き（仮の値として入

力）することはあり得る。

同様の状況があり、機能をシステム導入する

必要があると考えます。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
追加

実装してもしなくても良い要件として以下の機能を追加します。

【4.2.15.】

所得税の生命保険料控除から支払額をシステムで算定し、その支払額から住民税の生命保険料控除を

作成し、税額計算に反映できること。

● 1792 276 個人住民税 4.3.10. ー ①：要件追加 ①：新規意見
当初課税で非課税が確定した年金特別徴収の仮徴収がある者に仮徴収を中止し還付すること

を通知する通知書を発行できること。

当初課税で非課税が確定した年金特別徴収の仮徴収がある者に仮徴収を中止し還付すること

を通知する通知書を一括及び個別で発行できること。
⑦：業務効率化

当区では毎年およそ2000件の年金特徴仮徴収非課税通知を発行している。1件ずつ発行すること

は非効率であるため、一括発行の機能の実装を明記していただきたい。

当初普通徴収の納税通知書の一斉発送後の数日内

に、夜間ジョブとして年金特徴仮徴収非課税通知の一斉

印刷処理の実施を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

以下の要件を修正する必要があるでしょうか。

・事業所ごとの税額、期割月割額及び徴収区分の変更がない更正処理による特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用）は一括発行の対象外とな

ること。

ただし、転勤による変更又は新規非課税事業所又は扶養人数の変更についてはには特別徴収通知を発行する。

ー 一括で印刷できた方が良いと思います。 是 必要あり。 ー

コメント内容がこの項目と一致していないが、

現在使用していない機能なのでどちらでも良

い

ー ー

税額に変更がない更正処理は発行しないと

している条件で、扶養人数の変更（年少扶

養などの人数の変更を想定）のみ発行とする

のは、別の税額を変更しない条件との整合性

がとれない。追加する必要はないと考える。

非

構成員向けコメントには対応していないが。

税額通知書で、ことが足りるためこの通知書

は不要かと考える。
是

「当初課税で非課税が確定した年金特別徴

収の仮徴収がある者に仮徴収を中止し還付

することを通知する通知書を一括及び個別で

発行できること」については、本市も現行シス

テム上同様の処理を行っているため、左記の

要件を修正することについては問題無いと考

えます。

構成員向けコメントが誤っており、

「当初課税で非課税が確定した年金特別徴

収の仮徴収がある者に仮徴収を中止し還付

することを通知する通知書を一括及び個別で

発行できること。」

に修正すべきと考えます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

以下のとおり修正します。

【4.3.10.】

当初課税で非課税が確定した年金特別徴収の仮徴収がある者に仮徴収を中止し還付することを通知す

る通知書を一括及び個別で発行できること。

● 1730 261 個人住民税 4.3.3. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

eLTAX連携用の年金特別徴収停止通知情報（死亡者・転出者を含む）(41通知)をデータ

で自動作成できること。

死亡により停止となる場合は死亡日と年金支給日により徴収済月を判定し、未徴収月分につ

いては普通徴収に切り替えるすること。

既に普通徴収になっているが、死亡により停止となるはずの月割額が残っている場合は普通徴

収に切り替えること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

要件の考え方・理由に「死亡日以降の年金からの特別徴収は無効」とあるが、地方税法第321条の

7の7の「年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る

特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付

の支払を受けないこととなった場合その他総務省令で定める場合は、その事由が発生した日の属する

月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わな

い。」とする記述と矛盾するのではないか。

担当課 優先度1 変更なし 否 当該仕様の記載と法令とで矛盾は生じていないものと考えているため、変更なしとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2132 365 個人住民税 4.3.3. ②：要件変更 ①：新規意見

eLTAX連携用の年金特別徴収停止通知情報（死亡者・転出者を含む）(41通知)をデータ

で自動作成できること。

死亡により停止となる場合は死亡日と年金支給日により徴収済月を判定し、未徴収月分につ

いては普通徴収に切り替えるすること。

既に普通徴収になっているが、死亡により停止となるはずの月割額が残っている場合は普通徴

収に切り替えること。

eLTAX連携用の年金特別徴収停止通知情報（死亡者・転出者を含む）(41通知)をデータ

で自動作成できること。

死亡により停止となる場合は任意のタイミングで、死亡日と年金支給日により徴収済月を判定

し、未徴収月分については普通徴収に切り替えることができること。

既に普通徴収になっているが、死亡により停止となるはずの月割額が残っている場合は任意のタ

イミングで普通徴収に切り替えることができること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

地方税法第９条の２で代表となる相続人の指定などの規定が定められています。

徴収方法の切替は新たな賦課行為であり、賦課徴収にあたっては告知が必要になりますので、告知

要件を満たすためにも相続人調査→徴収方法切替とすべきです。

また、相続人調査中の段階で徴収方法切替をしてしまうと、賦課として要件を満たしていない調定情

報が収納システム、ひいては滞納管理システムへ連携されてしまい、滞納処分が行われてしまう可能

性があります。

死亡の場合、普通徴収の通知書を誰に送付するか、代

表の相続人調査が必要です。相続人の調査は時間を要

する場合が多く、個々の事情にあわせて普通徴収に切替

えるタイミングを選択できる必要があります。

また、死亡の場合、既に他業務（介護保険料など）から

の情報で年金からの特別徴収が停止しているケースが多

く、過誤納にならないケースが大半です。したがって、相続

人調査が終了してから任意のタイミングで普通徴収に切替

えることができる機能が実務的に必要です。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 変更なし 否 「死亡等」により普通徴収に切り替えられる未徴収分の年金特徴税額については、ただちに納税承継人（相続人）に対して納税通知を行う必要があると考え

られるため、システム上も基本的には、「死亡等」が生じたタイミングで上記の切り替え処理を行う実装とすべきものと判断し、変更なしとします。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3240 586 個人住民税 4.3.8. ②：要件変更 ①：新規意見

4.3.8.年金特別徴収税額決定通知書発行

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・

更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。

通知書の発送者一覧が出力できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・

更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

⑦：業務効率化

年金特別徴収税額通知書の発行についても、項番4.1.1（特別徴収税額通知書の発行）や項番

4.2.1（普通徴収納税通知書の発行）のように、「なお、一括発行前に個別発行したときは、一括

発行の対象外とできること。」の要件が必要と考えます。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 要検討 要

APPLICご意見について、機能の修正要否を確認します。

【質問】

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正が必要かご回答ください。

【修正案】

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

ー 修正した方が良いと思われます。 是 必要あり。 是 是 ー 必要 是 是
本市も現行システム上同様の運用をしてお

り、左記の修正案で問題無いと考えます。

普通徴収及び給与特別徴収税額決定通知

書においても、「一括発行前に個別発行した

ときは、一括発行の対象外とできること。」とし

ていることから、同様に修正すべきと考えます。

ー

ご提示の修正案のとおり、修正が必要である

と考えるが、

機能IDの付け方の観点から、3機能それぞれ

に項番を付けていただきたい。

修正

以下のとおり修正します。

【4.3.8.】

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・更正分）

を通知日を指定して一括及び個別で発行できること。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

● 3241 587 個人住民税 4.3.9. ②：要件変更 ①：新規意見

4.3.9.年金特別徴収税額決定通知書発行

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・

更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び過年度分）。

データで一括出力も可能なこと。通知書の発送者一覧が出力できること。

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・

更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び過年度分）。

データで一括出力も可能なこと。通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

⑦：業務効率化

年金特別徴収税額通知書の発行についても、項番4.1.1（特別徴収税額通知書の発行）や項番

4.2.1（普通徴収納税通知書の発行）のように、「なお、一括発行前に個別発行したときは、一括

発行の対象外とできること。」の要件が必要と考えます。

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 要検討 要

APPLICご意見について、機能の修正要否を確認します。

【質問】

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正が必要かご回答ください。

【修正案】

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・更正分）を通知日を指定して一括及び個別で発行できること

（現年度分及び過年度分）。データで一括出力も可能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

ー 同上 是 必要あり。 是 是 ー 必要 是 是
本市も現行システム上同様の運用をしてお

り、左記の修正案で問題無いと考えます。

普通徴収及び給与特別徴収税額決定通知

書においても、「一括発行前に個別発行した

ときは、一括発行の対象外とできること。」とし

ていることから、同様に修正すべきと考えます。

ー

ご提示の修正案のとおり、修正が必要である

と考えるが、

機能IDの付け方の観点から、3機能それぞれ

に項番を付けていただきたい。

修正

以下のとおり修正します。

【4.3.9.】

当初処理、更正処理の結果に基づいた、年金特別徴収納税（決定・変更）通知書（当初・更正分）

を通知日を指定して一括及び個別で発行できること（現年度分及び過年度分）。データで一括出力も

可能なこと。

通知書の発送者一覧が出力できること。

なお、一括発行前に個別発行したときは、一括発行の対象外とできること。

● 2140 373 個人住民税 4.4.8. ⑥：表現の見直し ①：新規意見
課税取消を行った者に対して改めて税額が発生したものは税額変更通知書（納税義務者

用）ではなく、新規の税額決定通知書（納税義務者用）として発行が可能なこと。

両方に（納税義務者用）と記載されたことによって、特別徴収に係る通知と読み取れますが、帳票

印字項目・諸元表を読んでも項目に違いがありません。なにを想定した変更でしょうか。
担当課 要確認 変更なし 否 事業者から対象とする帳票の疑義が生じるとの指摘があったため、特別徴収に係る通知として表現の見直しを行っております。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 106 14 個人住民税 4.5.14 - ②：要件変更 ①：新規意見 - 賦課決定（通知書発布）の定義が不明確。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

課税台帳の決議を指すのか、納税通知書送達とするのかでシステム機能や運用が異なるため、定義

を明確にすべき。
優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

要件を以下のように修正しますが、問題ないでしょうか。

・新年度の課税証明書について、納税通知書の送達賦課決定（通知書発布）がまだされていない場合は、発行できないよう制御できること。

ー 問題ありません。 是 問題なし。 非

税法上の解釈では「納税通知書の送達」が

正しいが、本市では運用上「賦課決定（通

知書発布）」以降、課税証明書を発行でき

る運用としているため。

要件を「納税通知書の送達」または「賦課決

定（通知書発布）」として明示してしまうと、

現在の運用と異なる自治体が多く出てきてし

まう懸念がある。制御期間（発行可能日）

は、自治体ごとに指定できる余地のある要件

にした方がよいと思われる。（本市では運用

上「賦課決定（通知書発布）」以降、課税

証明書を発行できる運用としている）

是 ー 問題ない。 是

納税通知書の発送日の翌日など、各市でパ

ラメータ設定ができればよいのではないか。

確認となるが、この場合、特徴と普徴は課税

証明書の発行開始日がずれるという認識でよ

いか。

例月はどうするか。当市の運用では、年度初

めだけは通知書発送日翌日としているが、例

月はシステム上の決定日以降から発行可能

としている。

非

本市では、新年度の課税証明書について、

R4の場合、特別徴収は5月16日以降、普

通徴収は6月1日以降、発行を行っている

（納税通知書の送達賦課決定は、R4の場

合、特別徴収は5月16日、普通徴収は6月

10日）。納税通知書の送達賦課決定（通

知書発布）がまだされていない時期（6月1

日から6月9日まで）においても発行を行って

おり、発行できないよう制御されれば住民サー

ビスが確実に低下する。高校の授業料軽減

申請等の目的で、新年度の課税証明書を

早く取得したいという要望は非常に強い。、新

年度の課税証明書の発行については、任意

の時期に発行できるような制御となるようにし

ていただきたい。

要件を整理する上で以下の点について明確

にしていただきたいと考えます。

・いつをもって納税送達と見なすのでしょうか。

・徴収方法によって証明発行可能日を分け

るのでしょうか、徴収方法に関係なく統一する

のでしょうか。

ー 異論ございません。 修正

要件を以下のように修正します。

【4.5.14.】

新年度の課税証明書について、賦課決定がされていない場合の発行制御ができるよう、発行不可とする

期間や発行可能となる日付の設定ができること。

● 591 79 個人住民税 4.6.2 1 ②：要件変更 ①：新規意見 要件がすべて削除されている。 要件の復活 ⑧：業務精度向上

本要件が全て削除されているが、修正理由が「実現性評価にて、関連する要件との重複を避けるべ

きとのご意見があったため本要件に統合することとした。」とされている。ここでの「本要件に統合」という

意味が不明であり、統合先がどこか分からない。一括発行対象からオンラインで除外する機能は必要

であるため、統合先を明記するか、本機能を復活されたい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 修正 否
第2.0版への改訂理由を以下のとおり修正します。

【修正案】

実現性評価にて、関連する要件との重複を避けるべきとのご意見があったため本要件は統合することとした。

是 是 是 是 是 修正

第2.0版への改訂理由を以下のとおり修正します。

【4.6.2.】

実現性評価にて、関連する要件との重複を避けるべきとのご意見があったため本要件は統合することとし

た。

● 2141 374 個人住民税 5.1.10. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（扶養者の調査により一時的に許容

する被扶養者の重複）を重複照会の対象者として抽出できること。

同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（賦課決定前まで許容する被扶養

者の重複）を重複照会の対象者として抽出できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

1.1.36.で、「正確な課税の実現のため、常態的な被扶養者の二重登録を許容するものではなく、運

用上の理由で二重登録がやむを得ない期間に限定する」という理由で「賦課決定前に限り」と制限し

ています。

したがって本機能についても、調査によって重複を許容するのではなく、賦課決定前までと表現を統一

すべきです。

1.1.36で「賦課決定前に限り」重複して扶養設定できるこ

とに対して当初賦課処理で扶養設定がどう処理されるかが

わかりません。

標準仕様では1.1.36.で二重登録が許容されますが、本

市の現行システムの機能から当初処理でいずれかの納税

義務者の扶養関連設定が解除されるものと想定していま

す。

本市の現行システムでは賦課内容の扶養人数と扶養関

連設定の人数を比較することで調査対象として抽出しま

す。

調査対象に上がった後、課税資料に記載された被扶養

者名を確認し、税システムで被扶養者を検索します。この

とき、別の納税義務者の被扶養者として登録されているこ

とがわかるため、両納税義務者へ重複扶養状態に対する

照会を実施します。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 修正 否

要件を以下のように修正します。

【修正案】

・同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（賦課決定前まで許容する被扶養者の重複）を重複照会の対象者として抽出できること。

是 是 非

項番1.1.36、1.1.41、5.1.10で重複扶養

について記載されているが、重複扶養を賦課

決定前まで許容する仕様の変更は運用上

対応できないため、記載を取りやめてほしい。

5.1.10の記載は修正なしとしたい。

非

NO2974及びNO429でもコメントさせていた

だいていますが、賦課決定前に二重登録を

全件調査することは不可能であるため、賦課

決定後においても二重登録を可能として欲し

いと考えます。

是 修正

以下のように修正します。

【5.1.10.】

・同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（賦課決定前まで許容する被扶養者の重

複）を重複照会の対象者として抽出できること。

● 2142 375 個人住民税 5.1.11. ②：要件変更 ①：新規意見

同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（扶養者の調査により一時的に許容

する被扶養者の重複）が給与特別徴収義務者の対象者の場合は、特別徴収義務者ごとに重

複照会の対象者を抽出できること。

同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（賦課決定前まで許容する被扶養

者の重複）が給与特別徴収義務者の対象者の場合は、特別徴収義務者ごとに重複照会の

対象者を抽出できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

1.1.36.で、「正確な課税の実現のため、常態的な被扶養者の二重登録を許容するものではなく、運

用上の理由で二重登録がやむを得ない期間に限定する」という理由で「賦課決定前に限り」と制限し

ています。

したがって本機能についても、調査によって重複を許容するのではなく、賦課決定前までと表現を統一

すべきです。

1.1.36で「賦課決定前に限り」重複して扶養設定できるこ

とに対して当初賦課処理で扶養設定がどう処理されるかが

わかりません。

標準仕様では1.1.36.で二重登録が許容されますが、本

市の現行システムの機能から当初処理でいずれかの納税

義務者の扶養関連設定が解除されるものと想定していま

す。

本市の現行システムでは賦課内容の扶養人数と扶養関

連設定の人数を比較することで調査対象として抽出しま

す。

調査対象に上がった後、課税資料に記載された被扶養

者名を確認し、税システムで被扶養者を検索します。この

とき、別の納税義務者の被扶養者として登録されているこ

とがわかるため、両納税義務者へ重複扶養状態に対する

照会を実施します。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 修正 否

ご意見を踏まえ、要件を以下のように修正します。

【修正案】

・同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（賦課決定前まで許容する被扶養者の重複）が給与特別徴収義務者の対象者の場合は、特別

徴収義務者ごとに重複照会の対象者を抽出できること。

是 是 非

項番1.1.36、1.1.41、5.1.10で重複扶養

について記載されているが、重複扶養を賦課

決定前まで許容する仕様の変更は運用上

対応できないため、記載を取りやめてほしい。

5.1.11の記載は修正なしとしたい。

非

NO2974及びNO429でもコメントさせていた

だいていますが、賦課決定前に二重登録を

全件調査することは不可能であるため、賦課

決定後においても二重登録を可能として欲し

いと考えます。

是 修正

要件を以下のように修正します。

【5.1.11.】

・同一人を扶養親族として申告している複数の納税義務者（賦課決定前まで許容する被扶養者の重

複）が給与特別徴収義務者の対象者の場合は、特別徴収義務者ごとに重複照会の対象者を抽出でき

ること。

● 1869 315 個人住民税 5.1.19 ①：要件追加 ①：新規意見 ー ・住基情報にかかる照会（事実上婚姻関係の確認）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

寡婦・ひとり親控除を適用する上で、事実上婚姻関係にないことを確認する必要がある。情報提供

ネットワークシステムへの一括照会に住基情報の照会についても追加いただきたい。

一括照会対象情報をシステムから一括抽出する上で、住

登外課税者で寡婦・ひとり親控除適用者を抽出対象とす

る。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 修正 要

ご意見を踏まえ、要件を以下のように修正します。

※連番2143の川崎市ご意見より、「事実上婚姻関係の確認」に必要な情報も以下の照会対象の項目に包含される認識です。

【修正案】

情報提供NWSへの一括照会データを出力できること。

＜照会対象＞

・生活保護情報に係る照会

・障害情報に係る照会（障害非該当者、障害情報が不明の対象者）

・所得に係る照会（所得超過者、所得が不明の対象者、重複扶養該当者）

是

照会対象の事務では「事実上婚姻関係の確

認」はできないと思われます。

照会の結果、どのような項目で「事実上婚姻

関係の確認」をすべきか認識を統一するため

の見解を記載していただきたいと思います。

是 是 是 非

番号法別表２に合わせるべきとういことなら

＜照会対象＞

障害者関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報又は住民票関係情報

としてはどうか？

所得に係る照会（所得超過者、所得が不

明の対象者、重複扶養該当者）だと、住民

票に係る部分が不明確。上記の記載なら

「事実上婚姻関係の確認」に必要な情報も

以下の照会対象の項目に包含される認識。

是 是 是 是 修正

要件を以下のように修正します。

【5.1.19.】

情報提供NWSへの一括照会データを出力できること。

＜照会対象＞

・生活保護情報に係る照会

・障害情報に係る照会（障害非該当者、障害情報が不明の対象者）

・地方税関係情報又は住民票関係情報

● 2143 376 個人住民税 5.1.19. ②：要件変更 ①：新規意見

情報提供NWSへの一括照会データを出力できること。

＜照会対象＞

・重複扶養該当者の照会

・障害情報に係る照会（障害非該当者、障害情報が不明の対象者）

・所得に係る照会（所得超過者、所得が不明の対象者）

情報提供NWSへの一括照会データを出力できること。

＜照会対象＞

・生活保護情報に係る照会

・障害情報に係る照会

・所得に係る照会

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

情報提供NWSで照会できる事務は限定されています。

市外で課税されている納税義務者の所得情報を照会することはできますが、「重複扶養該当者の照

会」と「所得超過者、所得が不明の対象者）を分ける必要はありません。

番号法別表２に合わせるべきです。

まず、市外被扶養者の扶養要件を確認するために情報

提供NWSで一括照会を行います。（川崎市では毎年

11000件程度の一括照会（所得情報）を行っていま

す。）

この照会結果が「本人該当区分＝被扶養者」となっていた

場合に初めて重複扶養と判明し、課税地市町村へ扶養

主についての照会を書面で行います。

重複扶養の場合、まず両納税義務者へ重複している状

況および地方税法によりどちらかしか適用できない旨を知ら

せ、当事者間で相談してどちらの扶養控除とするか意見照

会します。

原則、意見照会で得られた結果に基づき、本市に居住す

る納税義務者の扶養控除の適用を判断します。（回答

が得られない場合は地方税法施行令に従い、所得の比

較によって判断します。）

所得情報の照会は必須ですが、障害者情報、生活保護

情報は自治体の運用方法次第かと思われます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 修正 要

ご意見を踏まえ、要件を以下のように修正します。

【修正案】

情報提供NWSへの一括照会データを出力できること。

＜照会対象＞

・生活保護情報に係る照会

・障害情報に係る照会（障害非該当者、障害情報が不明の対象者）

・所得に係る照会（所得超過者、所得が不明の対象者、 重複扶養該当者 ）

是 是 是 是 是 是 是 是 是 修正

要件を以下のように修正します。

【5.1.19.】

情報提供NWSへの一括照会データを出力できること。

＜照会対象＞

・生活保護情報に係る照会

・障害情報に係る照会（障害非該当者、障害情報が不明の対象者）

・地方税関係情報又は住民票関係情報

● 1594 216 個人住民税 5.1.4. ⑥：表現の見直し ①：新規意見 所得情報等に係る照会対象者を任意の条件（管外の被扶養者等）により抽出できること。
所得情報等に係る照会対象者を以下の条件により抽出できること。

・管外の被扶養者
⑦：業務効率化 「等」を付けることにより要件が曖昧となるため。

管外の被扶養者、家屋敷課税者に対して所得照会を実

施しています。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 1594・1774 変更なし 否 現行の要件のままとする。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1774 268 個人住民税 5.1.4. ⑥：表現の見直し ①：新規意見 所得情報等に係る照会対象者を任意の条件（管外の被扶養者等）により抽出できること。
所得情報等に係る照会対象者を以下の条件により抽出できること。

・管外の被扶養者
⑦：業務効率化 「等」を付けることにより要件が曖昧となるため。

管外の被扶養者、家屋敷課税者に対して所得照会を実

施しています。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 1594・1774 変更なし 否 現行の要件のままとする。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3093 570 個人住民税 5.1.8

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見 実装してもしなくても良い 実装すべき

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

今後の税制改正により国外扶養親族の要件が厳格化されるため個別に管理する必要がある。 抽出し国外扶養親族の要件を満たしているか確認する。
③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 変更なし 否 現行の要件のままとする。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3269 598 個人住民税 6.1.2. ⑥：表現の見直し ②：前回記載意見

6.1.2.調定処理

当初賦課処理、当初課税後の更正処理する際に、業務上、調査・確認が必要なデータ項目が

ある場合、エラー及びアラートとして通知できること。

＜主なエラー及びアラート＞

・前回と処理時と調定処理結果の差異が大きく不整合が疑われるもの

⑧：業務精度向上

実現性評価持の回答にて、「エラー、アラートは参考情報のため、反映なし」との対応方針をいただい

ています。

「29_6-1_エラー・アラート参考資料_個人住民税.xlsx」を確認したところ

前回処理時と調定処理結果を比較したチェックが記載されておらず、

どのようなチェック機能を提供すべきか不明確となっております。

前回処理時と調定処理結果を比較したチェック仕様をご提示いただけないでしょうか。

【APPLIC取りまとめ】_1.0版への疑義事項及びその他意見_個人住民税_GitHUB_02.xlsx

Issue　No.375

③：現行システムでは使

用していない機能
事業者 優先度4 変更なし 否 前回の調定処理時より、一定額以上の税額が変更となったものなどを確認することを想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3270 599 個人住民税 8.1.2. 2 ②：要件変更 ①：新規意見 記載なし 検索項目に「世帯番号」を追加 ⑦：業務効率化

弊社システムにおいて、「世帯番号」で検索する機能を有しております。

「世帯番号」で検索を行うケースも想定されるため、検索項目に世帯番号を追加いただけないでしょう

か。

以前、各ベンダーで協議し、「世帯番号」を実装してもしなくても良いに追加いただくよう意見出しをして

おりますのでご検討のほど、よろしくお願いいたします。

2020/11/13のメールにて提出

【10月9日送付】個人・法人・軽自（機能要件）回答.xlsx

「01_個人住民税 」シート

9.1.2.検索条件

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

事業者 優先度2 変更なし 否 地方団体から同様の意見がないことから、業務での必要性は低いものと変更なしとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 4 2 個人住民税 9.1.2. ②：要件変更 ①：新規意見

同一人物が複数登録されている場合（住登外課税の対象者が転入し、住民登録された場合

等）に、関連付けて同一人物の情報として管理できること。

なお、同一人物を関連付けた場合、紐づけ先の宛先（現住所又は送付先）を優先すること。

同一人物が複数登録されている場合（住登外課税の対象者が転入し、住民登録された場合

等）に、関連付けて同一人物の情報として管理できること。

なお、同一人物を関連付けた場合、紐づけ先の宛先（現住所又は送付先）を優先すること。
⑥：住民サービス向上

当機能について削除された理由は何でしょうか？再転入時に住民コードが異なる場合、当機能が必

要になると思われる。見直しをお願いします。

同一人物が複数登録されている場合、同一人管理を行

うことで最新の宛先に郵送物が送ることが出来るようにな

る。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
事業者 優先度2 変更なし 否 共通要件で対応予定です。個別回答は想定しておりません。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 577 78 個人住民税 9.1.2. ②：要件変更 ①：新規意見

同一人物が複数登録されている場合（住登外課税の対象者が転入し、住民登録された場合

等）に、関連付けて同一人物の情報として管理できること。

なお、同一人物を関連付けた場合、紐づけ先の宛先（現住所又は送付先）を優先すること。

同一人物が複数登録されている場合（住登外課税の対象者が転入し、住民登録された場合

等）に、関連付けて同一人物の情報として管理できること。

なお、同一人物を関連付けた場合、紐づけ先の宛先（現住所又は送付先）を優先すること。
⑥：住民サービス向上

当機能について削除された理由は何でしょうか？再転入時に住民コードが異なる場合、当機能が必

要になると思われる。見直しをお願いします。

同一人物が複数登録されている場合、同一人管理を行

うことで最新の宛先に郵送物が送ることが出来るようにな

る。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
事業者 優先度2 変更なし 否 共通要件で対応予定です。個別回答は想定しておりません。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1859 313 個人住民税 9.1.2. ②：要件変更 ①：新規意見

同一人物が複数登録されている場合（住登外課税の対象者が転入し、住民登録された場合

等）に、関連付けて同一人物の情報として管理できること。

なお、同一人物を関連付けた場合、紐づけ先の宛先（現住所又は送付先）を優先すること。

同一人物が複数登録されている場合（住登外課税の対象者が転入し、住民登録された場合

等）に、関連付けて同一人物の情報として管理できること。

なお、同一人物を関連付けた場合、紐づけ先の宛先（現住所又は送付先）を優先すること。
⑥：住民サービス向上

当機能について削除された理由は何でしょうか？再転入時に住民コードが異なる場合、当機能が必

要になると思われる。見直しをお願いします。

同一人物が複数登録されている場合、同一人管理を行

うことで最新の宛先に郵送物が送ることが出来るようにな

る。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している機能
事業者 優先度2 変更なし 否 共通要件で対応予定です。個別回答は想定しておりません。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 101 13 個人住民税 9.1.5. ②：要件変更 ①：新規意見
各種基本情報として登録したメモ情報について、重要度を設定して管理（設定・保持・修正）

できること。

各種基本情報として登録したメモ情報について、重要度を設定して管理（設定・保持・修正

（一括での修正含む））、各業務間でのメモ情報の共有及び確認ができること。
⑥：住民サービス向上

登録したメモについて、庁内の各業務間で共有することにより、対象者の情報把握、円滑な対応が可

能となるため。また、メモ情報の管理について業務効率化のため、複数対象者を一括で修正できる機

能を要するため。

現行システムと同様に、各業務間の情報共有を行い、適

切な行政対応を行うことが可能となる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 業務間でのメモ機能については、共通要件での検討とする整理のため、個人住民税の要件としては記載しない方針です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2980 541 個人住民税 指定都市4.2.2 ②：要件変更 ①：新規意見

証明書出力項目のうち、以下の項目について、税源移譲前後の値がわかるように、証明書が出

力されること。

＜対象項目＞

・市区町村民税所得割額

・市区町村民税減免額

・都道府県民税所得割額

・都道府県民税減免額

・住宅借入金等特別税額控除

・寄附金税額控除

証明書出力項目のうち、以下の項目について、税源移譲前後の値がわかるように、証明書が出

力されること。

＜対象項目＞

・市区町村民税所得割額

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控除

・市区町村民税寄附金税額控除

⑤：過剰な要件

税源移譲前の算出値は市町村民税のみが必要で都道府県民税の算出値は必要ないと考える。副

本への連携項目にも都道府県民税の算出値はなく、本市では税源移譲前の都道府県民税の算出

値は計算もしていないし保持していない。外国税額控除該当者など、現在データベースに保持してい

る数値から単純に計算ができるケースばかりではなく、必要ない項目を証明書に出力するのは過剰な

要件と考える。

帳票要件（指定都市）№6についても同様に修正した

い。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

要件を以下のように修正しますが、問題ないでしょうか。

証明書出力項目のうち、以下の項目について、税源移譲前後の値がわかるように、証明書が出力されること。

＜対象項目＞

・市区町村民税所得割額

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控除

・市区町村民税寄附金税額控除

・市区町村民税減免額

・都道府県民税所得割額

・都道府県民税減免額

・住宅借入金等特別税額控除

・寄附金税額控除

ー 問題ありません。 是 問題なし。 是 ー ー

問題ない。

税源移譲前の数値として、都道府県民税の

数値は計算していないし、保持もしていない。

非

証明書出力項目のうち、以下の項目につい

て、税源移譲前後の値がわかるように、証明

書が出力されること。（この赤字を消す）

必要なのは税額控除額なので住宅借入金

特別税額控除は必須。また、調整控除も必

要。税率をかけた後の算出所得割額が必要

になる場合もあるので、算出税額・各種税額

控除・減免額・年税額　と書くべき

非

（高校の授業料軽減申請等で）税源移譲

前の都道府県民税の算出値が必要となる

ケースが存在しており、修正は必要ないと考え

る。

指定都市によって減免規定が異なることか

ら、「市区町村民税減免額」は必要と思わ

れ、「市区町村民税所得割額」は「市区町

村民税所得割額（減免前）」とすべきと考

えます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
修正

要件を以下のように修正します。

【指定都市4.2.2】

証明書出力項目のうち、以下の項目について、税源移譲前後の値がわかるように、証明書が出力されるこ

と。

＜対象項目＞

・市区町村民税所得割額

・市区町村民税住宅借入金等特別税額控除

・市区町村民税寄附金税額控除

・市区町村民税減免額

・都道府県民税所得割額

・都道府県民税減免額

・住宅借入金等特別税額控除

・寄附金税額控除

● 828 105 個人住民税 ①：要件追加 ①：新規意見
eLTAXで提出された給与支払報告書を回送する場合は、納税者ID、納入書の要否及び税

額通知の受取方法を設定できること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

特別徴収義務者への特別徴収税額の通知方法を判断するために必要な機能であるため。
特別徴収税額通知において、特別徴収義務者が指定す

る受取方法に応じて処理を行う必要があるため。

③：現行システムでは使

用していない機能
担当課 優先度1 要検討 要

機能の必要性（要件の修正要否等）についてWTにて検討します。

【質問】

eLTAXで提出された給与支払報告書の階層について以下をご回答ください。

【確認事項】

・納税者ID、納入書の要否、税額通知の受取方法の設定が可能か

・上記項目の設定が可能な場合、回送資料の情報として受信が必要か

ー

・設定することができません。給与支払報告

書の明細のみ回送しています。

・国税連携データのように、電子申告の仕組

みで回送してもらえるようにeLTAXシステムを

改修することで、総括表が回送できるのでは

ないかと思います。

是
・可能

・必要あり。
是

設定可能だが、現在は使用していない機能

のためどちらでも良い
是 ー

現行、納税者ID、納入書の要否、税額通

知の受取方法については、回送情報に記載

していない。

回送に必要という場合は、給与支払報告書

の疑似イメージ作成時に記載されれば、回送

する給与支払報告書にも記載されるため、そ

ちらの要件を変更すべきでは？

回送資料の情報としてあれば回送元への市

町村に対しての問合わせが必要なくなる。

是

現状、回送する個人別明細に納税者ＩＤ

税額通知の受取方法の記載があるのであった

方がいい。必須なのは特徴・普徴の区別

非
本市では、回送資料の情報として、受信が必

要とされる情報であるとは考えていない。

・納税者ID、納入書の要否、税額通知の受

取方法の設定は可能です。

（eLTAX端末で給報を審査し申告受付支

援システムへ連携後、本市基幹系システムへ

情報連携しています。）

・設定の根拠情報として受信できることが必

要と考えます。

ー
市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
追加

実装してもしなくても良い要件として、以下を追加します。

【1.4.65.】

eLTAXで提出された給与支払報告書を回送する場合は、納税者ID、納入書の要否及び税額通知の

受取方法を設定できること。

● 1874 319 個人住民税 ①：要件追加 ①：新規意見 （記載なし）

新年度分の一括課税計算前に、新年度分のみの転勤異動届や特別徴収切替届を処理する

場合、新年度分の指定番号及び徴収区分を変更できること。

また、当該処理を行った後も、変更前の指定番号（もともとの給報提出事業所）を確認できる

こと。

⑦：業務効率化

　両年度切替の対象とならない分の、新年度のみの転勤処理等に関する処理に関する機能の記載

が見当たらなかったため、追記しました。

　給報の疑似イメージがその時点での給報データから表示される場合、変更前指定番号が残らない

と、どこから給報が提出されたかわからなくなるため、変更前指定番号も確認できる必要があります。

　現行システムでは、一括課税計算前は、特徴給報

（合算処理後は合算資料）の指定番号・徴収区分を

直接変更する運用としており、標準システムでもそのような

運用になるものと想定しています。

　給報の疑似イメージについては、変更前指定番号を使

用して表示させる運用を想定しています。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 ご意見の前段については3.4.1.、後段については履歴にて対応可能と判断しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2979 540 個人住民税 ①：要件追加 ①：新規意見 機能要件5.2.4

扶養是正情報等データは、各税務署管轄ごとに出力されること。

【指定都市版に追加】

扶養是正情報等データは、各税務署管轄ごとに出力されること。

指定都市の場合は、区ごとに出力されること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

扶養是正情報等データは国税連携システムで送信時、区ごとに送信することとなっているため。

本市では税務署の管轄が区で分かれているため、区ごとに

ファイルを分けて出力する仕様となっているが、１つの区に

税務署が複数ある場合なども想定する必要があると思わ

れる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度1 追加 否

指定都市要件として、以下の要件を追加します。

【修正案】

扶養是正情報等データは、各税務署管轄ごとに出力されること。

指定都市の場合は、区ごとに出力されること。

是 是 非

【修正案】

扶養是正情報等データは、各税務署管轄ご

とに出力されること。

指定都市の場合は、区ごと・税務署管轄ごと

に出力されること。

※区ごとの条件の追加は、税務署ごとの条件

に追加として表現したかったため。

是 是 追加

指定都市要件として、以下の要件を追加します。

【指定都市　8.1.11.】

扶養是正情報等データは、各税務署管轄ごとに出力されること。

指定都市の場合は、区ごと・税務署管轄ごとに出力されること。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記

載してください）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意

見について「構成員向けコメント」に記載した

確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

業務

（選択肢から選択）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁K市I市H市A市 J市F市E市D市C市B市

● 2981 542 個人住民税 ①：要件追加 ①：新規意見 税務署名・連絡先及び管轄税務署区域の管理
④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票に所轄税務署を印字するものがある。（個人住民税№20申告特例不適用のお知らせ文書

等）市内に税務署が複数あり、納税者の所在地によって管轄税務署を打ち分けるため、税務署ごと

の管轄区域を指定する必要がある。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度4 要検討 要

税務署名・連絡先及び管轄税務署区域の管理の実装を検討するにあたり、必要な機能範囲についてご回答ください。

ご回答いただきたい事項は以下のとおりです。なお、実装してもしなくても良い機能として追加予定です。

【確認事項】

１．税務署名・連絡先及び管轄税務署区域は市内の情報のみ管理できれば良いか

２．税務署名・連絡先及び管轄税務署区域の情報は職員により個別に登録する運用想定でよいか（外部データの取込等を想定しているか）

３．税務署名・連絡先及び管轄税務署区域の情報を活用する対象は、帳票№20「申告特例不適用のお知らせ文書」のみでよいか

　※その他に必要な帳票（電子データ含む）があれば具体的にご回答ください

ー

１．よい

２．よい

３．よい

是

１　良い

２　良い

３　良い

是

１．よい

２．よい

３．よい

是 ー

１：市内のみ管理で可

２：職員による運用想定で可（現行システ

ムでは町コード・番地の範囲→税務署の設定

テーブル有。）

３：国税連携システムで送信している扶養

是正情報のレイアウト内に局署番号の項目

あり。また、税務署ごと区ごとにファイル出力し

て、ファイル名に局署番号を記載する仕様と

なっている。また、帳票の通しNo.63非違事

項連絡箋でも宛先としても使用したい。

1　よい

2　個別でよい

3　よい

非

「地方税法２９４条３項の賦課期日現在

住所の所轄税務署」情報は必要無いと考え

ます。地元県内の市町村以外、そもそも所轄

税務署の把握すらしていない。本市では、現

行運用での当該情報の印字をしていません。

別途当該情報についてのお知らせもしていま

せん。「申告特例不適用のお知らせ文書」の

書面上「寄付金の控除を受けるために必要

な手続き　詳しい手続きについては○○市の

住民税担当課にお問い合わせ下さい」という

文言を入れているのみとなります。

３項目とも【確認事項】として記載いただいて

いる内容で問題ありません。
ー

市区町村の実務に関する事項のため、回答

を控えます。
追加

以下の要件を追加します。

【9.1.7.】

自団体内の税務署名、連絡先、局署番号及び管轄税務署区域を管理（設定・保持・修正）でき、

「申告特例不適用のお知らせ文書」及び「扶養是正情報」に管理する情報を設定できること。

● 753 92 個人住民税 ⑥：表現の見直し ①：新規意見
「1.1.45.」「5.1.7.」「5.1.8.」「5.1.9.」等において、

各機能毎に「EUCでの対応も可」という記載が入っている

「ＥＵＣ機能」を独立した機能とし、機能要件にはＥＵＣで取り扱えるデータ元を列記する。さ

らに必須項目があれば記載する。

　※データ元の例：

　　課税対象者情報、課税情報、課税資料情報、特徴義務者情報

⑦：業務効率化

ＥＵＣで取り扱える具体的なデータ元や項目について、各ベンダーによる差異が発生しない様、各税

目の標準仕様書に独立した機能として要件を記載していただきたい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

機能

担当課 優先度2 変更なし 否 ＥＵＣの機能については標準化対象外です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見【個人住民税】

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

● 2312 264 個人住民税 帳票要件 2
年度切替処理

チェックリスト
②：要件変更 ①：新規意見 EUCで代替可 ⑧：業務精度向上

当処理の重要性を鑑み、処理結果とともにもれなくチェックリストが出力される形としておくことで、確認

対象の誤りや漏れを防ぐことができると考えるため。

年度切替処理時、処理結果とともに出力されるチェックリ

ストを用いて基本情報等の確認及び修正をする。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 WTでの検討結果を優先し、変更なしとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3015 341 個人住民税 帳票要件 3 遡り異動者一覧 ②：要件変更 ①：新規意見
「代替可否（内部帳票）」欄

記載なし
EUCで代替可 ⑦：業務効率化

各ベンダーで協議し、「EUCで代替可」との意見で一致しております。ご検討のほど、よろしくお願いいた

します。

③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 修正 否 ご意見を踏まえ、「EUCで代替可」とします。 是 是 是 是 是 修正 「EUCで代替可」とします。

● 2984 338 個人住民税 帳票要件 4
配偶者未特定一

覧
⑥：表現の見直し ①：新規意見 （機能要件との対応）2.2. （機能要件との対応）1.1.

機能要件との対応欄に「2.2」を記載いただいていますが、控除対象配偶者の確認に関する機能要件

であり、当帳票は控除対象問わず夫婦関係の特定に関する帳票と考えます。

控除対象問わず夫婦関係の特定に関する要件と解釈すると機能要件との対応欄に「2.2」と追記さ

れているのは誤りではないかと思います。

控除対象を問わない夫婦関係を要件化した内容であれば「1.1.」内の世帯管理に関する要件が適

切かと考えます。

③：現行システムでは使

用していない帳票
優先度1 修正 否 機能要件との対応を「2.2.」から「1.1.」に修正します。 是 是 是 是 是

機能要件との対応を「2.2.」から

「1.1.」に修正します。
機能要件との対応を「2.2.」から「1.1.」に修正します。

● 643 70 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 5
給与支払報告書

（総括表）
16 送付先 ②：要件変更 ①：新規意見 削除されている

送付先として削除されるのであれば、カスタマーバー

コードを印字項目に加える。
⑦：業務効率化 経費削減のため

カスタマーバーコードを印字することにより、郵便料金が割

引されるため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、省令様式の宛名については標準化対象外としています。

ただし、標準仕様として定義されないことが、省令様式のレイアウト外にシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ31）。
是 是 是 是 是 現行要件のままとします。 現行要件のままとします。

● 1252 126 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 5
給与支払報告書

（総括表）
2 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正

「内容」の記載を以下のとおり修正します。

課税の対象となる年度を記載（「西暦」、「和暦」、の選択ができるこ

と）

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1253 127 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 5
給与支払報告書

（総括表）
16 提出期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正

「内容」の記載を以下のとおり修正します。

提出期限を和暦で記載（「西暦」、「和暦」、の選択ができること）

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 2397 289 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 5
給与支払報告書

（総括表）
19 法人番号 ②：要件変更 ①：新規意見

データを保持していない場合の表示…（空欄）

※データを保持していない場合が想定されていない

データを保持していない場合の表示…「空欄」

※データを保持していない場合を想定している
⑤：過剰な要件

特別徴収義務者には、個人事業主もなりえるため、必ずしも「法人番号」が印字できる訳ではなく、だ

からといって事業主の個人番号を印字することはできない。

また、法人であったとしても、同法人だが部署別に特別徴収義務者となることもあり、法人番号を重複

して設定できないがために、法人番号を未登録にする場合もある。

案1）印字項目から除外する

案2）空欄も可とする

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度2 修正 否 ご意見を踏まえ、当該項目の登録がない場合は「空欄」とするよう修正します。 是 是 是 是 是 修正

法人番号（項目番号19）の登録がない場合は「空欄」とするよう修

正します。

● 2449 296 個人住民税 帳票要件 5
給与支払報告書

（総括表）
②：要件変更 ②：前回記載意見 18　通し番号が削除されている 通し番号が印字されるようお願いしたい。 ⑦：業務効率化

実績として毎年数十件件ほど抜き取りの作業があり、通し番号の印字がない場合抜き取り作業が困

難になり業務が滞るため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 644 71 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 15
個人住民税申告

書
21

カスタマーバーコー

ド
②：要件変更 ①：新規意見 削除されている 復活させる ⑦：業務効率化 経費削減のため

カスタマーバーコードを印字することにより、郵便料金が割

引されるため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1254 128 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 15
個人住民税申告

書
7 生年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 変更なし 否
全体方針として、省令様式の宛名については標準化対象外としています。

ただし、標準仕様として定義されないことが、省令様式のレイアウト外にシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ31）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2319 271 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 15
個人住民税申告

書
3 現住所 ②：要件変更 ①：新規意見 21 ⑧：業務精度向上 文字が途切れることなく当該項目を印字する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 修正後の要件及び意見の根拠の詳細が不明なため、対応不可と判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2320 272 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 15
個人住民税申告

書
4

1月1日現在の住

所
②：要件変更 ①：新規意見 21 ⑥：住民サービス向上 文字が途切れることなく当該項目を印字する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 修正後の要件及び意見の根拠の詳細が不明なため、対応不可と判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2321 273 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 15
個人住民税申告

書
5 フリガナ ②：要件変更 ①：新規意見 21 ⑧：業務精度向上 文字が途切れることなく当該項目を印字する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 修正後の要件及び意見の根拠の詳細が不明なため、対応不可と判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2322 274 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 15
個人住民税申告

書
6 氏名 ②：要件変更 14 ⑧：業務精度向上 文字が途切れることなく当該項目を印字する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

要確認 変更なし 否 修正後の要件及び意見の根拠の詳細が不明なため、対応不可と判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 166 33 個人住民税 帳票レイアウト 20

申告特例（ふるさ

と納税ワンストップ

特例）不適用の

お知らせ文書

24 発送番号 ②：要件変更 ①：新規意見 カスタマーバーコードの直下に印字
カスタマーバーコードの下部に２mm以上の空白を空

けて印字
⑧：業務精度向上

カスタマーバーコードの下部は２mm以上の空白を空けないと郵便局で取り扱ってもらえず、他の帳票に

ついては空白が空けられているため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 帳票レイアウトは、厳密な実装を求めるものではないため、対応不要と判断します（実態に応じて郵便局の規定に合わせることを許容）。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 506 62 個人住民税 帳票レイアウト 20

申告特例（ふるさ

と納税ワンストップ

特例）不適用の

お知らせ

17
今後のお手続きの

ご案内
⑥：表現の見直し ①：新規意見 寄付金受領証明書等 寄附金受領証明書等

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

帳票印字項目・諸元表と帳票レイアウトで「附」の字に表記のずれがあるため修正。 ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 修正 否 ご意見を踏まえ、当該項目の記載を修正します。 是 是 是 是 是 修正 「附」の表記を修正します。

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 1255 129 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 20

申告特例（古ア

ｓと納税ワンストッ

プ特例）不適用

のお知らせ文書

1 発行日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 備考　出力時に和暦又は西暦を選択
備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 是 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1256 130 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 20

申告特例（古ア

ｓと納税ワンストッ

プ特例）不適用

のお知らせ文書

16 賦課期日 ①：要件追加 ②：前回記載意見
諸元表　内容　元号（２桁）＋年（２桁）で制

御

諸元表　内容　「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」の選択ができること
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 是 是 ー 是 修正

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1842 185 個人住民税 帳票レイアウト 20

申告特例（ふるさ

と納税ワンストップ

特例）不適用の

お知らせ文書

25
所轄税務署名、

連絡先
①：要件追加 ①：新規意見

【所轄税務署】

●●●税務署

【所轄税務署】

●●●税務署

→地方税法２９４条３項の賦課期日現在住所の

所轄税務署も実装出来ること

⑥：住民サービス向上 住民登録外課税対象者の住民登録地については、地方税法２９４条３項通知送付先として必要

お客様が賦課期日不在の申告特例不適用のお知らせ

文書を受け取り、税務署へ確定申告をする際に、各自

治体へ問い合わせをせず所轄税務署へ申告をする事が

できる為

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

以下についてご回答ください。

・「地方税法２９４条３項の賦課期日現在住所の所轄税務署」情報の印字要否

・現行運用での当該情報の印字有無

・（現行運用で当該情報を印字していない場合）住登外課税者に本帳票を送付する場合、当該情報をお知らせしているか。

・（印字はないが住登外者に当該情報をお知らせしている場合）具体的にどの様に運用しているか

ー

・住民登録外課税対象者で申告特例通知がくる事例が無いため、「地方

税法２９４条３項の賦課期日現在住所の所轄税務署」情報の印字は

不要と考えています。

・当該帳票は作成していません。

ー

・必要なし

・印字なし

・お知らせしていない

非 現在、印字していないため。 印字していない。

・所轄税務署の印字は必要。

　

・現行、EXCELで作成（フリー記載できる機能がないため：税務署からの

連絡事項「例．コロナ対応で予約制のため直接来所は避けてください」等

を記載するため）

ー

地方税法２９４条３項の賦課期日現在住所の所轄税務署は印字し

ていない。

住登外課税者に送付する際、当該情報はお知らせしていない。

※確定申告書の手引きには申告書の提出日における住所地等の所管税

務署名を記載することとなっている。地方税法２９４条３項の賦課期日

現在住所の所轄税務署とは必ずしも一致しないのでは？

印字はあった方がよい

印字あり

住登外課税者（他市住民登録者も他市課税者

も）お知らせは他の方と同じ書式で送っているため

税務署の打ち分けはしていない

非

「地方税法２９４条３項の賦課期日現在住所の

所轄税務署」情報は必要無いと考えます。地元県

内の市町村以外、そもそも所轄税務署の把握すら

していない。本市では、現行運用での当該情報の印

字をしていません。別途当該情報についてのお知らせ

もしていません。書面上「寄付金の控除を受けるため

に必要な手続き　詳しい手続きについては○○市の

住民税担当課にお問い合わせ下さい」という文言を

入れているのみとなります。

・「地方税法２９４条３項の賦課期日現在住所の所轄税務署」情報

の印字は不要と考えます。

・現行運用では当該情報を印字していません。

・住登外課税者に本帳票を送付する場合、当該情報は知らせていませ

ん。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 変更なし 現行要件のままとします（対応なし）。

● 1843 186 個人住民税 帳票レイアウト 20

申告特例（ふるさ

と納税ワンストップ

特例）不適用の

お知らせ文書

2 宛先 ①：要件追加 ①：新規意見

郵便番号

所在地

氏名+様

郵便番号

所在地

氏名+様

→住民登録外課税対象者の住民登録地登録先

⑥：住民サービス向上 住民登録外課税対象者の住民登録地については、地方税法２９４条３項通知送付先として必要 通知を送付する際に参照できるようにする

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 住登外者の現住所を宛名又は送付先情報として登録していれば出力可能なため、対応不要と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2507 302 個人住民税 帳票要件 24

当初課税資料確

認一覧表

（事業所照会）

②：要件変更 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・提出された給与支払報告書が個人特定できない

場合

・受給者ごとの支払額が非課税限度額を超える場

合

・個人特定不可で回送先自治体が不明（マイナン

バーの記載がないなど）の場合

・所得税の住宅借入金等特別控除の額＞０の場

合

・源泉徴収税額＝０の場合

・住宅借入金等特別控除可能額＝０の場合

＜実装すべき出力条件＞

・提出された給与支払報告書が個人特定できない

場合

　かつ　受給者ごとの支払額が非課税限度額を超え

る場合

　かつ　個人特定不可で回送先自治体が不明（マ

イナンバーの記載がないなど）の場合

・所得税の住宅借入金等特別控除の額＞０の場

合

　かつ　源泉徴収税額＝０の場合

　かつ　住宅借入金等特別控除可能額＝０の場合

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

実装すべき出力条件が列挙されていたが、1行ごとの条件では、出力条件が正しく表現できていないと

思われたため。

個人が特定できない給与支払報告書、住宅借入金特別控除の算出根拠が不明な給与支払報告

書について、給与支払報告書を提出した事業所に照会を行う想定ではないか？

現行は、個人が特定できない給与支払報告書につい

て、給与支払報告書を提出した事業所に照会を行って

いる。対象とする給与支払報告書は、バッチ処理で個人

特定できなかった給与支払報告書のうち、支払額が非

課税限度額を超える、マイナンバーの記載がないなどをオ

ンラインで確認して事業所照会対象者として更新したも

のを対象としている。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 保留 保留
主な出力条件に列挙した条件を組み合わせた設定（”かつ”や”または”の双方の組み合わせに対応し、設定”する””しない”も選択）が可能という解釈でよいか、

全体方針を確認中です。
ー 是 ー 是 変更なし

税務共通要件で、主な出力条件を組み合わせて設定することについ

て追記することとなったため、個人住民税の要件としては対応しないこ

ととします。

● 3143 344 個人住民税 帳票要件 24

当初課税資料確

認一覧表（事業

所照会）

②：要件変更 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・受給者ごとの支払額が非課税限度額を超える場

合

該当行の削除 ⑤：過剰な要件
受給者ごとの支払額が非課税限度額を超えるのは、普通のデータと思われますが、どのような意図で照

会するのでしょうか。

③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 保留 保留

主な出力条件に列挙した条件を組み合わせた設定（”かつ”や”または”の双方の組み合わせに対応し、設定”する””しない”も選択）が可能という解釈でよいか、

全体方針を確認中です。
ー 是 ー 是 変更なし

税務共通要件で、主な出力条件を組み合わせて設定することについ

て追記することとなったため、個人住民税の要件としては対応しないこ

ととします。

● 1991 230 個人住民税 帳票要件 25

当初課税資料に

かかる確認が必要

な個人の課税情

報の照会用文書

⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑧：業務精度向上

・住宅借入金等特別控除に関する出力条件が３点挙げられているが、居住開始年月日と住宅取得

区分が不一致等条件を増やし、かつ、複合的要件にする必要があるのではないか。

・課税資料について詳細な資料種別が記載されていない。給与支払報告書に限定されるのか。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 保留 保留
主な出力条件に列挙した条件を組み合わせた設定（”かつ”や”または”の双方の組み合わせに対応し、設定”する””しない”も選択）が可能という解釈でよいか、

全体方針を確認中です。
ー 是 ー 是 変更なし

税務共通要件で、主な出力条件を組み合わせて設定することについ

て追記することとなったため、個人住民税の要件としては対応しないこ

ととします。

● 2508 303 個人住民税 帳票要件 25
当初課税資料確

認用文書
②：要件変更 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・提出された給与支払報告書が個人特定できない

場合

・受給者ごとの支払額が非課税限度額を超える場

合

・個人特定不可で回送先自治体が不明（マイナン

バーの記載がないなど）の場合

・所得税の住宅借入金等特別控除の額＞０の場

合

・源泉徴収税額＝０の場合

・住宅借入金等特別控除可能額＝０の場合

＜実装すべき出力条件＞

・提出された給与支払報告書が個人特定できない

場合

　かつ　受給者ごとの支払額が非課税限度額を超え

る場合

　かつ　個人特定不可で回送先自治体が不明（マ

イナンバーの記載がないなど）の場合

・所得税の住宅借入金等特別控除の額＞０の場

合

　かつ　源泉徴収税額＝０の場合

　かつ　住宅借入金等特別控除可能額＝０の場合

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

実装すべき出力条件が列挙されていたが、1行ごとの条件では、出力条件が正しく表現できていないと

思われたため。

個人が特定できない給与支払報告書、住宅借入金特別控除の算出根拠が不明な給与支払報告

書について、給与支払報告書を提出した事業所に照会を行う想定ではないか？

現行は、個人が特定できない給与支払報告書につい

て、給与支払報告書を提出した事業所に照会を行って

いる。対象とする給与支払報告書は、バッチ処理で個人

特定できなかった給与支払報告書のうち、支払額が非

課税限度額を超える、マイナンバーの記載がないなどをオ

ンラインで確認して事業所照会対象者として更新したも

のを対象としている。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 保留 保留
主な出力条件に列挙した条件を組み合わせた設定（”かつ”や”または”の双方の組み合わせに対応し、設定”する””しない”も選択）が可能という解釈でよいか、

全体方針を確認中です。
ー 是 ー 是 変更なし

税務共通要件で、主な出力条件を組み合わせて設定することについ

て追記することとなったため、個人住民税の要件としては対応しないこ

ととします。

● 2487 300 個人住民税 帳票要件 27 回送資料一覧 ①：新規意見 ・特別徴収・普通徴収　の区別 ⑦：業務効率化 受け取った市町の業務効率化のため
③：現行システムでは使

用していない帳票
優先度4 修正 否 ご指摘を踏まえ、徴収方法（特別徴収・普通徴収）を出力項目に追加します。 是 是 是 是 是 追加 徴収方法（特別徴収・普通徴収）を出力項目に追加します。

● 2488 301 個人住民税 帳票要件 27 回送資料一覧
個別の項目知して管理することは不要と判断してい

る。
何と書いてあるのか？ 要確認 修正 否

ご指摘の記載を修正します。

【修正案】

「~個別の項目として管理することは不要と判断している。」

是 是 是 是 是 修正

「第2.0版への改訂理由」の記載を修正します。

【帳票no.27】

「~個別の項目として管理することは不要と判断している。」

● 1958 218 個人住民税 帳票要件 34
扶養更新エラーリ

スト
①：要件追加 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

⑦：業務効率化 エラーとなるケースに「ひとり親控除」と「障害者控除」周りが多いため、それらのチェックも実装すべき。
②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、条件に追加します。

【修正案】

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）が特定できなかったもの

・事業専従者かつ被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（同一生計配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）情報不一致

・配偶者所得の不一致

・「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致している、生年月日とカナ氏名が一致するが、マイナンバーが違う）

是 是 是 是 是 追加

条件に追加します。

【帳票No.34】

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）が特定できな

かったもの

・事業専従者かつ被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含

む）となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（同一生計配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）

情報不一致

・配偶者所得の不一致

・「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致している、生年月日

とカナ氏名が一致するが、マイナンバーが違う）

● 2212 256 個人住民税 帳票要件 34
扶養更新エラーリ

スト
②：要件変更 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者が特定できなかったもの

・事業専従者かつ被扶養者となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養人数と被扶養者情報不一致

・配偶者所得の不一致

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致し

ている、生年月日とカナ氏名が一致するが、マイナン

バーが違う）

＜出力項目＞

・エラー情報

・扶養削除

・追加

・内訳

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者が特定できなかったもの

・事業専従者かつ被扶養者となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（生計同一配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者情報不一致

・配偶者所得の不一致

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致し

ている、生年月日とカナ氏名が一致するが、マイナン

バーが違う）

＜出力項目＞

・エラー情報

・扶養削除

・追加

・内訳

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

扶養重複に関する規定（地方税法第292条第2項）では同一生計配偶者とその他の納税義務者

の扶養親族に該当する場合はいづれか一つにのみ該当すると規定されています。

修正前の記載では同一生計配偶者が対象になるか判別がつきませんので、明確にすべきです。

扶養関連の設定は、地方税法第292条第2項、第3

項の重複扶養に係る制限を順守するために設定していま

す。

したがって、同一生計配偶者であっても扶養関連の設定

を行い、その上でエラーチェック、調査等を実施します。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 修正 否

ご指摘を踏まえ、条件に追加します。

【修正案】

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）が特定できなかったもの

・事業専従者かつ被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（同一生計配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）情報不一致

・配偶者所得の不一致

・「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致している、生年月日とカナ氏名が一致するが、マイナンバーが違う）

是 是 是 是 是 追加

条件に追加します。

【帳票No.34】

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）が特定できな

かったもの

・事業専従者かつ被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含

む）となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（同一生計配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）

情報不一致

・配偶者所得の不一致

・「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致している、生年月日

とカナ氏名が一致するが、マイナンバーが違う）

● 2329 279 個人住民税 帳票要件 34
扶養更新エラーリ

スト
⑥：表現の見直し ①：新規意見

被扶養者

（３か所あり）

被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含

む）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

被扶養者の条件を明確化するため。

機能要件の項番1.1.34　の表記と連動します。
優先度1 修正 否

ご指摘を踏まえ、条件に追加します。

【修正案】

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）が特定できなかったもの

・事業専従者かつ被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（同一生計配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）情報不一致

・配偶者所得の不一致

・「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致している、生年月日とカナ氏名が一致するが、マイナンバーが違う）

是 是 是 是 是 追加

条件に追加します。

【帳票No.34】

＜実装すべき出力条件＞

・扶養者、被扶養者の所得要件の超過

・年齢要件の誤り

・被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）が特定できな

かったもの

・事業専従者かつ被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含

む）となっているもの

・配偶者特別控除の重複

・扶養（同一生計配偶者含む）の重複

・扶養人数と被扶養者（所得金額調整控除対象被扶養者含む）

情報不一致

・配偶者所得の不一致

・「ひとり親控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・「障害者控除」の条件に該当しない、不一致のもの

・対象者特定時のエラー（マイナンバーのみで一致している、生年月日

とカナ氏名が一致するが、マイナンバーが違う）

● 2330 280 個人住民税 帳票要件 37

死亡、転出、出

国者及び消除者

リスト

②：要件変更 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・死亡者

・転出者

・消除者

・異動年月日（期間指定）

＜実装してもしなくても良い条件＞

・出国者

（以下省略）

＜実装すべき出力条件＞

・死亡者

・転出者（出国者含む）

・消除者

・異動年月日（期間指定）

＜実装してもしなくても良い条件＞

・出国者　←　削除

（以下省略）

⑦：業務効率化

転出者と出国者を分けているが、＜出力項目＞で転出者については転出先・出国先とあることから、転

出者と出国者とは転出先が国内か国外かの違いしかなく分類の必要はないことから、転出者（出国者

含む）とならないか。

　併せて、帳票名称を「死亡、転出及び消除者リスト」としてはどうか

優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、帳票名称を修正します。

【修正案】

・死亡、転出及び消除者リスト

是 是 是 是 是 修正

帳票名称を修正します。

【修正案】

・死亡、転出及び消除者リスト

● 121 9 個人住民税 帳票要件 42
特別徴収税額決

定通知書
⑥：表現の見直し ①：新規意見 「例月処理」「更正処理」の定義が不明確。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

優先度1 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 147 14 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

2 公印 ②：要件変更 ①：新規意見 編集条件有（プレプリントも可）
編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票№44.特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）および45.特別徴収税額変更通知書

（納税義務者用）の２「公印」の編集条件に「プレプリントかシステム印字で選択可能」と設定されて

おり、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 148 15 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

38
発行者名・肩書

き
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件有（プレプリントも可）

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票№44.特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）および45.特別徴収税額変更通知書

（納税義務者用）の２「公印」の編集条件に「プレプリントかシステム印字で選択可能」と設定されて

おり、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 149 16 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

39
発行者名・首長

名
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件有（プレプリントも可）

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票№44.特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）および45.特別徴収税額変更通知書

（納税義務者用）の２「公印」の編集条件に「プレプリントかシステム印字で選択可能」と設定されて

おり、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 219 50 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

87 通知文 ①：要件追加 ①：新規意見

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

通知文は通知書の要件として必要になる。 通知文を印字して送付 ④：スクラッチ開発で実装 優先度1 221 変更なし 否 当該項目はAPPLICご意見を踏まえプレプリントの前提の整理としたため、現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1257 131 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

1 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

省令様式が和暦のため、現行要件のままとします。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1258 132 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

37 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 備考　出力時に和暦又は西暦を選択
備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 2393 285 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

70 ①：要件追加 ①：新規意見

事業所終了であることの表示

（一括処理により複数事業者分を出力する際に、

一事業者分が終了した子を判別するための項目。特

定の記号等の出力を想定している。）

⑧：業務精度向上

「実装してもしなくても良い機能」から削除されていたため追加。

税額通知を出力および封入封緘を委託しているが、現行でも最終頁が一目で分かるよう、記号を印字

している。大規模事業所も多いため、必要な項目である。

一括処理により複数事業者分を出力する際に、一事業

者分が終了した子を判別する。特定の記号等の出力を

想定。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2447 294 個人住民税 帳票要件 42
特別徴収税額決

定通知書
②：要件変更 ②：前回記載意見 72　通し番号が削除されている 通し番号が印字されるようお願いしたい。 ⑦：業務効率化

実績として毎月十数件ほど抜き取りの作業があり、通し番号の印字がない場合抜き取り作業が困難に

なり業務が滞るため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2512 307 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 42

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

66 備考 ②：要件変更 ①：新規意見

特別徴収義務者の情報に応じて、「納期特例適用

あり」、「納入書なし」、「納税義務者用通知なし」、

「全従業員0円」、「口座振替無」を印字

特別徴収義務者の情報に応じて、「納期特例適用

あり」、「納入書なし」、「納税義務者用通知なし」、

「全従業員0円」を印字

⑦：業務効率化
現行、給与特別徴収は口座振替を行っていない。「口座振替無」を印字した場合、口座振替ができ

ると勘違いされると運用上支障がある。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 2513 変更なし 否 特別徴収義務者の情報に応じて、印字の変更が可能であるため、現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 150 17 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

2 公印 ②：要件変更 ①：新規意見 編集条件有（プレプリントも可）
編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票№44.特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）および45.特別徴収税額変更通知書

（納税義務者用）の２「公印」の編集条件に「プレプリントかシステム印字で選択可能」と設定されて

おり、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 151 18 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

38
発行者名・肩書

き
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件有（プレプリントも可）

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票№44.特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）および45.特別徴収税額変更通知書

（納税義務者用）の２「公印」の編集条件に「プレプリントかシステム印字で選択可能」と設定されて

おり、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 152 19 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

39
発行者名・首長

名
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件有（プレプリントも可）

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

帳票№44.特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）および45.特別徴収税額変更通知書

（納税義務者用）の２「公印」の編集条件に「プレプリントかシステム印字で選択可能」と設定されて

おり、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 221 52 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

87 通知文 ①：要件追加 ①：新規意見

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

通知文は通知書の要件として必要になる。 通知文を印字して送付 ④：スクラッチ開発で実装 優先度1 219 変更なし 否 当該項目はAPPLICご意見を踏まえプレプリントの前提の整理としたため、現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1259 133 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

1 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

省令様式が和暦のため、現行要件のままとします。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1260 134 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

37 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 備考　導入時に和暦又は西暦を選択
備考　導入時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 2394 286 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

70 ①：要件追加 ①：新規意見

事業所終了であることの表示

（一括処理により複数事業者分を出力する際に、

一事業者分が終了した子を判別するための項目。特

定の記号等の出力を想定している。）

⑧：業務精度向上

「実装してもしなくても良い機能」から削除されていたため追加。

税額通知を出力および封入封緘を委託しているが、現行でも最終頁が一目で分かるよう、記号を印字

している。大規模事業所も多いため、必要な項目である。

一括処理により複数事業者分を出力する際に、一事業

者分が終了した子を判別する。特定の記号等の出力を

想定。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2448 295 個人住民税 帳票要件 43
特別徴収税額決

定通知書
②：要件変更 ②：前回記載意見 72　通し番号が削除されている 通し番号が印字されるようお願いしたい。 ⑦：業務効率化

実績として毎月十数件ほど抜き取りの作業があり、通し番号の印字がない場合抜き取り作業が困難に

なり業務が滞るため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 2513 308 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 43

特別徴収税額決

変更通知書（特

別徴収義務者

用）

66 備考 ②：要件変更 ①：新規意見

特別徴収義務者の情報に応じて、「納期特例適用

あり」、「納入書なし」、「納税義務者用通知なし」、

「全従業員0円」、「口座振替無」を印字

特別徴収義務者の情報に応じて、「納期特例適用

あり」、「納入書なし」、「納税義務者用通知なし」、

「全従業員0円」を印字

⑦：業務効率化
現行、給与特別徴収は口座振替を行っていない。「口座振替無」を印字した場合、口座振替ができ

ると勘違いされると運用上支障がある。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 2512 変更なし 否 特別徴収義務者の情報に応じて、印字の変更が可能であるため、現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 153 20 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 44

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

87
発行者名・肩書

き
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件無

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

項目番号２（公印）において、「プレプリントかシステム印字で選択可能」と編集条件が設定されてお

り、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是

「その他編集条件」を「プレプリントか

システム印字で選択可能」に修正し

ます。

「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 154 21 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 44

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

88
発行者名・首長

名
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件無

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

項目番号２（公印）において、「プレプリントかシステム印字で選択可能」と編集条件が設定されてお

り、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 907 83 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 44

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

照会番号 ①：要件追加 ①：新規意見 （削除）

印字内容は、宛名番号、事業所内連番、住民番

号から選択

※削除しない

⑥：住民サービス向上

特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）においては、問い合わせ対応用番号として利用できる

印字項目は指定番号・受給者番号・宛名番号であるるところ、これらの番号は特別徴収義務者用通

知においても印字項目とされており、特別徴収義務者と納税義務者の双方が知り得る番号となってい

る。したがって、これらの番号によって電話問い合わせ時に納税義務者本人であることの確認はできな

い。

このことから、特別徴収税額決定通知書（納税義務者用）には、特別徴収税額決定通知書（特

別徴収義務者用）に印字されない照会用の番号を別途印字することが必要である。

電話問い合わせ時に照会用番号を確認することで本人

確認を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1261 135 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 44

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

1 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

省令様式が和暦のため、現行要件のままとします。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1262 136 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 44

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

86 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見
備考　出力時に和暦又は西暦を選択

諸元表　和暦

備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択

諸元表　和暦/西暦

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 2331 281 個人住民税 帳票要件 44
特別徴収税額通

知作成結果
⑥：表現の見直し ①：新規意見 ・電子通知（eLTAX・電子媒体）

・電子通知（eLTAX・光ディスク等（光ディスク等は

令和５年度通知分まで））

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

法令改正により該当年度以後の実装は過剰な要件となるため。 優先度1 変更なし 否 当該改正対応については、3.0版での対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2395 287 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 44

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

96 ①：要件追加 ①：新規意見

事業所終了であることの表示

（一括処理により複数事業者分を出力する際に、

一事業者分が終了した子を判別するための項目。特

定の記号等の出力を想定している。）

⑧：業務精度向上

「実装してもしなくても良い機能」から削除されていたため追加。

税額通知を出力および封入封緘を委託しているが、現行でも最終頁が一目で分かるよう、記号を印字

している。大規模事業所も多いため、必要な項目である。

一括処理により複数事業者分を出力する際に、一事業

者分が終了した子を判別する。特定の記号等の出力を

想定。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 155 22 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 45

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

87
発行者名・肩書

き
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件無

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

項目番号２（公印）において、「プレプリントかシステム印字で選択可能」と編集条件が設定されてお

り、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 156 23 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 45

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

88
発行者名・首長

名
②：要件変更 ①：新規意見 編集条件無

編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可

能）

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

項目番号２（公印）において、「プレプリントかシステム印字で選択可能」と編集条件が設定されてお

り、それに合わせるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 修正 否 編集条件有（プレプリントかシステム印字で選択可能も可） 是 是 是 是 是 修正
「その他編集条件」を「プレプリントかシステム印字で選択可能」に修正

します。

● 1263 137 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 45

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

1 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

省令様式が和暦のため、現行要件のままとします。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1264 138 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 45

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

86 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見
備考　出力時に和暦又は西暦を選択

諸元表　和暦

備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択

諸元表　和暦/西暦

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 2396 288 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 45

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

96 ①：要件追加 ①：新規意見

事業所終了であることの表示

（一括処理により複数事業者分を出力する際に、

一事業者分が終了した子を判別するための項目。特

定の記号等の出力を想定している。）

⑧：業務精度向上

「実装してもしなくても良い機能」から削除されていたため追加。

税額通知を出力および封入封緘を委託しているが、現行でも最終頁が一目で分かるよう、記号を印字

している。大規模事業所も多いため、必要な項目である。

一括処理により複数事業者分を出力する際に、一事業

者分が終了した子を判別する。特定の記号等の出力を

想定。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2019 245 個人住民税 帳票要件 47 納税通知書 ①：要件追加 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・当初処理・更正処理

・通知日

・発送日

＜実装してもしなくても良い出力条件＞

・個別対応の事由

・分離課税に係る所得割分の対象者

＜除外条件＞

・一括発行前に、オンライン上で個別出力した帳票

（除外した場合には除外対象者のリスト（帳票）を

出力すること）。

・当初課税時だけでなく、随時更正時でも普通徴収

税額に変更のなかった場合は一括発行の対象外とで

きること（徴収方法の変更の場合は、普徴税額が変

わるため納通を発行できること。還付額が発生又は

変更になった場合は発行できること）。

・新規非課税者の納税通知書は更正処理に基づく

一括発行の対象外とできること。

＜実装すべき出力条件＞

・当初処理・更正処理

・通知日

・分離課税に係る所得割分の対象者

・発送日

＜除外条件＞

・一括発行前に、オンライン上で個別出力した帳票

（除外した場合には除外対象者のリスト（帳票）を

出力すること）。

・当初課税時だけでなく、随時更正時でも普通徴収

税額に変更のなかった場合は一括発行の対象外とで

きること（徴収方法の変更の場合は、普徴税額が変

わるため納通を発行できること。還付額が発生又は

変更になった場合は発行できること）。

・新規非課税者の納税通知書は更正処理に基づく

一括発行の対象外とできること。

⑥：住民サービス向上

現状の納税通知書には当然分離課税に係る所得割や所得の記載があり、それを削除することは市民

サービスの低下につながるため。また、課税者の状況によっては個別対応の事由も必要不可欠であるた

め。

現状とおなじように、分離課税に係る所得割や所得の表

示・個別対応の事由を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 2020 変更なし 否 実装可能な事業者で対応いただく想定です。 是 是 是 非
分離課税の所得についてはNO158で印字要否が

検討されているため
是 変更なし 現行要件のままとします。

● 120 8 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 48 税額変更通知書 50
口座情報

振替方法
①：要件追加 ①：新規意見 各期または全期を印字

各期または全期を印字（２期以降の変更通知書の

場合、全期登録者でも各期を選択可能）
⑥：住民サービス向上

全期登録者については１期～４期の口座振替の場合に全期振替可能のため、２期以降の変更通

知書の場合、全期と表示すると誤った情報を与えてしまうため。

２期以降は全期登録者も各期表記がされ、市民の方に

理解しやすい情報となる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【確認】

以下のとおり要件を修正する方針として良いか確認させてください。

各期または全期を印字（２期以降の変更通知書の場合、全期登録者でも各期を選択可能）

ー 問題ありません。 ー 良い 是 良い ー 修正してよい。 是
追加で全期の場合には期割も変更されて表示して

ほしい
是 左記の要件で問題無いと考えます。 問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

以下のとおり修正します。

各期または全期を印字（２期以降の変更通知書の場合、全期登録

者でも各期を選択可能）

● 2020 246 個人住民税 帳票要件 48 税額変更通知書 ②：要件変更 ①：新規意見 No.47に同じ No.47に同じ 要確認 2019 変更なし 否 実装可能な事業者で対応いただく想定です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 157 24 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 55
（その他）雑

（所得金額）
②：要件変更 ②：前回記載意見 （その他）雑（所得金額）を印字

「雑所得の合計」または「その他雑所得と業務雑所

得の合計」を印字
⑥：住民サービス向上

業務雑所得は印字しない項目となっており、その他雑所得のみを印字すると通知書上での所得の合

計が一致しないと考えられるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 変更なし 否
「（その他）雑（所得金額）を印字」の「その他」とは、公的年金等収入に係る雑所得（項目番号５３）を除いた残りの雑所得を意味するものであり、通知

書上の所得合計とも一致することから対応は不要と判断しました。
是 是 非

「（その他）雑（所得金額）を印字」の「その他」

とは、公的年金等収入に係る雑所得（項目番号

５３）を除いた残りの雑所得を意味するものという

根拠が不明。申告書上は、雑の所得の区分として

公的年金等、業務、その他に分かれているため、業

務雑を追加したい。その他雑に含む場合は、意見の

とおりその他雑所得と業務雑所得の合計」を印字と

したい。

是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 158 25 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 追加 山林所得　他 ①：要件追加 ②：前回記載意見 印字無
山林所得などの分離課税の所得・分離譲渡所得の

特別控除額を印字
⑥：住民サービス向上

分離課税の所得の印字がなく、課税標準額の印字のみでは課税標準額の算出の根拠が不明瞭であ

るため

また、合計所得金額の計算は特別控除前の金額で行うため、特別控除額の印字がないと、例えば分

離譲渡の特別控除のみで他の所得も無い場合等、均等割が課税される理由が通知書だけでは判断

できないケースが生じるため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 158・2514 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

山林・退職・分離（分離短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・分離長期譲渡優良住宅等・分離長期譲渡居住用財産・一般株式等譲渡・上場

株式等譲渡・上場株式等の配当等・先物取引）所得の明細・分離譲渡所得の特別控除額の印字要否をご回答ください。

また、印字が必要と判断された場合は、想定されている印字位置及び理由についても併せてご回答ください。

ー

印字は必要です。

分離については、特別控除前と後が印字されることが望ましい。

印字位置は、所得金額等の中で編集。又は別の欄を設ける。（課標を

所得控除の下に移動）

所得証明書の代わりに使用されることを考慮すると分離所得の明細も必

要と思われます。

ー
所得の明細は印字が必要だが特別控除額は不要。所得明細の印字位

置は合計所得金額記載付近で問合せ対応等のため必要。
ー

印字はあった方がよいと考える。理由は意見と同様。

印字位置は分離所得の内訳として、特別控除前と特別控除後の所得が

記載できれば良い。
要

・所得詳細欄に印字を想定。

印字理由は、合計所得で影響する課税内容の説明を簡易的に伝わりや

すくするため。

ー

印字が必要。税額を計算する上で必要な課税標準額を算出するための

根拠となる数字のため。

現行も印字していて、納税義務者に対しての説明責任を果たすため必

要。

印字位置は所得金額等の欄としたい。

是 所得金額の欄に所得と特別控除額を載せる 是

本市では現行システム上、「分離短期所得」「分離長期所得」「上株等

譲渡」「上株配当等」「先物取引所得」のようにまとめて印字しており、分

離所得の明細や特別控除額をそこまで細かく印字していないため、印字は

不要と考える。

本市の提案案件です。

想定される印字位置につきましては、「課税標準額」欄の項目数を半減

し（12項目→６項目）、空いたスペースを「所得金額等」欄に転用した

うえ項目数を増やし印字してはどうかと考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加

大分類「合計所得区分」の小分類として、「山林・退職・分離（分離

短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・分離長期譲渡優

良住宅等・分離長期譲渡居住用財産・一般株式等譲渡・上場株

式等譲渡・上場株式等の配当等・先物取引）所得の明細・分離譲

渡所得の特別控除額」を追加します。

● 159 26 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 71 繰越損失 ②：要件変更 ②：前回記載意見
繰越損失額が複数あっても（純（雑）損失・株式

譲渡等の損失・先物取引損失など）総額で印字
繰越損失が複数ある場合、その種類ごとに印字 ⑥：住民サービス向上

損失の種類ごとに通算できる所得が異なり、課税標準額の計算の根拠が不明瞭となるため、損失の種

類ごとに印字が必要

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 変更なし 否 納税義務者が必ずしも必要とする情報ではないため、省令様式としては対応不要と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 160 27 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 追加
前年度までに通

知済みの額
①：要件追加 ②：前回記載意見 印字無

項目番号「114」と「115」の間に「前年度までに通

知済みの額」を印字
⑥：住民サービス向上

過年度調定の場合、前年度までに通知済みの額を印字しないと、本年度納めていただく額の根拠を示

すことができないため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

過年度調定の場合に、「前年度までに通知済みの額」を印字すべきかご回答ください。

また、印字が必要とされた場合は、想定されている印字位置及び当初通知時の扱い（空欄や”＊”埋め等）、理由についても併せてご回答ください。

ー

印字は必要です。

印字位置は、「給与・公的年金等からの特別徴収税額」欄。現年度と過

年度でタイトルを変える。

年税額－〇〇＝差引普通徴収税額　となる表示が分かりやすいと思い

ます。

ー 必要なし。 ー

印字しなくてよい。前年度までの収納状況は納税通知書に記載すべき必

須項目ではないと考える。 印字すべき ー 必要ない。更正前後の年税額等で確認可能ではないか？ 是
現年も同じだが変更点がわかる表示しなければ説

明しにくい
是

本市の提案要件です。

想定される印字位置につきましては、「給与・公的年金等からの特別徴収

税額」欄と「差引普通徴収税額（本年度納めていただく額）」欄の間が

どうかと考えます。

また、当初通知時の扱いにつきましては、「”＊”埋め」が望ましいと考えま

す。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加

項目番号「114」と「115」の間に「前年度までに通知済みの額」を追

加します。

また、「当初通知時等で情報がない場合は、”＊”埋めとする」を「備

考」欄に記載します。

●
202 39 個人住民税 帳票レイアウト 49 納税通知書 期別 ②：要件変更 期別、納期限の枠数

当町では、7期まで納期を設定しているため納期、納

期限の枠の数を増やしてもらうよう要望します。

②：条例への対応・独自

施策の実現
「町税の納期の特例に関する条例」において、納期の特例を設けているため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 203 変更なし 否 条例に基づいた項目の追加、レイアウトの変更を妨げるものではないため、対応不要と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1040 94 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 114

給与・公的年金

等からの特別徴収

税額

②：要件変更 ①：新規意見
給与と公的年金等からの特別徴収税額が合算され

て印字されるようになっている。

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収

税額が別々に表示されるようにする。
⑥：住民サービス向上

給与と公的年金等からの特別徴収税額が両方ある人に対して内訳が不明になるため、別々に表示さ

せたほうが分かりやすいため。

住民から問い合わせがあった際に給与と公的年金等から

の特別徴収税額が別々に印字させたほうが分かりやすい

ため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 1041 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を別々に表示する必要があるかをご回答ください。

また、必要とされる場合はその理由も併せてご回答ください。

ー 上に別の項目があるので、一緒でいいと思われます。 ー 問合せ対応のため必要。 是 必要がある。理由は意見と同様。 必要
住民が自身の税を、どのような方法で納付するのかを分かりやすく把握す

るため
ー

別々に表示したい。給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税

額は別の徴収方法のため、合計した金額に意味がない。

項番２４・２５との違いはあるのか？

是
給与特徴と年金特徴の組み合わせの方は多くあり、

年金の支払い通知などと比べることも多いので必要
是

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を別々に表示す

る必要があると考えます。本市の現行システム上においても印字をしてお

り、それぞれ別々に表示されなければ、内訳についての問い合わせが増加

することが懸念される。

住民からの問い合わせに迅速に対応できるため、給与特別徴収税額と公

的年金等からの特別徴収税額を別々に表示する必要があると考えます。
ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を個別の項目

として整理します。

● 1265 139 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 4 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1266 140 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 5 調定年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1267 141 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 29 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1268 142 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 32 納期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1269 143 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 36
当年度分の仮特

別徴収月
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1270 144 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 38
当年度分の特別

徴収月
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1271 145 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 43
翌年度分の仮特

別徴収月
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1272 146 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 45
市民税・県民税

課税明細タイトル
①：要件追加 ②：前回記載意見

備考/諸元表　内容

以下の形式で印字

「令和YY年度＿市民税・県民税課税明細書＿

（令和YY年MM月DD日現在）」

備考/諸元表　内容

以下の形式で印字

「●●年度＿市民税・県民税課税明細書＿（●

●年MM月DD日現在）」

●●は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1659 176 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 ①：要件追加 ①：新規意見
ふるさと特例控除額、ワンストップ特例控除額を印字

する
⑥：住民サービス向上

ふるさと納税に関わる控除金額についての関心が市民は高く、寄付金控除額とは別に確認できる欄が

必要なため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

以下文言を帳票要件に追加する方針として良いでしょうか。

＜実装してもしなくても良い出力条件＞

・ふるさと特例控除額、ワンストップ特例控除額を印字できること

ー
過剰な機能であると思われます。印字できる場所がすくないため、スペース

の関係からも難しいのではないかと考えられます。
ー 良い 是

ふるさと特例控

除額、ワンス

トップ特例控

除額を印字し

たほうが良い

住民自らが寄付した結果を分かりやすく提示するためには、ふるさと特例

控除額、ワンストップ特例控除額を印字したほうが良い
ー

実装してもしなくても良い出力条件として追加するなら問題ない。

現行は、寄附金税額控除として記載していて、ふるさと特例控除額、ワン

ストップ特例控除額の明細は印字していない。

是 例年問い合わせ対応に苦慮している項目　必要 是

（特別徴収税額の決定変更通知書上では、本市の現行システム上でも

印字しており）、普通徴収の納税通知書兼決定変更通知書上において

も、左記の要件で問題無いと考える。

是 問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加
項目番号「104」「105」の間に「ふるさと特例控除額」、「ワンストップ

特例控除額」を追加します。

● 1859 193 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 ①：要件追加 ①：新規意見 家屋敷・事業所課税 ⑥：住民サービス向上 課税根拠の一つであるため、家屋敷・事業所課税であることを示す印字を行えるべきではないか。
本人条該当区分の右端に項目を追加するか、もしくは

余白部分に家屋敷・事業所課税の文字を印字する。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度2 1932 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

以下文言を帳票要件に追加する方針として良いでしょうか。

家屋敷・事業所課税についても印字できること。

ー 問題ありません。 ー 良い 是 良い ー 追加したい。 是 是 左記の要件については問題無いと考える。 是 問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加
項目番号「116」の「備考」に「家屋敷・事業所課税に該当する場合

は、その旨を印字できること」を追記します。

● 1932 207 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 ①：要件追加 ①：新規意見 家屋敷・事業所課税 ⑥：住民サービス向上 課税根拠の一つであるため、家屋敷・事業所課税であることを示す印字を行えるべきではないか。
本人条該当区分の右端に項目を追加するか、もしくは

余白部分に家屋敷・事業所課税の文字を印字する。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度2 1859 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

以下文言を帳票要件に追加する方針として良いでしょうか。

家屋敷・事業所課税についても印字できること。

ー 問題ありません。 ー 良い 是 良い ー 追加したい。 是 是 左記の要件については問題無いと考える。 是 問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。

項目番号「118」の「備考」に「家屋

敷・事業所課税に該当する場合は、

その旨を印字できること」を追記しま

す。

項目番号「118」の「備考」に「家屋敷・事業所課税に該当する場合

は、その旨を印字できること」を追記します。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 2514 309 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 49 納税通知書 ①：要件追加 ①：新規意見

所得金額等を記載する欄に山林・退職・分離（分

離短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・

分離長期譲渡優良住宅等・分離長期譲渡居住用

財産・一般株式等譲渡・上場株式等譲渡・上場株

式等の配当等・先物取引）所得の明細も印字して

ほしい。

⑥：住民サービス向上

第1版にあった分離所得に該当する所得が削除されていている。所得金額等を記載する欄に分離所

得等の明細も印字したい。税額の根拠となる数字はできるだけ記載したい。所得証明書にも記載する

項目となっている。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 158・2514 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

山林・退職・分離（分離短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・分離長期譲渡優良住宅等・分離長期譲渡居住用財産・一般株式等譲渡・上場

株式等譲渡・上場株式等の配当等・先物取引）所得の明細・分離譲渡所得の特別控除額の印字要否をご回答ください。

また、印字が必要と判断された場合は、想定されている印字位置及び理由についても併せてご回答ください。

ー 連番158と同じ ー
所得の明細は印字が必要だが特別控除額は不要。所得明細の印字位

置は合計所得金額記載付近で問合せ対応等のため必要。
―

印字はあった方がよいと考える。理由は意見と同様。

印字位置は分離所得の内訳として、特別控除前と特別控除後の所得が

記載できれば良い。

要
・所得詳細欄に印字を想定。

印字理由は、課税根拠はできるだけ記載したいため。
ー

印字が必要。税額を計算する上で必要な課税標準額を算出するための

根拠となる数字のため。

現行も印字していて、納税義務者に対しての説明責任を果たすため必

要。

印字位置は所得金額等の欄としたい。

是 分離所得方が増えている。必要。所得金額に記入 是

本市では現行システム上、「分離短期所得」「分離長期所得」「上株等

譲渡」「上株配当等」「先物取引所得」のようにまとめて印字しており、分

離所得の明細や特別控除額をそこまで細かく印字していないため、印字は

不要と考える。

本市の提案案件（NO158）と類似案件です。

想定される印字位置につきましては、「課税標準額」欄の項目数を半減

し（12項目→６項目）、空いたスペースを「所得金額等」欄に転用した

うえ項目数を増やし印字してはどうかと考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加

大分類「合計所得区分」の小分類として、「山林・退職・分離（分離

短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・分離長期譲渡優

良住宅等・分離長期譲渡居住用財産・一般株式等譲渡・上場株

式等譲渡・上場株式等の配当等・先物取引）所得の明細・分離譲

渡所得の特別控除額」を追加します。

● 161 28 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 59 総所得金額 ③：要件削除 ①：新規意見 総所得金額を印字 総所得金額を印字しない ⑧：業務精度向上 通しNo.49（納税通知書）では、「総所得金額」を印字しないこととなっているため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

総所得金額の印字要否についてご回答ください。

また、必要とされる場合はその理由についても併せてご回答ください。

ー 総合課税の合計として、あった方がいいと思います。 ー 問合せ対応のため必要。 ―
総所得金額は必要。

総合所得の課税根拠となるため。
否 ー 総所得金額の記載は必要ない。 是 是

本市の提案案件です。

納税通知書において、「合計所得金額」「繰越損失額」「総所得金額

等」を印字することとされているため、様式を統一すべきと考えます。

また、「総所得金額」の印字は不要と考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

項目番号「59」を削除し、「合計所得金額」、「総所得金額等」を追

加します。

※レイアウトに合わせて印字項目を修正します。

● 162 29 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 追加

「合計所得金額」

及び「総所得金

額等」

①：要件追加 ①：新規意見 印字無

項目番号「73」（繰越損失）の前に「合計所得金

額」を印字

項目番号「73」（繰越損失）の後に「総所得金額

等」を印字

⑧：業務精度向上
通しNo.49（納税通知書）では、「合計所得金額」及び「総所得金額等」を印字することとなってい

るため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

「合計所得金額」及び「総所得金額等」の印字用についてご回答ください。

また、必要とされる場合はその理由についても併せてご回答ください。

ー 控除等の根拠となる金額のため必要と思います。 ー 問合せ対応のため必要。 ―
あるとよいが、なくてもよい。

総所得金額と分離所得の金額が記載されれば足りると考える。
要

扶養判定所得や医療費控除の算定所得を説明する際に住民にわかりや

すいため。
ー

「合計所得金額」及び「総所得金額等」の印字は必要。

合計所得金額や総所得金額等は、税額を計算する上で根拠となる数

字のため。

現行も印字していて、納税義務者に対しての説明責任を果たすため必

要。

是

被扶養者になれるなれないの判定・非課税の判定

に使うため、説明の必要。総所得等も課税に直接

結びつくため必要

是

本市の提案案件です。

納税通知書において、「合計所得金額」「繰越損失額」「総所得金額

等」を印字することとされているため、様式を統一すべきと考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

項目番号「59」を削除し、「合計所得金額」、「総所得金額等」を追

加します。

※レイアウトに合わせて印字項目を修正します。

● 203 40 個人住民税 帳票レイアウト 50 税額変更通知書 期別 ②：要件変更 期別、納期限の枠数
当町では、7期まで納期を設定しているため納期、納

期限の枠の数を増やしてもらうよう要望します。

②：条例への対応・独自

施策の実現
「町税の納期の特例に関する条例」において、納期の特例を設けているため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 202 変更なし 否 条例に基づいた項目の追加、レイアウトの変更を妨げるものではないため、対応不要と判断しました。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1041 95 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 116

給与・公的年金

等からの特別徴収

税額

②：要件変更 ①：新規意見
給与と公的年金等からの特別徴収税額が合算され

て印字されるようになっている。

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収

税額が別々に表示されるようにする。
⑥：住民サービス向上

給与と公的年金等からの特別徴収税額が両方ある人に対して内訳が不明になるため、別々に表示さ

せたほうが分かりやすいため。

住民から問い合わせがあった際に給与と公的年金等から

の特別徴収税額が別々に印字させたほうが分かりやすい

ため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 1040 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を別々に表示する必要があるかをご回答ください。

また、必要とされる場合はその理由も併せてご回答ください。

ー 連番1040と同じ ー 問合せ対応のため必要。 ― 必要。理由は意見と同様。 必要
住民が自身の税を、どのような方法で納付するのかを分かりやすく把握す

るため
ー

別々に表示したい。給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税

額は別の徴収方法のため、合計した金額に意味がない。

項番２４・２５との違いはあるのか？

是
給与特徴と年金特徴の組み合わせの方は多くあり、

年金の支払い通知などと比べることも多いので必要
是

給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を別々に表示す

る必要があると考えます。本市の現行システム上においても印字をしてお

り、それぞれ別々に表示されなければ、内訳についての問い合わせが増加

することが懸念される。

納税通知書と同様、住民からの問い合わせに迅速に対応できるため、給

与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を別々に表示する

必要があると考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正
給与特別徴収税額と公的年金等からの特別徴収税額を個別の項目

として整理します。

● 1273 147 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 4 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1274 148 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 5 調定年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1275 149 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 29 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1276 150 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 32 納期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1277 151 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 38
当年度分の仮特

別徴収月
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1278 152 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 40
当年度分の特別

徴収月
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1279 153 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 45
翌年度分の仮特

別徴収月
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 1280 154 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 税額変更通知書 47
市民税・県民税

課税明細タイトル
①：要件追加 ②：前回記載意見

以下の形式で印字

「令和YY年度＿市民税・県民税課税明細書＿

（令和YY年MM月DD日現在）」

以下の形式で印字

「●●年度＿市民税・県民税課税明細書＿（●

●年MM月DD日現在）」

●●は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正 「和暦」とするが、「西暦と和暦の併記」も可能とします。

● 2515 310 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 50 納税変更通知書 ①：要件追加 ①：新規意見

所得金額等を記載する欄に山林・退職・分離（分

離短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・

分離長期譲渡優良住宅等・分離長期譲渡居住用

財産・一般株式等譲渡・上場株式等譲渡・上場株

式等の配当等・先物取引）所得の明細も印字して

ほしい。

⑥：住民サービス向上

第1版にあった分離所得に該当する所得が削除されていている。所得金額等を記載する欄に分離所

得等の明細も印字したい。税額の根拠となる数字はできるだけ記載したい。所得証明書にも記載する

項目となっている。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 要検討 要

修正要否についてWTで確認します。

【質問】

山林・退職・分離（分離短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・分離長期譲渡優良住宅等・分離長期譲渡居住用財産・一般株式等譲渡・上場

株式等譲渡・上場株式等の配当等・先物取引）所得の明細・分離譲渡所得の特別控除額の印字要否をご回答ください。

また、印字が必要と判断された場合は、想定されている印字位置及び理由についても併せてご回答ください。

ー 連番158と同じ ー
所得の明細は印字が必要だが特別控除額は不要。所得明細の印字位

置は合計所得金額記載付近で問合せ対応等のため必要。
―

印字はあった方がよいと考える。理由は意見と同様。

印字位置は分離所得の内訳として、特別控除前と特別控除後の所得が

記載できれば良い。

要

・所得詳細欄に印字を想定。

印字理由は、合計所得で影響する課税内容の説明を簡易的に伝わりや

すくするため。

ー

印字が必要。税額を計算する上で必要な課税標準額を算出するための

根拠となる数字のため。

現行も印字していて、納税義務者に対しての説明責任を果たすため必

要。

印字位置は所得金額等の欄としたい。

是 是

本市では現行システム上、「分離短期所得」「分離長期所得」「上株等

譲渡」「上株配当等」「先物取引所得」のようにまとめて印字しており、分

離所得の明細や特別控除額をそこまで細かく印字していないため、印字は

不要と考える。

本市の提案案件（NO158）と類似案件です。

想定される印字位置につきましては、「課税標準額」欄の項目数を半減

し（12項目→６項目）、空いたスペースを「所得金額等」欄に転用した

うえ項目数を増やし印字してはどうかと考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。

大分類「合計所得区分」の小分類と

して、「山林・退職・分離（分離短

期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離

長期譲渡・分離長期譲渡優良住宅

等・分離長期譲渡居住用財産・一

般株式等譲渡・上場株式等譲渡・

上場株式等の配当等・先物取引）

所得の明細・分離譲渡所得の特別

控除額」を追加します。

大分類「合計所得区分」の小分類として、「山林・退職・分離（分離

短期譲渡・分離短期譲渡軽減・分離長期譲渡・分離長期譲渡優

良住宅等・分離長期譲渡居住用財産・一般株式等譲渡・上場株

式等譲渡・上場株式等の配当等・先物取引）所得の明細・分離譲

渡所得の特別控除額」を追加します。

● 3012 340 個人住民税 帳票要件 63 非違事項連絡箋 ③：要件削除 ①：新規意見

機能要件2.2.11.扶養・控除対象配偶者否認データ連携に実装すべき機能として、「扶養・控除対

象配偶者否認データを、地方税共同機構が指定する国税連携用ＣＳＶで作成できること。」が定義

されているにもかかわらず、非違事項連絡箋が帳票要件として残っていることに違和感を感じます。

扶養是正に関する要件がデータ連携による運用に統一されれば帳票要件として残しておく必要はない

と考えます。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 変更なし 否 2.0版への改訂理由にもある通り、電子化による対応が普及されており、紙での対応が必要な場面が限定的であることから要件を緩和しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2213 257 個人住民税 帳票要件 65

課税に係わる住

所等について（照

会・回答）

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

納税義務者宛の本人の住所確認の照会文書

課税資料に記載の住所と基本情報として把握してい

る住所が異なる場合に送付する

実装すべき

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

地方税法第294条第3項により、住民基本台帳に記録される住所と異なる市町村で課税した場合

は、住民基本台帳に記録される市町村に課税したことを通知しなければならないとされています。

また、情報提供NWSによる住登外者の所得情報の連携を行うため、地方税法第294条第3項によ

る通知は速やかに行わなければいけません。

そのためには住民基本台帳を有する市町村の連絡を受けてから通知を発出するのではなく、課税地市

町村が積極的に納税義務者に照会を行い、住民登録地の把握に務める必要があります。

基本的には資料登録の段階で納税義務者等へ照会を

行い、住民登録地の市町村と課税権の有無の確認を行

います。

しかし、繁忙事務の最中であることや、納税者から回答が

返されない場合もあるため、賦課情報を作成した時点で

自市に住民登録がなく住民登録地が判明していないも

のを対象に照会文書を作成し照会を行います。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 変更なし 否 WTでの検討を踏まえ、出力を必須とすることは過剰な要求であると判断したため、実装してもしなくても良い機能としています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 2663 325 個人住民税 帳票要件 65

課税に係わる住

所等について（照

会・回答）

⑦：質問・要望 ①：新規意見 ー

住民票と居住地が異なる事実を知られたくない場合

とはどのような想定か、法令上住民票と居住地は一

致することが原則であるため法令順守するのであれば

表現の見直しが必要ではないか。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

ー ー ー 優先度1 要検討 要

WTにて、対応の必要性等について確認します。

【質問】

住民票と居住地が異なる事実を特別徴収義務者に知られたくない場合について、想定する具体的な状況をご回答ください。

ご回答を踏まえ表現を検討します。

ー 事例が有りません。 ー 特別徴収義務者（従業員）からいじめなどを受けている場合。 ― 本市では該当なし。 DV等で避難等している事実を誰にも明かしたくない場合 ー

要支援者の場合は、住民票と居住地が異なる事実を特別徴収義務者

に知られたくないと思われるが、個人特定できない給与支払報告書に対す

る照会だと想定されるため、要支援者かどうかの判断もできない。

ＤＶ対象者など住所地を把握されたくない場合を

想定
是

DV等で住民票と居住地が異なる事実を特別徴収義務者に知られたくな

い場合が想定されます。
ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

帳票概要を以下のとおり修正します。

納税義務者宛の本人の住所確認の照会文書

納税義務者本人からの申出等の特別な事情により、課税資料に記載

の住所と基本情報として把握している住所が異なる場合に送付する

● 1281 155 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 69
扶養調査に関す

る照会文書
2 発行日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 備考　出力時に和暦又は西暦を選択

備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1282 156 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 69
扶養調査に関す

る照会文書
10 発行年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1283 157 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 69
扶養調査に関す

る照会文書
37

賦課期日現在の

住民登録地
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1284 158 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 69
扶養調査に関す

る照会文書
46

賦課期日現在の

住民登録地
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1285 159 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 70

扶養親族の状況

について（照会）

【事業所】

2 発行日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 備考　出力時に和暦又は西暦を選択
備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1286 160 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 70

扶養親族の状況

について（照会）

【事業所】

11 発行年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1287 161 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 70

扶養親族の状況

について（照会）

【事業所】

16 回答希望日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　内容　和暦年Ｚ９月Ｚ９日（Ｎ）

諸元表　内容　●●年Ｚ９月Ｚ９日（Ｎ）

●●は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1288 162 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 70

扶養親族の状況

について（照会）

【事業所】

39
賦課期日現在の

住民登録地
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1289 163 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 70

扶養親族の状況

について（照会）

【事業所】

47
賦課期日現在の

住民登録地
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1290 164 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 71

扶養親族の所得

状況について（照

会・回答）

2 発行日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 備考　出力時に和暦又は西暦を選択
備考　出力時に「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の

併記」を選択
⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1291 165 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 71

扶養親族の所得

状況について（照

会・回答）

10 発行年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 令和９９年度

●●年度

●●は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1292 166 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 71

扶養親族の所得

状況について（照

会・回答）

30 元号 ①：要件追加 ②：前回記載意見 「令和」

●●年度

●●は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上
住民に分かりやすい表示とするため。

記載がなければどちらでも対応できるため。

各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし
これまでの検討から和暦であることを前提に元号を印字項目としている

ため、現行要件のままとします。

● 1293 167 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 71

扶養親族の所得

状況について（照

会・回答）

38 発行年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見

●●年度

●●は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし
返信日付と合わせて和暦とすることで返信時の記載が容易となること

が想定されるため、現行要件のままとします。

● 249 55 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

特別徴収税額決

定通知書（特別

徴収義務者用）

②：要件変更 ①：新規意見 通し番号が表示されていた 通し番号を表示する ⑦：業務効率化 帳票印刷委託業者からの要望ならびに納品チェックに使用している 封入作業は委託していないため、納品のチェックに使用

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 250 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 250 56 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

特別徴収税額変

更通知書（特別

徴収義務者用）

②：要件変更 ①：新規意見 通し番号が表示されていた 通し番号を表示する ⑦：業務効率化 帳票印刷委託業者からの要望ならびに納品チェックに使用している 封入作業は委託していないため、納品のチェックに使用

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 249 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 1294 168 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

2 発行日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 修正

「内容」の記載を「西暦」、「和暦」、の選択ができること」に修正しま

す。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1295 169 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

14 返送期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1296 170 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

23 生年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1297 171 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

27 生年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦/西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 追加

「発行日」の印字内容と合わせるため、「内容」に「西暦」、「和暦」、の

選択ができること」を追記します。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1298 172 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 72

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

46 生年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見
諸元表　発行日＋文書番号＋「の照会について、以

下のとおり回答します。」

諸元表　発行日＋文書番号＋「の照会について、以

下のとおり回答します。」

※発行日は「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併

記」の選択ができること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是

これまでの検討から和暦であることを

前提に元号を印字項目に含めている

ため、現行要件のままとします。

これまでの検討から和暦であることを前提に元号を印字項目に含めてい

るため、現行要件のままとします。

● 1038 93 個人住民税 帳票要件 78 異動者リスト ①：要件追加 ①：新規意見

[2.0版(案)の現状]

<実装すべき出力条件>

・異動年月日（期間指定）

[岐阜市の意見]

<実装すべき出力条件>

・異動年月日（期間指定）

・処理年月日（期間指定）

⑧：業務精度向上

　異動者リストは、賦課変更等を行った者のチェックリストとして、用いるものと思われるが、異動年月日

は入力日と必ず等しくなるものではなく、異動日が古い書類が提出されることもある。異動年月日の出

力条件のみである場合、既に出力済みのリストが出力される。

　そのため、処理年月日（期間指定）を追加したほうが、確認を必要とする異動者リストの出力が容

易になる。

処理年月日を指定し、指定日に入力した書類の入力

確認が可能になる

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 修正 否

ご指摘を踏まえ、条件に追加します。

【修正案】

＜実装すべき出力条件＞

・異動年月日（期間指定）

・処理年月日（期間指定）　※処理年月日は個別/一括で異動情報が設定された日付

是 是 是 是 是 修正

主な出力条件を修正します。

【帳票No.78】

＜実装すべき出力条件＞

・異動年月日（期間指定）

・処理年月日（期間指定）　※処理年月日は個別/一括で異動情

報が設定された日付

● 1960 220 個人住民税 帳票要件 78 異動者リスト ①：要件追加 ①：新規意見 ⑦：業務効率化
賦課情報で持っている項目をすべて出力項目として、選択可能なようにすべき。多様な調査に対応で

きるようにするため

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度2 変更なし 否 全ての項目を組み合わせて出力する場合はEUCでの対応を想定しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2 1 個人住民税 帳票レイアウト 97 所得証明 所得金額等 ①：要件追加 ①：新規意見 ⑥：住民サービス向上
機能要件2.1.53.の租税条約該当分の給与収入が考慮された所得証明レイアウトであると考えてよ

いでしょうか。

証明書として、給与収入と給与所得の整合性が取れて

いる必要があると思われる為。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2
657

1967
変更なし 否

2.1.53.の機能を実装する製品の場合は、対応するレイアウトとなります。

なお、標準仕様として提示するレイアウトは実装すべき機能、項目のみを考慮したものです。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 163 30 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 34 総所得金額等 ②：要件変更 ①：新規意見 「諸元表の内容」について、総所得金額を記載 「諸元表の内容」について、総所得金額等を記載 ⑧：業務精度向上 項目名称に対応した正しい内容を印字するため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 修正 否

諸元表の内容を以下のとおり修正します。

総所得金額等を記載する。

是 是 是 是 是 修正 「内容」の記載を「総所得金額等を記載する。」に修正します。

● 164 31 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 35 繰越控除額 ②：要件変更 ①：新規意見 繰越控除額を印字 繰越損失額を印字 ⑧：業務精度向上
印字項目の流れとして、「合計所得金額」→「繰越損失額」→「総所得金額等」が正しいと考えられる

ため（納税通知書の印字内容に合わせる。）

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 165 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【確認】

以下の方針として良いか確認させてください。

納税通知書の記載と同様に、所得金額等に記載される繰越控除額を繰越損失額とし、備考印字はしない方針とする。

ー 問題ありません。 ー 良い 是 良い ー

繰越控除額は現年の税額計算時に使用する所得から総所得金額等を

計算する際使用する控除額、繰越損失額は、繰越控除で使用した額を

差し引き次年度以降に繰り越す金額だと想定している。用語の定義を明

確にしてほしい。現行、証明書には繰越控除額を印字していないが、印

字するなら前述の繰越控除額を印字したい。納税通知書も同様。

是 是 左記の方針で問題無いと考える。 是 本市の提案要件で問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 削除

項目番号「35」を「繰越損失額」とし、諸元表の「内容」の記載を「繰

越損失額を印字する」に修正します。

また、項目番号「45」の記載から「・繰越損失額　　￥○○○○円」

を削除します。

● 165 32 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 45 備考 ②：要件変更 ①：新規意見 繰越損失額を印字 繰越損失額を印字しない ⑧：業務精度向上 項目番号35で繰越損失額を印字するため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 164 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【確認】

以下の方針として良いか確認させてください。

納税通知書の記載と同様に、所得金額等に記載される繰越控除額を繰越損失額とし、備考印字はしない方針とする。

ー 問題ありません。 ー 良い 是 良い ー

繰越控除額は現年の税額計算時に使用する所得から総所得金額等を

計算する際使用する控除額、繰越損失額は、繰越控除で使用した額を

差し引き次年度以降に繰り越す金額だと想定している。用語の定義を明

確にしてほしい。現行、証明書には繰越控除額を印字していないが、印

字するなら前述の繰越控除額を印字したい。納税通知書も同様。

是 是 本市の提案要件で問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

項目番号「35」を「繰越損失額」とし、諸元表の「内容」の記載を「繰

越損失額を印字する」に修正します。

また、項目番号「45」の記載から「・繰越損失額　　￥○○○○円」

を削除します。

● 645 72 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 23 税額控除等 ②：要件変更 ①：新規意見
（税額控除等（23から30番）の小分類と内容が

一致していませんので修正をお願いします。）
要確認 修正 否 諸元表の記載を修正します。 是 是 是 是 是 修正

23から30番の内容の記載を修正します。

23

市区町村民税分調整控除額（項目名称及び金額）を記載する。

24

都道府県民税分調整控除額（項目名称及び金額）を記載する。

25

配当控除（項目名称及び金額）を記載する。

26

住宅借入金等特別税額控除額（項目名称及び金額）を記載す

る。

27

寄附金税額控除額（項目名称及び金額）を記載する。

28

外国税額控除（項目名称及び金額）を記載する。

29

所得割調整額（項目名称及び金額）を記載する。

30

配当割額・株式等譲渡所得割額控除額（項目名称及び金額）を

記載する。

● 657 75 個人住民税 帳票レイアウト 97 所得証明 所得金額等 ①：要件追加 ①：新規意見 ⑥：住民サービス向上
機能要件2.1.53.の租税条約該当分の給与収入が考慮された所得証明レイアウトであると考えてよ

いでしょうか。

証明書として、給与収入と給与所得の整合性が取れて

いる必要があると思われる為。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2
2

1967
変更なし 否

2.1.53.の機能を実装する製品の場合は、対応するレイアウトとなります。

なお、標準仕様として提示するレイアウトは実装すべき機能、項目のみを考慮したものです。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 961 86 個人住民税 帳票レイアウト 97 所得証明書 36
扶養者の内訳人

数
⑥：表現の見直し ①：新規意見 普通障害 その他障害 ⑧：業務精度向上 適切な表記とするため。 「普通障害」の表記を「その他障害」に統一するため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 修正 否
レイアウトの表現を修正します。

扶養親族の「普通障害」を「その他障害」へ修正。
是 是 是 是 是 修正

レイアウトの表現を修正します。

扶養親族の「普通障害」を「その他障害」へ修正。

● 962 87 個人住民税 帳票レイアウト 97 所得証明書 38
本人控除該当の

有無・内訳
⑥：表現の見直し ①：新規意見 普通障害 その他障害 ⑧：業務精度向上 適切な表記とするため。 「普通障害」の表記を「その他障害」に統一するため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 修正 否

レイアウトの表現を修正します。

本人該当区分の「普通障害」を「その他障害」へ修正。

印字項目・諸元表を修正します。

＃38の備考欄、「普通障害」から「その他障害」へ修正。

是 是 是 是 是 修正

レイアウトの表現を修正します。

本人該当区分の「普通障害」を「その他障害」へ修正。

印字項目・諸元表を修正します。

＃38の備考欄、「普通障害」から「その他障害」へ修正。

● 1184 120 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 13 証明年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 課税対象年度を記載する。和暦。
「西暦」，「和暦」，「西暦と和暦の併記」の選択が

できること。
⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表記とするため 各自治体が選択できる運用とする。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 ● 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし
これまでの検討から和暦であることを前提に元号を印字項目に含めてい

るため、現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 1185 121 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 4 氏名 ①：要件追加 ①：新規意見 「氏名」と表記されている 「名前」と表記する ⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表記とするため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1921 203 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見 控除対象配偶者の有無の記載欄のみ

同一生計配偶者の内訳として

（１）控除対象配偶者（控配）

（２）控除対象配偶者老人（控配老）

（３）同一生計配偶者（同配）

（４）同一生計配偶者老人（同配老）

と区分を細分化すべき

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

控除対象配偶者の一般の有無の記載があるが、区分を地方税法の規定に則り、細分化すべき

同一生計配偶者の内訳として

（１）控除対象配偶者（控配）

（２）控除対象配偶者老人（控配老）

（３）同一生計配偶者（同配）

（４）同一生計配偶者老人（同配老）

と区分を細分化すべき

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度1 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【確認】

以下の方針として良いか確認させてください。

帳票印字項目・諸元表に以下の項目追加します。

・控除配偶者を（１）控除対象配偶者（控配）（２）控除対象配偶者老人（控配老）（３）同一生計配偶者（同配）（４）同一生計配偶者老

人（同配老）の区分で印字。

ー 問題ありません。 ー 良い 是 良い ー

同一生計配偶者を（３）同一生計配偶者（同配）（４）同一生計

配偶者老人（同配老）で分ける必要があるかは不明だが、少なくとも

（１）控除対象配偶者（控配）（２）控除対象配偶者老人（控

配老）（３）同一生計配偶者の区分では分けたい。

是 是 左記の方針で問題無いと考える。 是 問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

項目番号「37」の「内容」を以下のとおり修正します。

以下の区分で印字すること。

・控除対象配偶者の場合は”控配”

・控除対象配偶者老人の場合は”控配老”

・同一生計配偶者の場合は”同配”

・同一生計配偶者老人の場合は”同配老”

● 1967 221 個人住民税 帳票レイアウト 97 所得証明 所得金額等 ①：要件追加 ①：新規意見 ⑥：住民サービス向上
機能要件2.1.53.の租税条約該当分の給与収入が考慮された所得証明レイアウトであると考えてよ

いでしょうか。

証明書として、給与収入と給与所得の整合性が取れて

いる必要があると思われる為。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2
2

657
変更なし 否

2.1.53.の機能を実装する製品の場合は、対応するレイアウトとなります。

なお、標準仕様として提示するレイアウトは実装すべき機能、項目のみを考慮したものです。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2012 243 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 36 人的控除内訳 ①：要件追加 ①：新規意見
扶養親族の合計人数（※同一生計配偶者を含

む）を表示する。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

令和5年7月以降の高等学校等就学支援金の支給認定手続きで必要なため

高等学校等就学支援金における所得要件の確認にあ

たって必要となるため、扶養親族の合計人数（※同一

生計配偶者を含む）を証明書に表示する。

③：現行システムでは使

用していない帳票
優先度1 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

以下の機能は必須でしょうか。

・証明書に扶養親族の合計人数（※同一生計配偶者を含む）を表示すること。

ー

人数が印字されていれば合計は分かるので、合計人数の印字は不要だと

思います。

ただ、今の帳票レイアウトだと同居老親が老人扶養と別なのか内書きなの

か分かりづらいです。

ー 必須ではない。 ― 必須ではない。扶養の内訳が明記されていれば合計人数は必要ない。 良い ー

扶養親族の内訳を合計していけば同様の数字が求められるため、帳票の

印字エリアに余裕があるのなら、印字することとするのでいいのでは？ 是
一般の方が扶養の人員を知りたい場合に数えれれ

ない
是

本市における所得証明書上も扶養親族の合計人数を表示していないが、

教育委員会には合計して判断していただくよう依頼している。

今後マイナンバーによる情報連携が進めば所得証明書の発行も減少する

ことが予想されることから、高等学校等就学支援金のためだけに機能を追

加する必要はないと考えている。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 変更なし 対応しない方針とします。

● 2516 311 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 97 所得証明書 ①：要件追加 ①：新規意見
所得証明書の指定都市版の諸元表及び帳票レイア

ウトを提示してほしい。

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲
税源移譲前の各項目の印字位置等がどうのような想定となっているか知りたい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度4 変更なし 否 全体方針として、指定都市の帳票レイアウトは作成しないこととしております。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2661 323 個人住民税 帳票要件 97 所得証明 ①：要件追加 ①：新規意見 記載なし
指定都市の帳票要件には記載されているが、1.0版

のようにきちんと記載してほしい。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

税源移譲前の税額欄は他業務などで使用するため必須である。また所得金額調整控除について

「（所得金額調整後）」という記載を所得欄に設けるか、「所得金額調整控除額」という記載を新た

に設けるべきである。他業務にといて数値を活用している場合がある。

証明発行のため ④：スクラッチ開発で実装 優先度1 変更なし 否 全体方針として、指定都市の帳票レイアウトは作成しないこととしております。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 251 57 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 99

特別徴収税額決

定通知書（納税

義務者用）

②：要件変更 ①：新規意見 通し番号が表示されていた 通し番号を表示する ⑦：業務効率化 帳票印刷委託業者からの要望ならびに納品チェックに使用している 封入作業は委託していないため、納品のチェックに使用

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 252 58 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 99

特別徴収税額変

更通知書（納税

義務者用）

②：要件変更 ①：新規意見 通し番号が表示されていた 通し番号を表示する ⑦：業務効率化 帳票印刷委託業者からの要望ならびに納品チェックに使用している 封入作業は委託していないため、納品のチェックに使用

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否
全体方針として、大量出力帳票の連番等の管理番号については標準化対象外としています。

ただし、連番等の管理番号をシステムから印字することを妨げるものではありません（FAQ30）。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3145 346 個人住民税 帳票要件 108

重複扶養申告確

認照会文書(同

世帯)

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

①：新規意見 ⑧：業務精度向上 対応する機能要件5.1.14.が「実装してもしなくても良い」のため
③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 修正 否 実装類型を実装してもしなくても良い機能とします。 是 是 是 是 是 修正 実装類型を実装してもしなくても良い帳票とします。

● 3146 347 個人住民税 帳票要件 109

重複扶養申告確

認照会文書(別

世帯)

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

①：新規意見 ⑧：業務精度向上 対応する機能要件5.1.14.が「実装してもしなくても良い」のため
③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 修正 否 実装類型を実装してもしなくても良い機能とします。 是 是 是 是 是 修正 実装類型を実装してもしなくても良い帳票とします。

● 213 44 個人住民税 帳票要件 110

住民税申告書

(事業所・家屋敷

課税)

⑤：実装類型変更（実

装してもしなくても良い/実

装しない→実装すべき）

①：新規意見

＜実装してもしなくても良い出力条件＞

・前年度情報

・未申告者

・発送希望者

・事業所・家屋敷課税の物件情報　等

＜実装してもしなくても良い出力条件＞

・前年度情報

・未申告者

・発送希望者

・事業所・家屋敷課税の物件情報　等

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

地方税法上規定されている項目については、当然に対応するべきである。機能要件の見直しが不適切

である。

家屋敷課税・事務所事業所課税に必要な運用につい

ては、システムで当然に実施する。
④：スクラッチ開発で実装 優先度1 変更なし 否 WTにて、当該申告書をシステム出力する必要性を検討済みであるため、対応不要と判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3016 342 個人住民税 帳票要件 116
徴収区分に関す

るチェックリスト

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

②：前回記載意見

徴収区分に関するチェックリスト（租税条約給与収

入の確認リスト）

実装類型：

実装すべき

実装してもしなくても良い
④：現行事務処理・現行

機能の踏襲

機能要件2.1.53.租税条約にかかる免除では、租税条約給与収入の管理は「実装してもしなくても

良い」となっており、

機能要件と帳票要件で整合性がとれておりません。

実現性評価時にも意見出ししております。

【APPLIC取りまとめ】_1.0版への疑義事項及びその他意見_個人住民税_GitHUB_02.xlsx

Issue　No.105

③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 修正 否 ご指摘を踏まえ、機能の必要性を緩和します。 是 是 是 是 是 修正 実装類型を実装してもしなくても良い帳票とします。

● 2985 339 個人住民税 帳票要件 123

その他資料箋提

出者の資料登録

状況確認リスト

⑥：表現の見直し ①：新規意見

その他の資料箋以外に課税資料がある、又はその他

の資料箋自体が複数件数ある対象者を抽出したリス

ト（データ）

帳票概要に「その他の資料箋以外に課税資料がある、又はその他の資料箋自体が複数件数ある対象

者を抽出したリスト」と記載があり、

「その他の資料箋以外に課税資料がある人」と「その他の資料箋自体が複数件数ある人」の2パターン

を抽出する必要があると解釈しております。

それぞれ上記のような解釈で問題ないでしょうか。間違えがあればご指摘ください。

なお、「国税連携システムで送信されない確定申告書の付属資料（収支内訳書や住宅借入金等特

別控除の計算明細書等）」部分については、KSK分の確定申告書を想定しており、送付されていない

付属資料をシステム判定することは困難なため、システムの抽出要件としては求められていないと解釈し

ております。

③：現行システムでは使

用していない帳票
優先度1 要検討 要

WTにて、修正方針を確認します。

【質問】

以下の対応で問題がないかご回答ください。

問題がある場合は、以下の対応を実施して場合に想定される具体的な懸念事項をご回答ください。

・帳票概要の修正

その他の資料箋の登録がありその他資料箋以外に課税資料がある、又はその他の資料箋自体が複数件数ある対象者を抽出したリスト（データ）

対象者及び対象資料が特定できる情報を出力する

資料登録、資料合算、税額計算及び更正処理等に係るチェック処理の実施結果として出力する

その他資料箋は、国税連携システム（KSK）で送信されない確定申告書の付属資料（収支内訳書や住宅借入金等特別控除の計算明細書等のe-Taxの添

付資料データ）や報酬等の法定調書（複数枚提出の確認）を指す

・必要性の緩和

実装類型を実装してもしなくても良いに緩和する

※その他資料箋（KSKで送付されないe-Taxの添付資料データ）の取込について、機能要件で実装してもしなくても良い機能としているため

ー

KSKは、紙による書面提出分のデータのことと認識しておりますが、（）に

「e-Taxの添付資料データ」と、

電子申告分の添付資料データのことが記載されており、実態と異なっている

と思われます。

ー 問題なし ー 使用していない機能のため不明。 問題なし ー 実装してもしなくても良いに緩和で問題ない。 是 是 是 問題ありません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 修正

以下のとおり修正します。

・帳票概要の修正

その他の資料箋の登録がありその他資料箋以外に課税資料がある、

又はその他の資料箋自体が複数件数ある対象者を抽出したリスト

（データ）

対象者及び対象資料が特定できる情報を出力する

資料登録、資料合算、税額計算及び更正処理等に係るチェック処理

の実施結果として出力する

その他資料箋は、国税連携システム（KSK）で送信されない確定申

告書の付属資料（収支内訳書や住宅借入金等特別控除の計算明

細書等のe-Taxの添付資料データ ）や報酬等の法定調書（複数枚

提出の確認）を指す

・必要性の緩和

実装類型を実装してもしなくても良いに緩和する

※その他資料箋（KSKで送付されないe-Taxの添付資料データ）の

取込について、機能要件で実装してもしなくても良い機能としているた

め

● 2509 304 個人住民税 帳票要件 150

徴収区分（新年

度普通徴収）

チェックリスト（現

年度：課税取消

あり）

⑥：表現の見直し ①：新規意見
徴収区分（新年度普通徴収）チェックリスト（現年

度：課税取消あり）
徴収区分チェックリスト（現年度：課税取消あり） ⑧：業務精度向上 帳票の用途と帳票名が不整合だと思われる。新年度普徴という条件はないのでは？

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度2 修正 否 ご意見を踏まえ、帳票名を修正します。 是 是 是 是 是 修正

帳票名称を「徴収区分チェックリスト（現年度：課税取消あり）」に

修正します。

● 964 89 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 157 減免決定通知書 15 減免決定内容 ①：要件追加 ①：新規意見 税額の記載なし 税額及び減税額の記載

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX 等）

への対応

減免の業務フローにおいて、減免後に課税変更通知の送付はしないと認識。（本市業務フローと同

様）

その場合、減免決定通知書が課税通知の条件を満たす必要があるため。

課税変更通知を後日送付する際は、その旨の記載が必要。

業務フローのとおり

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度1 修正 否 実装してもしなくても良い項目として、税額及び減税額を追加します。 是 是 是 是 是 追加 実装してもしなくても良い項目として、税額及び減税額を追加します。

● 1299 173 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 157 減免決定通知書 2 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見

＜和暦を選択した場合＞

令和Ｚ９年Ｚ９月Ｚ９日

＜西暦を選択した場合＞

９９９９年Ｚ９月Ｚ９日

※選択した日付編集仕様で印字

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 1300 174 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 157 減免決定通知書 13 通知文本文 ①：要件追加 ②：前回記載意見

備考　出力時に和暦又は西暦を選択

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 1301 175 個人住民税 帳票印字項目・諸元表 157 減免決定通知書 13 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見

＜和暦を選択した場合＞

令和Ｚ９年Ｚ９月Ｚ９日

＜西暦を選択した場合＞

９９９９年Ｚ９月Ｚ９日

※選択した日付編集仕様で印字

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選択がで

きること

⑥：住民サービス向上 住民に分かりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各自治体

の運用で選択ができる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 保留 保留 全体方針として、行政局と同様に和暦とすることで調整中です。 ー 是 ー 是 変更なし

現行要件のままとします。

西暦か和暦の一方が出力できれば、併記までは不要と判断しました。

※調整の結果、各税目で判断することとなりました。

● 2662 324 個人住民税 帳票要件 157
納入額不一致通

知書
⑦：質問・要望 ①：新規意見 ー

本リストは、だれが何の想定で何を実施するものかご

教授ください。
ー ー ー ー 要確認 変更なし 否 事業者の納入額に誤りがある場合に事業者に対してその旨を通知することを目的とした帳票です。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2919 337 個人住民税 帳票要件 157
納入額不一致通

知書

④：実装類型変更（実

装すべき→実装してもしな

くても良い/実装しない）

①：新規意見 ⑤：過剰な要件

帳票要件「1.0版No.102　課税・収納不一致リスト」が削除された経緯として課税額と収納調定額

には不一致が生じないと整理されております。

当帳票についても「課税額及び収納調定額が不一致」が条件となっておりますので、帳票要件からの削

除もしくは、「実装してもしなくても良い」への条件の見直しが必要と考えます。

③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 修正 否 ご意見を踏まえ、実装してもしなくても良い帳票とします。 是 是 是 是 是 修正 実装類型を実装してもしなくても良い帳票とします。

● 3018 343 個人住民税 帳票要件 182

電子給与支払報

告書（削除設定

分）データ抽出

⑥：表現の見直し ①：新規意見
＜実装すべき出力条件＞

・国税連携支援システムで設定した処理日

④：現行事務処理・現行

機能の踏襲

国税連携支援システムとは審査システムを指していますでしょうか。

eLTAXからデータをダウンロードした後に一括取込み用にデータ変換するシステムを指していますでしょう

か。

想定される運用の流れが把握できず、どのような処理日の出力が必要か不明のため、明示いただきたい

です。

給与支払報告情報の合算前に手動で削除した対象リストと捉えて良いでしょうか。

eLTAXデータを審査システムからダウンロード後、システム

に取り込む際はeLTAX受付番号より重複判断し自動取

込み除外、取込後でも合算時に重複分が無効処理され

るため、このリストを使用する機会がほぼない見込みで

す。

③：現行システムでは使

用していない帳票
要確認 要検討 要

WTにて、対応の必要性等について確認します。

【質問】

以下のAPPLICご意見での運用想定となる場合に本帳票の必要性についてご回答ください。

また、必要と判断される場合は、その具体的な判断理由と、「国税連携支援システムで設定した処理日」として妥当な日付（審査システムでの処理日、または

データの取込日を想定）を併せてご回答ください。

なお、本帳票の「機能要件との対応」の番号は”1.4.”に修正する予定です。

【APPLIC運用想定】

eLTAXデータを審査システムからダウンロード後、システムに取り込む際はeLTAX受付番号より重複判断し自動取込み除外、取込後でも合算時に重複分が無効

処理されるため、このリストを使用する機会がほぼない見込みです。

ー 運用想定のとおり必要性は無いと思います。 ー 必要なし。 ― 本市では使用していない。 不要 ー

現行運用では、使用していない帳票です。現行は、ｅＬＴＡＸ審査シス

テムで重複分を削除してから基幹システムへ取り込んでいます。複数回取

り込んでいるため、重複は発生しますが、合算処理時に整理しています。
是 是

自動取込み除外とした給報や重複により無効とした給報について、システ

ム上で処理履歴が検索できるのであれば、帳票としてのリストは必要ないも

のと考えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 削除 本帳票を削除とします。

● 2510 305 個人住民税 帳票要件 200
電子申告国外住

所一覧

＜実装すべき出力条件＞

№200

・「摘要欄」の任意の文言（国外/外国/海外/非居

住/出国)

・「国外住所表示」の設定

＜実装すべき出力条件＞

№200

・「摘要欄」の任意の文言（国外/外国/海外/非居

住/出国)

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲
帳票名と出力条件が不整合だと思われる。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、出力条件を修正します。

【修正案】

＜実装すべき出力条件＞

・「摘要欄」の任意の文言（国外/外国/海外/非居住/出国)

是 是 是 是 是 修正

主な出力条件を修正します。

＜実装すべき出力条件＞

・「摘要欄」の任意の文言（国外/外国/海外/非居住/出国)

● 2511 306 個人住民税 帳票要件 201
電子申告出国一

覧

＜実装すべき出力条件＞

№201

・「摘要欄」の任意の文言（国外/外国/海外/非居

住/出国)

＜実装すべき出力条件＞

№201

・「国外住所表示」の設定

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲
帳票名と出力条件が不整合だと思われる。

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度4 修正 否

ご意見を踏まえ、出力条件を修正します。

【修正案】

＜実装すべき出力条件＞

・「国外住所表示」の設定

是 是 是 是 是 修正

主な出力条件を修正します。

＜実装すべき出力条件＞

・「国外住所表示」の設定

● 2315 267 個人住民税 帳票要件 202
電子申告条約免

除一覧
②：要件変更 ①：新規意見

＜実装すべき出力条件＞

・「条約免除」の設定

＜実装すべき出力条件＞

・「乙欄」の設定

・「普通徴収区分」の設定

・「摘要欄」の任意の文言（特別徴収/国外/外国/

海外/非居住/出国/丙欄/普通徴収/退職日）

・「国外住所表示」の設定

・「条約免除」の設定

・「就退区分」の設定

⑧：業務精度向上
修正後の項目も出力条件とすることで、条約免除を適用できる可能性がある者を広く抽出でき、適用

業務の精度向上につなげられるため。

修正後の出力条件で給与支払報告書データから出力条

件のものを抽出し、適用すべきものに条約免除を適用さ

せる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

”「条約免除」の設定”以外に、必要な出力条件についてご回答ください。

また、必要な出力条件がある場合は、当該項目を条件に加えて実施する具体的な運用想定をご回答ください。

【要否を確認したい項目】

・「乙欄」の設定

・「普通徴収区分」の設定

・「摘要欄」の任意の文言（特別徴収/国外/外国/海外/非居住/出国/丙欄/普通徴収/退職日）

・「国外住所表示」の設定

・「就退区分」の設定

ー それぞれ別の一覧表で抽出できるため変更する必要はないと思われます。 ー 必要なし。 是
・「摘要欄」の任意の文言（特別徴収/国外/外国/海外/非居住/出国/

丙欄/普通徴収/退職日）
条約免除の設定以外は出力不要 ー

【要否を確認したい項目】に記載されている内容は、帳票№199～209

に分割して帳票を分けたものではないのか？

「調整」の設定

「前職支払額」「前職社保」
是

「条約免除」以外に必要な出力条件は特にありません。

一覧をもとに給与支払報告書のイメージデータの確認で事足りるものと考

えます。

ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 変更なし 現行要件のままとします。

● 2011 242 個人住民税 帳票要件 206
更生（決定）通

知書
⑥：表現の見直し ①：新規意見 帳票名：更生（決定）通知書 帳票名：更正（決定）通知書 誤字の修正 要確認 修正 否 帳票名称を市町村民税・道府県民税更正生（決定）通知書に修正します。 是 是 是 是 是 修正

帳票名称を「市町村民税・道府県民税更正（決定）通知書」に修

正します。

● 2316 268 個人住民税 帳票要件 210
市町村課税状況

等の調
①：要件追加 ①：新規意見 実装してもしなくても良い 実装すべき ⑦：業務効率化

当該報告は全地方団体が行うものであるため、実装すべきとすることで、全地方団体が加工することな

く帳票を出力できるようになり業務効率化につながる。なお、回答様式の修正・変更に対しては、頻繁

に生じることのないよう総務省とも調整すべきものと考える。（統計の連続性という意義からも変更は最

小限となるべき）

当該機能により出力された帳票を加工することなくそのま

ま回答することを想定している。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 標準化対象外のため、実装いたしません。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2665 327 個人住民税 帳票要件 新規 賦課決定決済簿 ①：要件追加 ①：新規意見 ー

賦課決定掲載簿を追加

※賦課税目は、すべて必要と考える

※別紙　個人市民税１参照

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

税額計算後、賦課決定の決裁を行ってから、納税通知書を行うのが通常と考える。
納税通知書発送前の決裁で使用。

※調定表との兼用は要検討（国の考え方による）
④：スクラッチ開発で実装 優先度1 要検討 要

WTにて、対応の必要性について確認します。

【質問】

賦課決定決裁簿を新規で要件化することは必須でしょうか。

ー 調定表で兼用できるので追加する必要はないと思います。 是 必須ではない。 非 必須ではない。 必須でない。 ー 現行使用していない。必須ではないと考える。 否 不必要 是 必須と考えます。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加 賦課決定決裁簿を実装してもしなくても良い帳票として追加します。

● 2657 319 個人住民税 帳票レイアウト 全般 全般 全般 全般 ⑦：質問・要望 ①：新規意見 一部の帳票レイアウトのみ掲載 全ての帳票を掲載 ⑧：業務精度向上

R8年度に向けて、R6年度にテスト品等を納品するとなると、R5.2には予算対応が始まる。レイアウト

は必須。

※全税目同様

R6年度予算要求への対応 ー 要確認 変更なし 否
帳票レイアウトを作成しない帳票については、帳票概要等に記載した要件で判断できる内容で、各ベンダが実装したパッケージ帳票を利用する前提であるため、全

帳票のレイアウトは作成しない方針です。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2658 320 個人住民税 帳票レイアウト 全般 全般 全般 全般 ⑦：質問・要望 ①：新規意見 ー

①地方税施行規則によって、総務省令以外で市町

村が条例で定めることが認められるケースがある。この

場合、諸元表の項目（データ項目）を満たしていれ

ば様式は自由でよいという理解でよいか？

②①の場合、自治体とベンダーの話し合いの結果、

搭載するかどうかを決めるという理解でよいか？

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

地方税法施行規則により、総務省の規則様式によらず、自治体の条例で定めていい様式が存在す

る。

例：市民税・県民税申告書

２条　２　道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様

式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表のの上欄に掲

げる申告書について法第317条の2第1項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例

で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表

のの上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得な

い事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様

式によることができる。

※全税目同様

データ項目は、統一したうえで、どちらかに統一すべき

①すべて規則様式で実施　各自治体の様式は廃止

②今まで通り、各自治体にあった様式を認める

⇒本市としては、データレイアウトが統一されているのであ

れば②が望ましいと考える。

ー 優先度1 変更なし 否
「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第1.0版】」（令和３年７月７日）に示されているとおり、標準準拠システムの導入に際し、各地方団

体においては、必要に応じて条例や規則等の改正を検討していただくことを想定しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2659 321 個人住民税 帳票レイアウト 全般 全般 全般 全般 ⑦：質問・要望 ①：新規意見 ー

諸元表に一部プリプレも前提とする旨記載があるが、

全帳票について

プレプリント可能かはきちんと明示してほしい。

※汎用紙のものがプリプリントの認識か？

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

地方税法施行規則により、総務省の規則様式によらず、自治体の条例で定めていい様式が存在す

る。印刷手法も自由であると認識している。

例：市民税・県民税申告書

２条　２　道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様

式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表のの上欄に掲

げる申告書について法第317条の2第1項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例

で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表

のの上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得な

い事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様

式によることができる。

※全税目同様

地方自治の観点から、自治体にあった手法を選択できる

ようにすべき。

特に政令市は項目も多いため、標準のA4ではおさまらな

いケースがある。また、様式によっては費用が大きくなる

ケースがある。

ー 優先度1 変更なし 否 プレプリント前提（システム印字不要）の項目は、帳票印字項目・諸元表に記載しておらず、プレプリントを許容する項目のみ”プレプリント可”を記載しています。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2660 322 個人住民税 帳票レイアウト 全般 全般 全般 全般 ⑦：質問・要望 ①：新規意見 ー

・汎用紙の記載の場合は、用紙の大きさや形状は自

治体の任意でよいという認識か？

※例えば、はがきなど

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

地方税法施行規則により、総務省の規則様式によらず、自治体の条例で定めていい様式が存在す

る。印刷用紙も自由であるという認識である。

例：市民税・県民税申告書

２条　２　道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様

式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表のの上欄に掲

げる申告書について法第317条の2第1項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例

で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表

のの上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得な

い事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様

式によることができる。

※全税目同様

地方自治の観点から、自治体にあった用紙を選択できる

ようにすべき。

特に政令市は項目も多いため、大きさがA4だと収まらな

いケースもある。また、また、様式によっては費用が大きく

なるケースがある。

ー 優先度1 変更なし 否
標準仕様書本編の「４－１　帳票要件全般に関する事項　（２）外部帳票における帳票サイズの取扱い」にある通り、外部帳票は基本的には基本的にはA4

縦を想定しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2671 333 個人住民税 帳票レイアウト 全般 全般 全般 全般 ①：要件追加 ①：新規意見 ー

各自治体の条例規則で様式そのものを定めている場

合、その様式にシステムを合わせる対応をおこなっても

良いでしょうか。

または、条例規則の様式を、採用したシステムに変更

する必要があるのか、など、整理が必要と考えます。

①：地方税法（法律・政

令・省令）への準拠・外部

機関（eLTAX 等）への

対応

地方税施行規則 各自治体の様式に柔軟に対応するため ④：スクラッチ開発で実装 優先度1 変更なし 否
「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第1.0版】」（令和３年７月７日）に示されているとおり、標準準拠システムの導入に際し、各地方団

体においては、必要に応じて条例や規則等の改正を検討していただくことを想定しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細
重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（要、否）
対応内容

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に対

する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してく

ださい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメン

ト」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更なし、要

検討）

修正内容

現行システム区分

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約
WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

優先度

分類用フラグ 令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定

● 616 65 個人住民税 帳票印字項目・諸元表

所得照会書（事

業所・家屋敷課

税者）

20
家屋敷・事業所

の物件住所
①：要件追加 ①：新規意見 なし

調査対象者（照会部）の「住所」とは別に「家屋

敷・事業所課税対象者の物件情報（機能要件：

項番1.1.45）」を印字できるようにする。

※項目番号24（調査対象者（回答部））も同

様。

⑦：業務効率化
対象者の住所・氏名・生年月日は申告書の記載が一部欠けていることも多く、それ以外の情報を記載

することで個人特定の材料となりえるため。

家屋敷・事業所課税をする際に家屋敷・事業所課税

対象者の物件情報を管理する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1696 177 個人住民税 帳票要件 各種通知書 ①：要件追加 ①：新規意見 宛名番号を印字しない 宛名番号を印字する ⑧：業務精度向上

税務共通の要件1.5.9で、本人特定は通知書番号で行うため、宛名番号は通知書に記載しないとの

変更が出ているが、こちらの機能を削除してしまうと、納税者が口座の申し込みを行う際に自分の宛名

番号がわからず、口座の申し込み時に宛名番号を記載することができず、収納2.2.1の処理を行おうと

しても意思を示してもらえない。

固定資産税共有など、同一に見えるもので別管理が必要な場合、口座のつけ間違いが頻発することが

考えられるため、再考をお願いしたい。

口座の申込時に宛名番号がわからないため、年間数千

件（当市では３千件ほど？）問合せが増加すると想定

される

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度2 ● 変更なし 否

税務での全体方針として、宛名番号は個人情報とするという考え方より、「外部帳票から宛名番号を削除する」方針としています。

口座振替のオンライン登録などの独自施策において、宛名番号を利用する場合は、宛名番号を記載した別帳票を同封する、通知書などの備考欄／摘要欄に

手打ちする、宛名番号以外の番号（通知書番号）にて紐づける等の代替手段にて実現することとし、カスタマイズによる宛名番号の項目追加は実装不可とする

想定です。

是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1851 188 個人住民税 帳票要件 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

東京23区におきましては、特別区民税と表記する場合が多く、通常の自治体（市民税等の3文

字）と文字数が異なります。

 諸元表や帳票サンプルにおいて上記の点、特別区の場合「特別区民税」や「区民税」の表記における

決まりを設けることはできないでしょうか。

要確認 変更なし 否

各特別区の税条例規則をの規則様式において「特別区民税」と表記することとされており、略称を使用する場合、少なくとも各特別区において条例改正が必要と

なるものと思われます。

さらに、税額決定通知書等において、どの税目に係る通知書なのかを明示する必要があるものであるため、例えば単に「区民税」とした場合、特別区なのか政令市

における区なのか解釈に紛れが生じるため、通知書の処分性に影響が生じるおそれがあります。

したがって、税額決定通知書等に記載する「特別区民税」という表記については、略称とすることはできないものと考えます。

なお、標準仕様の中でレイアウトの取り扱いがあり、「特別区民税」の表記が想定される帳票の各種税額通知書、所得証明書及び減免決定通知書については無

理なく表記可能なものと考えています。

是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1934 209 個人住民税 帳票要件
納税通知書出力

予定死亡者一覧
①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

納税通知書出力予定の対象で死亡となっている一

覧

⑦：業務効率化
左記該当者について納税管理人の調査を事前に実施し、徴収率の向上、業務効率化を図るため。

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。
当初賦課処理時、また月次運用処理時を想定

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1935 210 個人住民税 帳票要件

税額通知書出力

対象

廃止事業所一覧

①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

税額通知書作成対象で廃止設定されている事業所

の一覧

⑦：業務効率化

左記該当者について廃止済事業所の調査を事前に実施し、徴収率の向上、業務効率化を図るた

め。

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。

当初賦課処理時、また月次運用処理時を想定
②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1936 211 個人住民税 帳票要件
納税者ＩＤ未付

番一覧
①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

eLTAX利用者情報の納税者ＩＤに紐づく事業所の

基本情報、指定番号を特定できていない事業所の

一覧

⑦：業務効率化
eLTAXからの給与支払報告書の取込、事業所情報の紐付け処理における業務効率化のため

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。
当初賦課給与支払い所報告書取込処理

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1937 212 個人住民税 帳票要件

番号制度法人番

号未付番・重複

一覧

①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

基本３情報との整合性チェックにより

・番号制度法人番号未付番

・事業所の重複登録

となっている事業所の一覧

⑦：業務効率化
事業所情報整理処理における業務効率化のため

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。
随時期想定

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1938 213 個人住民税 帳票要件
確定申告書ＫＳ

Ｋ二表
①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

確定申告書ＫＳＫデータのうち、第二表の記載があ

る対象についてパンチ委託するため、二表のTIFFデー

タよりイメージを印刷する

⑧：業務精度向上
機能要件1.4.7.記載内容に伴うパンチ委託運用処理のため

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。
当初賦課処理時期

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

優先度3 修正 否 機能要件に確定申告書ＫＳＫデータのうち、第二表のTIFFデータよりイメージを印刷する要件を実装してもしなくても良い要件として追加します。 是 是 是 是 是 追加

機能要件に確定申告書ＫＳＫデータのうち、第二表のTIFFデータより

イメージを印刷する要件を実装してもしなくても良い要件として追加し

ます。

● 1939 214 個人住民税 帳票要件
年金特徴対象者

取込未付番一覧
①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

年金特徴対象情報（00通知）を取込時に未特

定又は同一個人で複数特定された場合に出力する

一覧

⑦：業務効率化
00通知の対象者紐付け処理における業務効率化のため

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。
当初賦課処理時期

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 1940 215 個人住民税 帳票要件
情報照会結果一

覧、明細
①：要件追加 ②：前回記載意見 記載なし

＜帳票概要＞

中間サーバへの情報照会による「16-12 個人住民

税の配偶者控除、配特控除、扶養控除等の調査」

に係る一括照会結果の一覧及び明細

⑦：業務効率化
業務効率化のため

1.0版意見照会時に記載させていただいた内容となります。
月次運用処理

②：現行システムでカスタ

マイズを実施している帳票
優先度3 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 2338 282 個人住民税 帳票要件 全般 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑦：業務効率化

帳票の実装しなくてもよい機能の中でＥＵＣで代替可と

標記のあるものと無いものとありますが、現在のＣｏｋａ

ｓ－ｉのＳｉｎｍｐＷｒｉｇｈｔのように運用側で

データ抽出できる機能を標準で実装できるのであれば、良

いのですが、それが無い場合業務負荷が多くなるので、柔

軟にデータ抽出できる機能は帳票側でも実装して欲し

い。

優先度2 変更なし 否 現行の要件のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

● 3144 345 個人住民税 帳票要件
課税・収納不一

致リスト
①：要件追加 ①：新規意見

課税額と収納調定額が不一致となっている納税義

務者の一覧

④：現行事務処理・現行

機能の踏襲

1.0版No.102について、要件削除とされましたが、システム的な不整合をチェックする機能として実装

しているため、「実装してもしなくても良い」帳票として復活していただきたい。
システム的な不整合をチェックする機能

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装している

帳票

要確認 変更なし 否
実現性評価の結果、多数の製品で本帳票が必要となる状況（課税額と収納調定額が不一致）が生じないことを確認したため、要件を削除としております。

また、システムエラーについては標準化の対象外です。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。



④仕様書改定案（その他）のご意見【個人住民税】

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更な

し、要検討）

構成員確認（WT）要否 対応内容
対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

1 1 本編 1 ツリー図 ①：追加 ①：新規意見 申告支援、イメージ管理
ツリー図について、申告支援とイメージ管理が新たに定義されているが、機能要件には項目として存在しない。どのように解釈すればよい

か。
優先度2

1・103・

166・306
変更なし 否

当該記載は標準化対象外の事務として記載しています。

詳細は、税務システム標準仕様書本編の「2-2ツリー図」に記載しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

32 2 本編

別紙2－1

業務フロー

1.3

2.1.1

申告支援システムから個人

住民税システムへのデータ

取込

　確定申告書データ

　専従者情報

　給報・年報データ

②：変更 ①：新規意見

申告支援システムから個人住民税システムへ

のデータ取込のタイミングについて、1.3の申告

データ取込み後でなく、2.1.1の合算処理後

に個人住民税システムに取込むのではないか。

　本市では、申告支援システムについては、確定申告受付等のみのシステムではなく、各課税データ取込、エラーチェック及び合算処理を

行い、個人住民税システムに課税データ、扶養データ及び専従者データを取り込んでいます。

　単に申告受付したデータを取込むのではなく、個人住民税の合算処理後に、申告支援システムの課税データを取込み、エラーチェック、

再合算処理の流れになると思われるため、取込むデータの内容やタイミングの修正等、仕様に変更の必要があると思います。

優先度2 変更なし 否
申告支援システムデータの取込は、単に資料情報のみではなく合算後の課税データ（2.1.34.）や税額計算後の課税データ（6.1.3.）の取り込みについても記

載しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

74 3 その他 10.1
帳票レイアウト　個人住民

税
④：表現の見直し ①：新規意見 各種照会通知文 照会の根拠法令を記載してほしい 優先度2 要検討 要

照会の根拠法令を明示しないと回答されない場合があるため、根拠法令の表示は必要と考え、機能要件（5.1.）に「各種照会文書の通知文として根拠法令

を印字できること」を実装すべき要件として追加することを検討しています。

当該機能要件を追加するにあたって、帳票要件として記載している帳票については、根拠法令を例示したほうが良いかと考えています。

つきましては、帳票要件の25,65,66,67,68,69,70,96,108,109,142について、根拠法令をご教示いただけますでしょうか。

ー 総務省に確認すべき事項であると考えられます。 ー 実施していない

６６　地方税法第２０条の１１

６７　地方税法第２９８条

６８　地方税法第２９８条

１０８　地方税法施行令第４８条の９の１０

１０９　地方税法施行令第４８条の９の１０

25.65.69.70は地方税法第298条。
ー 根拠法令は示せない。 是 地方税法第20条の11に基づく。 本市においては根拠法令は表示していません。 ー 市区町村の実務に関する事項のため、回答を控えます。 追加

全国意見照会にて、根拠法令の記載がない場合に回答されない懸念があると

の意見があったため、WTで確認した運用実態を踏まえて要件を追加することと

した。

87 4 その他

【エラー・アラート

（個人住民

税）】52

「未成年者」から「勤労学

生」までの各欄の整合性

チェック

②：変更 ①：新規意見

該当者が20歳以上にも関わらず、個人別明

細書の未成年者欄にチェックが入っている場

合。

該当者が18歳以上にも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。 優先度2
87・88・

227
修正 否

ご意見の通り、修正します。

【修正案】

該当者が18歳以上にも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。

是 是 是 是 是 修正

以下の通り、修正します。

【エラー・アラート（52）】

該当者が18歳以上にも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが

入っている場合。

88 5 その他

【エラー・アラート

（個人住民

税）】53

「未成年者」から「勤労学

生」までの各欄の整合性

チェック

②：変更 ①：新規意見

20歳になっていないが、既に婚姻しており税金

上の未成年者区分から外れているにも関わら

ず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが

入っている場合。

18歳になっていないが、既に婚姻しており税金上の未成年者区分から外れているにも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが

入っている場合。
優先度2

87・88・

227
修正 否

ご意見の通り、修正します。

【修正案】

18歳になっていないが、既に婚姻しており税金上の未成年者区分から外れているにも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。

是 是 是 是 是 修正

以下の通り、修正します。

【エラー・アラート（53）】

18歳になっていないが、既に婚姻しており税金上の未成年者区分から外れてい

るにも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。

103 6 本編 1 ツリー図 ①：追加 ①：新規意見 申告支援、イメージ管理
ツリー図について、申告支援とイメージ管理が新たに定義されているが、機能要件には項目として存在しない。どのように解釈すればよい

か。
優先度2

1・103・

166・306
変更なし 否

当該記載は標準化対象外の事務として記載しています。

詳細は、税務システム標準仕様書本編の「2-2ツリー図」に記載しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

131 7 その他

市町村民税・都道府県民

税の特別徴収の納付書の

帳票レイアウト

①：追加 ①：新規意見 市府民税特別徴収にかかる納入書の帳票レイアウトが提示されていないが、帳票は従来通りの帳票を使用しても構わないのか。 優先度2 変更なし 否 納付書については、収納側での定義となります。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

165 8 その他 2.1.2.
業務フロー　定期課税

（税額決定）
④：表現の見直し ①：新規意見

業務フロー上の「税額計算」と「税額計算処

理」について

「税額計算」と「税額計算処理」がそれぞれの項目で何が行われるかが不明瞭である。「税額計算処理」において、税額の決定が行わ

れ、各種通知の金額が確定されるという認識でよいか。
優先度2 修正 否 税額計算に表現を統一します。 是 是 是 是 是 修正 業務フロー上の表現を「税額計算」に統一します。

166 9 その他 2.2

業務フロー　税額決定通

知書送付（給与特別徴

収分）

①：追加 ①：新規意見
特別徴収税額決定・変更通知書（納税義

務者用）について。
本業務フロー上に特別徴収税額決定・変更通知書（納税義務者用）の記載がないが、フローに追加すべきではないか。 優先度2

1・103・

166
修正 否 特別徴収税額決定・変更通知書（納税義務者用）を追記します。 是 是 是 是 是 追加

業務フロー（税額決定通知書送付（給与特別徴収分）に特別徴収税額

決定・変更通知書（納税義務者用）を追記します。

167 10 その他 6.1

業務フロー　通知処理

（給与特別徴収・普通徴

収分）

②：変更 ①：新規意見
特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴

収義務者用・納税義務者用）

特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）については、業務フロー2.2において記載があるため、本フローでは不要と考え

る。また、特別徴収税額決定・変更通知書（納税義務者用）についても、業務フロー2.2に記載されていないが、業務フロー2.2に記

載すべき内容と考える。

なお、本フローに記載している特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）が過年度の通知を示している

のであれば、その旨を明記すべきであると考える。

優先度2 変更なし 否 機能要件に対応したモデルであるため、現行の記載のままとします。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

201 11 その他

業務フロー

（個人住民税）

6.1

通知処理（給与特別徴

収・普通徴収分）

通知処理（給与特別徴

収・普通徴収分）

④：表現の見直し ①：新規意見 給与特別徴収分の納入書について、言及がないが、良いのか。 優先度2 修正 否 特別徴収納入書を記載します。 是 是 是 是 是 追加
「通知処理（給与特別徴収・普通徴収分）」、「通知処理（給与特別徴

収・普通徴収分）」に係る業務フローに特別徴収納入書を記載します。

208 12 本編 1 ツリー図 ①：追加 ①：新規意見 申告支援、イメージ管理
ツリー図について、申告支援とイメージ管理が新たに定義されているが、機能要件には項目として存在しない。どのように解釈すればよい

か。
優先度2

1・103・

166・306
変更なし 否

当該記載は標準化対象外の事務として記載しています。

詳細は、税務システム標準仕様書本編の「2-2ツリー図」に記載しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

227 13 その他

エラー・アラート参

考資料_個人住

民税

52

53

「未成年者」から「勤労学

生」までの各欄の整合性

チェック

②：変更 ①：新規意見
52　「該当者が20歳以上にも関わらず」

53　「20歳になっていないが」

民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたが、未成年者等に係るチェックの「詳細条件の例」において「20歳」と記載

されている。「18歳」への記載の修正が必要。
優先度2

87・88・

227
修正 否

ご意見の通り、修正します。

【修正案】

該当者が18歳以上にも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。

18歳になっていないが、既に婚姻しており税金上の未成年者区分から外れているにも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。

是 是 是 是 是 修正

以下の通り、修正します。

【エラー・アラート（52）】

該当者が18歳以上にも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが

入っている場合。

【エラー・アラート（53）】

18歳になっていないが、既に婚姻しており税金上の未成年者区分から外れてい

るにも関わらず、個人別明細書の未成年者欄にチェックが入っている場合。

258 14 その他 "6-1 エラー・アラート参考資料 ①：追加 ①：新規意見 控除対象（控除条件）の整合性チェック
・扶養されている者の合計所得が４８万円を超えているもの。

・ひとり親で扶養が子でない場合
優先度2 修正 否

ご意見を踏まえ、修正（追加）します。

以下を「控除対象（控除条件）の整合性チェック」及び「控除に関するチェック」の詳細条件の例として追加します。

【修正案】

・扶養親族の合計所得が４８万円を超えているもの。

・ひとり親で扶養が子でない場合

是 是 是 是 是 追加

以下を「控除対象（控除条件）の整合性チェック」及び「控除に関するチェッ

ク」の詳細条件の例として追加します。

【追加するチェック】

・扶養親族の合計所得が４８万円を超えているもの。

・ひとり親で扶養が子でない場合

259 15 その他
2-1　業務フロー　個人住

民税
④：表現の見直し ①：新規意見

業務フロー　2.5　当初課税　住登外課税処

理
業務フロー　2.5　当初課税　住登外課税通知発送 優先度2 変更なし 否 機能要件に対応したモデルであるため、現行の記載のままとします（機能要件との対応を明示的にするため表現を合わせるものです）。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

306 16 その他

個人住民税

業務フロー

ツリー図

業務フローとツリー図の整

合性
③：削除 ①：新規意見

ツリー図

M：申告支援（申告支援システム）

N：イメージ管理（イメージ管理システム）

業務フロー

申告支援、イメージ管理というフローはない

※システムとしては、出てくる

・ツリー図から、M、Nは削除して良いのではないか。申告支援、イメージ管理は標準業務フローに該当しないため。

・業務フローには、申告支援システム、イメージ管理システムについては、外付けシステムである旨かつ必須でない旨を明記してほしい。

※備えることが前提のように見える。ない自治体もある。

優先度4
1・103・

166・306
変更なし 否

当該記載は標準化対象外の事務として記載しています。

詳細は、税務システム標準仕様書本編の「2-2ツリー図」に記載しています。
是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

307 17 その他

個人住民税

業務フロー

1.4

当初課税準備

回送処理
④：表現の見直し ①：新規意見

回送処理の業務フローの「電子媒体か紙媒体

か」の記載方法について

機能要件_個人住民税 の1.4.63.の要件の考え方・理由に”原則は、電子での対応とするため帳票出力の機能は、実装してもしなくて

も良い機能としている。”とあるため、電子媒体での流れを直線とし、紙媒体の流れと入れ替えを行った方が原則のフローが把握しやすいも

のと考えます。

優先度2 307・346 変更なし 否 機能要件の考え方理由に記載しているほか、各団体の担当課から同様の意見は出ておらず、現行の記載であっても誤認の可能性は低いものと判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

308 18 その他

個人住民税

業務フロー

2.1.2

当初課税 ②：変更 ①：新規意見
税額計算　➜　調定処理　➜　調定決議

登録

・調定というのは、用語集68にもあるように「課税部門が決定した内容を収納部門に通知する行為」をいう。そう考えると賦課決定の行

為が抜けていると考える。

＜正しいフロー＞

　税額計算　➜　賦課決定　　　　　　　　➜　納税通知書作成・発送

　　　　　　（賦課決定決裁簿で決裁）

　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　調定処理　　　➜　財務システムで決議入力

　　　　　　　　調定表作成

優先度2 修正 否 全体方針として、用語集での表現を見直し、フロー等については修正しない方針としました。 是 是 ー
用語集でどのように修正するのかが不明なため、判断

できない。
是 是 変更なし

全体方針として、用語集での表現を見直し、フロー等については修正しない方

針とします。

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類用フラグ

ご意見連番 業務内連番
資料名

（選択肢から選択）

項番/

章番号
項目名

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）
該当箇所

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

WT構成員　回答集約

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市



重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更な

し、要検討）

構成員確認（WT）要否 対応内容
対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

対応方針に

対する判断

対応方針に反対される場合の理由・根拠

（具体的な考慮すべき運用が分かるよう記載してくだ

さい）

構成員向けコメントへのご回答

（「構成員確認（WT）要否」が”要”の意見について「構成員向けコメ

ント」に記載した確認事項等についてご回答ください）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

修正内容

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類用フラグ

ご意見連番 業務内連番
資料名

（選択肢から選択）

項番/

章番号
項目名

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）
該当箇所

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

WT構成員　回答集約

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

デジタル庁A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市

318 19 その他

個人住民税

エラーアラート

67

年末調整の実施状況に関

するチェック
①：追加 ①：新規意見

所得控除の額の合計額が入力されているの

に、年末調整未済に設定されている場合。

給与支払報告書の様式やeLTAXデータレイアウトに年調済みのフラグを追加していただくことを要望いたします（年調済か乙欄選択制に

するなど）。

特殊ケースを除き年調済、未済がシステムでも機械的に判別が可能になります。

優先度2 318・347 変更なし 否 給与支払報告書の様式やeLTAXデータレイアウトについて、現時点で修正の予定はありません。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

319 20 その他

個人住民税

エラーアラート

134

所得に関するチェック ③：削除 ①：新規意見
1995≦相当年度で、土地等事業  もしくは

土地等雑 がある場合。（０円入力も不可）

記載名称は土地事業雑短期、土地事業雑超短期でしょうか。

既に対象がないと想定しており、記載不要であると考えております。
優先度4 319・349 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート134を削除します。

320 21 その他

個人住民税

エラーアラート

172

所得に関するチェック ③：削除 ①：新規意見
課税対象者の性別＝男 かつ 夫有区分に入

力がある場合。
「夫有」区分は廃止されたため不要と認識しています。 優先度4 320・351 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート172を削除します。

321 22 その他

個人住民税

エラーアラート

185

所得に関するチェック ③：削除 ①：新規意見

電子申告特別控除≠電子申告特別控除額

の場合。

※電子申告特別控除に入力がないとき、この

チェックは行わない。

電子申告特別控除が廃止されているため不要と認識しています。 優先度4 321・352 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート185を削除します。

322 23 その他

個人住民税

エラーアラート

204

課税資料間の控除額の整

合性チェック
⑤：質問・要望 ①：新規意見

主資料が還付申告書のとき、申告書の主資

料の源泉徴収票所得控除計と算出控除計

が不一致

省略記載申告の条件ですが、控除小計が不一致なものについて抽出し確認したいということでしょうか。 優先度2 322・353 変更なし 否 具体的には前職合算や申告漏れを把握するためのものとなります。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

323 24 その他

個人住民税

エラーアラート

218

資料未提出・提出誤り等

の確認対象のチェック
⑤：質問・要望 ①：新規意見

主資料の申告書に新税率区分が無く、従資

料の申告書に新税率区分が存在する。
申告書の新税率区分とは具体的にどのような項目を指しているのか不明です。 優先度2 323・354 修正 否

住宅ローン控除の適用税率を指すものです。

このことが分かるように、表現を修正します。
是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【エラーアラート218】

主資料の申告書に住宅ローン控除の適用税率の新税率区分が無く、従資料

の申告書に住宅ローン控除の適用税率の新税率区分が存在する。

346 25 その他 1.4

04_2-1_【第2.0版】業

務フロー_個人住民税

1.4　当初課税準備 回送

処理

④：表現の見直し ①：新規意見
回送フローの電子媒体か紙媒体かの記載方

法について

機能要件_個人住民税 の1.4.63.の要件の考え方・理由に”原則は、電子での対応とするため帳票出力の機能は、実装してもしなくて

も良い機能としている。”とあるため、電子媒体での流れを直線とし、紙媒体の流れと入れ替えを行った方が原則のフローが把握しやすいの

ではと考えます。

要確認 307・346 変更なし 否 機能要件の考え方理由に記載しているほか、各団体の担当課から同様の意見は出ておらず、現行の記載であっても誤認の可能性は低いものと判断します。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

347 26 その他 67

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

67 年末調整の実施状況

に関するチェック

①：追加 ①：新規意見
所得控除の額の合計額が入力されているの

に、年末調整未済に設定されている場合。

給与支払報告書のレイアウト様式に年調済みのフラグを追加していただくことを要望いたします。特殊ケースを除き年調済、未済がシステ

ムでも機械的に判別が可能になります。
要確認 318・347 変更なし 否 給与支払報告書の様式やeLTAXデータレイアウトについて、現時点で修正の予定はありません。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

348 27 その他 117

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

117 その他課税資料との

所得額の比較チェック

④：表現の見直し ①：新規意見
連携された確定申告書データと給報、年報の

所得税額が不一致の場合。
所得税額は申告時に変更になりますが、比較チェックする意図はありますでしょうか。 要確認 保留 保留 ー 是 ー ー 変更なし 現行要件のままとします。

349 28 その他 134

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

134 所得に関するチェック

③：削除 ①：新規意見
1995≦相当年度で、土地等事業 もしくは

土地等雑 がある場合。（０円入力も不可）

記載名称は土地事業雑短期、土地事業雑超短期でしょうか。

既に対象がないと想定のため、不要と認識しています。
要確認 319・349 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート134を削除します。

350 29 その他 166

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

166 所得に関するチェック

③：削除 ①：新規意見
本人老年者区分が入力されており、前年末

日年齢＜老年者判定年齢の場合。
老年者控除は廃止されたため本人老年者のチェックは不要と認識しています。 要確認 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート166を削除します。

351 30 その他 172

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

172 所得に関するチェック

③：削除 ①：新規意見
課税対象者の性別＝男 かつ 夫有区分に入

力がある場合。
「夫有」区分は廃止されたため不要と認識しています。 要確認 320・351 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート172を削除します。

352 31 その他 185

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

185 控除に関するチェック

③：削除 ①：新規意見

電子申告特別控除≠電子申告特別控除額

の場合。

※電子申告特別控除に入力がないとき、この

チェックは行わない。

電子申告特別控除が廃止されているため不要と認識しています。 要確認 321・352 修正 否 ご意見を踏まえ、修正します。 是 是 是 是 是 削除 エラーアラート185を削除します。

353 32 その他 204

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

204 課税資料間の控除

額の整合性チェック

④：表現の見直し ①：新規意見

主資料が還付申告書のとき、申告書の主資

料の源泉徴収票所得控除計と算出控除計

が不一致

省略記載申告の条件ですが、控除小計が不一致なものについて抽出し確認したいということでしょうか。 要確認 322・353 変更なし 否 具体的には前職合算や申告漏れを把握するためのものとなります。 是 是 是 是 是 変更なし 現行要件のままとします。

354 33 その他 218

6-1 エラーアラート参考資

料 　個人住民税

218 資料未提出・提出

誤り等の確認対象のチェッ

ク

④：表現の見直し ①：新規意見
主資料の申告書に新税率区分が無く、従資

料の申告書に新税率区分が存在する。
申告書の新税率区分とは具体的にどのような項目を指していますでしょうか。 要確認 323・354 修正 否

住宅ローン控除の適用税率を指すものです。

このことが分かるように、表現を修正します。
是 是 是 是 是 修正

以下のとおり修正します。

【エラーアラート218】

主資料の申告書に住宅ローン控除の適用税率の新税率区分が無く、従資料

の申告書に住宅ローン控除の適用税率の新税率区分が存在する。


